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税務訴訟資料 第２６１号－２４３（順号１１８３３） 

名古屋地方裁判所 平成●●年（○○）第●●号 所得税更正処分取消等請求事件（以下「Ａ事件」

という。）、平成●●年(○○)第●●号 所得税更正処分取消等請求事件（以下「Ｂ事件」という。）、

平成●●年（○○）第●●号 所得税更正処分取消等請求事件（以下「Ｃ事件」という。）、平成●

●年（○○）第●●号 所得税通知処分取消請求事件（以下「Ｄ事件」という。）、平成●●年（○

○）第●●号 所得税通知処分取消請求事件（以下「Ｅ事件」という。）、平成●●年（○○）第● 

●号　所得税通知処分取消請求事件（以下「Ｆ事件」という。） 

国側当事者・国（名古屋中村税務署長、刈谷税務署長、千種税務署長） 

平成２３年１２月１４日却下・認容・控訴 

 

判 決 

Ａ事件及びＥ事件原告    甲 

              （以下「原告甲」という。） 

Ｂ事件及びＤ事件原告    乙 

              （以下「原告乙」という。） 

Ｃ事件及びＦ事件原告（Ｃ事件につき亡丙訴訟承継人） 

              丁 

              （以下「原告丁」という。） 

上記３名訴訟代理人弁護士  江尻 隆 

同訴訟復代理人弁護士    宮崎 裕子 

              宮塚 久 

              平川 雄士 

              北村 導人 

              小原 英志 

              岩崎 康幸 

              松永 博彬 

              志賀 櫻 

              小林 和正 

被告            国 

同代表者法務大臣      平岡 秀夫 

Ａ事件及びＥ事件処分行政庁 名古屋中村税務署長 

              田中 雅裕 

Ｂ事件及びＤ事件処分行政庁 刈谷税務署長 

              松尾 修司 

Ｃ事件及びＦ事件処分行政庁 千種税務署長 

              中村 光義 

同指定代理人        澤田 久文 

              小山 綾子 

              福住 豊 
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              宇津木 克美 

              井越 満 

              早川 充 

              本松 智 

              坂上 公利 

              塚元 修 

              瀧石 明 

              清水 竹浩 

              伊藤 憲篤 

 

主 文 

１ 本件各訴えのうち、刈谷税務署長が平成１７年２月２５日付けでした原告乙の平成１４年分の所

得税に係る更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消しを求める訴えを却

下する。 

２ 別紙１取消処分目録記載の各処分及び各処分部分をいずれも取り消す。 

３ 訴訟費用は被告の負担とする。 

 

事実及び理由 

 以下、文中に記載するもののほか、別紙２略称一覧表記載のとおり、略称を用いる。 

第１ 請求 

１ Ａ事件 

(1) 名古屋中村税務署長が平成１７年２月１５日付けでした原告甲の平成１３年分の所得税の

更正処分（ただし、平成２０年５月１４日付け更正処分により減額された後のもの）のうち総

所得金額９６８９万８２３５円、還付金の額に相当する税額４６７万３９４５円を超える部分

及び過少申告加算税賦課決定処分（ただし、同日付け変更決定により減額された後のもの）を

取り消す。 

(2) 名古屋中村税務署長が平成１７年２月１５日付けでした原告甲の平成１４年分の所得税の

更正処分（ただし、平成２０年５月１４日付け更正処分により減額された後のもの）のうち総

所得金額９３４１万２２２８円、還付金の額に相当する税額２０３万６９７２円を超える部分

及び過少申告加算税賦課決定処分（ただし、同日付け変更決定により減額された後のもの）を

取り消す。 

(3) 名古屋中村税務署長が平成１７年２月１５日付けでした原告甲の平成１５年分の所得税の

更正処分（ただし、平成２０年５月１４日付け更正処分により減額された後のもの）のうち総

所得金額８２２２万３３２１円、還付金の額に相当する税額３１５万４１８１円を超える部分

及び過少申告加算税賦課決定処分（ただし、同日付け変更決定により減額された後のもの）を

取り消す。 

(4) 名古屋中村税務署長が平成１８年６月２６日付けでした原告甲の平成１６年分の所得税に

係る更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分を取り消す。 

２ Ｂ事件 

(1) 次の主位的請求及び予備的請求 
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（主位的請求） 

 刈谷税務署長が平成１７年２月２５日付けでした原告乙の平成１４年分の所得税に係る更

正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分を取り消す。 

（予備的請求） 

 刈谷税務署長が平成１７年２月２８日付けでした原告乙の平成１４年分の所得税の更正処

分（ただし、平成２０年５月１４日付け更正処分により減額された後のもの）のうち総所得金

額５２４５万７０３９円、還付金の額に相当する税額８７２万９５３５円を超える部分を取り

消す。 

(2) 刈谷税務署長が平成１７年２月２８日付けでした原告乙の平成１５年分の所得税の更正処

分のうち総所得金額４８２８万９９３７円、還付金の額に相当する税額８９１万９５８３円を

超える部分及び過少申告加算税賦課決定処分を取り消す。 

(3) 刈谷税務署長が平成１８年６月２６日付けでした原告乙の平成１６年分の所得税に係る更

正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分を取り消す。 

３ Ｃ事件 

(1) 千種税務署長が平成１７年２月２５日付けでした亡丙の平成１３年分の所得税の更正処分

のうち総所得金額４６７万３６７６円、還付金の額に相当する税額８２０万７３００円を超え

る部分及び過少申告加算税賦課決定処分を取り消す。 

(2) 千種税務署長が平成１７年２月２５日付けでした亡丙の平成１４年分の所得税の更正処分

のうち総所得金額８１６万７３１２円、納付すべき税額８０万０２００円を超える部分及び過

少申告加算税賦課決定処分を取り消す。 

(3) 千種税務署長が平成１７年２月２５日付けでした亡丙の平成１５年分の所得税の更正処分

のうち総所得金額３３８万９９９９円、還付金の額に相当する税額４３万０７００円を超える

部分及び過少申告加算税賦課決定処分を取り消す。 

４ Ｄ事件 

 刈谷税務署長が平成１９年６月１１日付けでした原告乙の平成１７年分の所得税に係る更正

の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分を取り消す。 

５ Ｅ事件 

 名古屋中村税務署長が平成１９年６月１２日付けでした原告甲の平成１７年分の所得税に係

る更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分を取り消す。 

６ Ｆ事件 

(1) 千種税務署長が、平成１９年２月２２日付けでした亡丙の平成１６年分の所得税に係る更

正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分（ただし、平成２１年６月２３日付け

更正処分により減額された後のもの）を取り消す。 

(2) 千種税務署長が、平成１９年６月１９日付けでした亡丙の平成１７年分の所得税に係る更

正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分（ただし、平成２１年６月２３日付け

更正処分により減額された後のもの）を取り消す。 

 （なお、原告丁は、上記(1)及び(2)の各括弧書による付記がないものをそれぞれ主位的請求

とするが、当該各請求は上記(1)及び(2)の各請求といずれも同一のものと解されるので、掲記

しない。） 

第２ 事案の概要 
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１ 本件は、原告ら投資家が、外国信託銀行を受託者とする信託契約を介して出資したＬＰＳ（米

国デラウェア州改正統一リミテッド・パートナーシップ法に準拠して組成されるリミテッド・パ

ートナーシップ）が行った米国所在の中古集合住宅の貸付けに係る所得が、所得税法２６条１項

所定の不動産所得に該当するとして、その減価償却等による損金と他の所得との損益通算をして

所得税の申告又は更正の請求をしたところ、各処分行政庁から、当該所得は不動産所得に該当せ

ず、損益通算を行うことはできないとして、それぞれ、所得税の更正処分及び過少申告加算税賦

課決定処分又は更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分を受けたことから、原

告らが、前記第１の請求のとおり、本件各処分の取消しを求めている事案である。 

２ 関係法令等の定め 

 別紙３「関係法令等の定め」記載のとおり 

３ 前提事実（証拠等の摘示がないものは当事者間に争いがない。以下、書証番号は、特記しない

限り枝番を含む。） 

(1) 本件における取引の概要等 

 本件における取引の概略図は、別紙図表１（本件ＬＰＳ(C)について）及び別紙図表２（本

件ＬＰＳ(P)について）記載のとおりであり、その具体的内容は、次のとおりである。 

ア 関連会社等の概要 

(ア) Ａ証券（Ａ証券） 

 Ａ証券は、ドイツ連邦共和国所在のＸ銀行を親会社として、日本におけるＸ銀行グルー

プの証券業務の中核を担うものとして、昭和６１年に設立された。 

 本件において、Ａ証券は、原告ら投資家を含む日本人投資家との間でファイナンシャ

ル・アドバイザリー契約（本件各アドバイザリー契約）を締結し、投資家に対して投資事

業プログラム「Ｂ」（Ｂ。本件スキーム）の紹介及び提供等をし、その対価としての報酬

を受領していた。 

 なお、Ａ証券は、平成１５年、本件スキームにおける役務提供を含むＣ部門の営業をＯ

に営業譲渡した。 

(イ) Ｄ銀行（Ｄ銀行） 

 Ｄ銀行は、ルクセンブルク大公国の法律に基づき設立された同国所在の法人である。 

 Ｄ銀行は、本件各信託契約において、受託銀行とされており、また、本件各ＬＰＳのリ

ミテッド・パートナーとして、本件各ＧＰとの間で本件各ＬＰＳ契約を締結した。 

(ウ) Ｅ（Ｅ） 

 Ｅは、英国領ケイマン諸島の法令に基づいて設立された同諸島所在の法人であり、いわ

ゆる不動産ヘッジファンドである。 

 Ｅは、本件ＬＰＳ(C)のリミテッド・パートナーとしてＤ銀行とともに、本件ＧＰ(C)と

の間で本件ＬＰＳ契約(C)を締結した。 

(エ) 本件ＧＰ(C)（Ｚ） 

 本件ＧＰ(C)は、米国デラウェア州所在の有限責任会社である。 

 本件ＧＰ(C)は、本件ＬＰＳ(C)のジェネラル・パートナーとして、リミテッド・パート

ナーであるＤ銀行及びＥとの間で本件ＬＰＳ契約(C)を締結した。 

(オ) 本件ＬＰＳ(C)（Ⓐ） 

 本件ＬＰＳ(C)は、州ＬＰＳ法に基づき、本件ＧＰ(C)をジェネラル・パートナー、Ｄ銀
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行及びＥをリミテッド・パートナーとして組成された米国のリミテッド・パートナーシッ

プであり、本件建物(C)の購入、取得、開発、保有、賃貸、管理、売却その他の処分の目

的のために設立されたものである。 

 本件ＬＰＳ(C)は、Ｇとの間の本件売買契約(C)並びに本件売買契約、リース及び共同エ

スクロー指示に関する契約(C)における本件建物(C)の買主であり、また、本件土地賃貸借

契約(C)における借主である。 

(カ) Ｇ（Ｇ） 

 Ｇは、米国カリフォルニア州所在のリミテッド・パートナーシップである。 

 Ｇは、本件ＬＰＳ(C)との間の本件売買契約(C)並びに本件売買契約、リース、及び共同

エスクロー指示に関する契約(C)における本件建物(C)の売主であり、また、本件土地賃貸

借契約(C)における貸主である。 

(キ) Ｈ（Ｈ） 

 Ｈは、米国カリフォルニア州所在のリミテッド・パートナーシップである。 

 Ｈは、本件ＬＰＳ(C)に対し、本件建物(C)の購入資金として２４１万４９００ドルを融

資している。 

(ク) Ｉ（Ｉ） 

 Ｉは、米国デラウェア州所在の法人である（乙Ａ全２２）。 

 Ｉは、本件ＬＰＳ(C)に対し、本件建物(C)の購入資金として３２８５万ドルを融資して

いる。 

(ケ) Ｊ（Ｊ） 

 Ｊは、米国カリフォルニア州所在の法人である。 

 Ｊは、本件ＬＰＳ(C)との間の本件管理契約(C)による本件不動産(C)の賃貸に係る管

理・運営業務を行う管理者である。 

(コ) 本件ＧＰ(P)（Ⓑ） 

 本件ＧＰ(P)は、米国デラウェア州所在の有限責任会社である。 

 本件ＧＰ(P)は、本件ＬＰＳ(P)のジェネラル・パートナーとして、リミテッド・パート

ナーであるＤ銀行との間で本件ＬＰＳ契約(P)を締結した。 

(サ) 本件ＬＰＳ(P)（Ⓒ） 

 本件ＬＰＳ(P)は、州ＬＰＳ法に基づき、本件ＧＰ(P)をジェネラル・パートナー、Ｄ銀

行をリミテッド・パートナーとして組成された米国のリミテッド・パートナーシップであ

り、本件建物(P)の購入、取得、開発、保有、賃貸、管理、売却その他の処分の目的ため

に設立されたものである。 

 本件ＬＰＳ(P)は、Ｌとの間の本件売買契約(P)並びに本件売買契約、リース及び共同エ

スクロー指示に関する契約(P)における本件建物(P)の買主であり、また、本件土地賃貸借

契約(P)における借主である。 

(シ) Ｌ（Ｌ） 

 Ｌは、米国デラウェア州所在のリミテッド・パートナーシップである。 

 Ｌは、本件売買契約(P)並びに本件売買契約、リース及び共同エスクロー指示に関する

契約(P)における本件建物(P)の売主であり、また、本件土地賃貸借契約(P)における貸主

である。 
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(ス) Ｍ（Ｍ） 

 Ｍは、米国デラウェア州所在の法人である。 

 Ｍは、本件ＬＰＳ(P)に対し、本件建物(P)の購入資金として５３７万米国ドル（以下、

単に「ドル」という。）を融資している。 

(セ) Ｎ（Ｎ） 

 Ｎは、米国コロンビア特別区所在の法人である。 

 Ｎは、本件ＬＰＳ(P)との間の本件管理契約(P)による本件不動産(P)の賃貸に係る管

理・運営業務を行う管理者である。 

(ソ) Ｏ（株式会社Ｏ） 

 Ｏは、平成１５年７月１７日に成立され、Ａ証券より、同年末に、そのＣ部門を営業譲

渡された。 

 Ｏは、Ａ証券から原告ら投資家のファイナンシャル・アドバイザーとしての業務の譲渡

を受け、原告ら投資家との間で、新たにファイナンシル・アドバイザリー契約を締結し、

それに基づいて、原告ら投資家のファイナンシャル・アドバイザーに就任した。 

 なお、Ｏは、Ｅの日本における子会社である。 

(タ) Ｐ銀行（Ｐ銀行） 

 Ｐ銀行は、米国の法律に基づいて設立された米国西海岸の信託銀行である。 

 Ｐ銀行は、Ｄ銀行から本件各ＬＰＳのパートナーシップ持分を譲り受けた、本件各新信

託契約における受託者である。 

イ 原告ら投資家（原告甲、亡丙及び原告乙）による不動産投資事業への参加申込み等 

(ア) 原告ら投資家は、Ａ証券との間で、Ａ証券をファイナンシャル・アドバイザーとする

ファイナンシャル・アドバイザリー契約（本件アドバイザリー契約(C)［別紙図表１契約

①］、本件アドバイザリー契約(P)［別紙図表２契約①］）を締結するとともに、原告甲ら

（原告甲及び亡丙）は本件建物(C)、原告乙は本件建物(P)をそれぞれ対象として、投資金

額を１口２０万ドルとする海外不動産投資事業に関する「Ｂプログラム参加申込書」に投

資口数の記載及び署名をして、本件各不動産投資事業に参加を申し込んだ。 

 また、原告ら投資家は、本件各不動産投資事業に投資するため、Ｄ銀行との間で、自己

を委託者兼受益者、Ｄ銀行を受託者とする基本信託契約である「MASTER FIDUCIARY CONTR

ACT」（本件信託契約(C)［別紙図表１契約②］、本件信託契約(P)［別紙図表２契約②］）を

締結し、本件各信託契約に基づいて、Ｄ銀行に開設された口座（以下「エスクロー口座」

という。）に現金資産を拠出した。 

(イ) 本件各信託契約の内容は、要旨、別紙４「契約②の内容の要旨」記載のとおりである

（乙Ａ全３、３６、弁論の全趣旨）。 

ウ リミテッド・パートナーシップ組成に係る契約等 

(ア) Ｄ銀行は、Ｅと共に、本件ＧＰ(C)との間で、２０００年（平成１２年）１２月１９

日付けで、本件ＧＰ(C)をジェネラル・パートナー、Ｄ銀行及びＥをリミテッド・パート

ナーとするパートナーシップ契約である「PARTNERSHIP AGREEMENT OF Ⓐ」（本件ＬＰＳ契

約(C)［別紙図表１契約③］）を締結し、米国のリミテッド・パートナーシップであるⒶ（本

件ＬＰＳ(C)）を組成した。 

 同様に、Ｄ銀行は、本件ＧＰ(P)との間で、２００２年（平成１４年）３月２８日付け
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で、本件ＧＰ(P)をジェネラル・パートナー、Ｄ銀行をリミテッド・パートナーとするパ

ートナーシップ契約である「PARTNERSHIP AGREEMENT OF Ⓒ」（本件ＬＰＳ契約(P)［別紙

図表２契約③］）を締結し、米国のリミテッド・パートナーシップであるⒸ（本件ＬＰＳ(P)）

を組成した。 

 そして、Ｄ銀行は、本件ＬＰＳ契約(C)に基づき、原告甲らが拠出した現金資産を本件

ＬＰＳ(C)に拠出して、本件ＬＰＳ(C)のパートナーシップの持分を得、同様に、本件ＬＰ

Ｓ契約(P)に基づき、原告乙が拠出した現金資産を本件ＬＰＳ(P)に拠出して、本件ＬＰＳ

(P)のパートナーシップの持分を得た。 

 なお、パートナーシップとは、米国各州の立法で認められている２名以上の者により組

成される事業活動や投資活動を営むための組織形態であり、パートナーシップ債務に対し

て無限責任を負い当該事業活動を代理する権利を有する２名以上のジェネラル・パートナ

ー（ＧＰ）のみによって構成されるジェネラル・パートナーシップ（ＧＰＳ）と、パート

ナーシップ債務に対して無限責任を負い当該事業活動を代理する権利を有する１名以上

のジェネラル・パートナー（ＧＰ）とパートナーシップ債務に対して、原則として出資額

を限度とする有限責任を負い、当該事業活動に対する限定的な経営参加権を有する１名以

上のリミテッド・パートナー（ＬＰ）によって構成されるリミテッド・パートナーシップ

（ＬＰＳ）の２種類がある。 

(イ) 本件各ＬＰＳ契約の内容は、要旨、別紙５「契約③の内容の要旨」記載のとおりであ

る（乙Ａ全４、３７、弁論の全趣旨）。 

エ 本件不動産(C)に係る契約等 

 本件ＬＰＳ(C)は、Ｇとの間において、２０００年（平成１２年）１２月２２日付けで、

本件不動産(C)に係る契約当事者の権利と責務に関する「BUY-SELL AGREEMENT」（本件売買契

約(C)［別紙図表１契約④］）、本件土地(C)の本件ＬＰＳ(C)への賃貸借に関する「GROUND LE

ASE」（本件土地賃貸借契約(C)［別紙図表１契約⑤］）を締結するとともに、同月１９日付け

で、本件建物(C)の本件ＬＰＳ(C)への売却等本件不動産賃貸事業(C)に関する「PURCHASE AN

D SALE AGREEMENT, AGREEMENT TO LEASE AND JOINT ESCROW INSTRUCTIONS」（本件売買契約、

リース及び共同エスクロー指示に関する契約(C)［別紙図表１契約⑥］）を締結し、本件建物

(C)を購入するとともに、本件土地(C)を賃借した上、本件建物(C)を第三者に対して賃貸す

る事業（本件不動産賃貸事業(C)）を行った。 

 なお、本件不動産賃貸事業(C)に関して、本件ＬＰＳ(C)は、Ｈ及びＩから、本件建物(C)

購入等に係る資金を借り入れ、これらの資金及び前記Ｄ銀行からの拠出金を本件不動産賃貸

事業(C)の資金とした。 

 また、本件ＬＰＳ(C)は、本件不動産(C)の賃貸に係る管理・運営業務について、Ｊとの間

で、同月２２日付けで、本件ＬＰＳ(C)を委託者、Ｊを受託者とする管理委託契約である「M

ANAGEMENT CONTRACT」（本件管理契約(C)［別紙図表１契約⑦］）を締結した。 

オ 本件不動産(P)に係る契約等 

 本件ＬＰＳ(P)は、Ｌとの間において、２００２年（平成１４年）３月２８日付けで、本

件不動産(P)に係る契約当事者の権利と責務に関する「BUY-SELL AGREEMENT」（本件売買契約

(P)［別紙図表２契約④］）、本件土地(P)の本件ＬＰＳ(P)への賃貸借に関する「GROUND LEAS

E」（本件土地賃貸借契約(P)［別紙図表２契約⑤］）を締結するととともに、同年１２月１９
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日付けで、本件建物(P)の本件ＬＰＳ(P)への売却等本件不動産賃貸事業(P)に関する「PURCH

ASE AND SALE AGREEMENT, AGREEMENT TO LEASE AND JOINT ESCROW INSTRUCTIONS」（本件売

買契約、リース及び共同エスクロー指示に関する契約(P)［別紙図表２契約⑥］）を締結し、

本件建物(P)を購入するとともに、本件土地(P)を賃借した上、本件建物(P)を第三者に対し

て賃貸する事業（本件不動産賃貸事業(P)）を行った。 

 なお、本件不動産賃貸事業(P)に関して、本件ＬＰＳ(P)は、Ｍから、本件建物(P)購入等

に係る資金を借り入れ、この資金及び前記Ｄ銀行からの拠出金を本件不動産賃貸事業(P)の

資金とした。 

 また、本件ＬＰＳ(P)は、本件不動産(P)の賃貸に係る管理・運営業務について、Ｎとの間

で、同年３月２８日付けで、本件ＬＰＳ(P)を委託者、Ｎを受託者とする管理委託契約であ

る「MANAGEMENT AGREEMENT」（本件管理契約(P)［別紙図表２契約⑦］）を締結した。 

カ ファイナンシャル・アドバイザリー業務の譲渡に係る契約等 

(ア) Ａ証券のアドバイザリー業務がＯに譲渡されることに伴い、原告ら投資家は、Ａ証券

の依頼に従い、Ｄ銀行に対し、原告甲らにつき「Re, Master Fiduciary Contract-Ｂ・Ｆ」

と題する書面、原告乙につき「Re, Master Fiduciary Contract-Ｂ・Ｋ」と題する書面に

より、本件各信託契約を解約する旨を通知し、他方、Ａ証券は、原告ら投資家に対し、「Ｂ

プログラム・ファイナンシャル・アドバイザー業務の譲渡について」と題する書面によっ

て、原告ら投資家のファイナンシャル・アドバイザーとしての業務をＯに譲渡する旨を通

知した。 

(イ) 上記(ア)に伴い、原告ら投資家は、Ｏとの間で、新たにファイナンシャル・アドバイ

ザリー契約（本件新アドバイザリー契約(C)［別紙図表１契約⑧］、本件新アドバイザリー

契約(P)［別紙図表２契約⑧］）を締結し、また、Ｐ銀行との間で、それぞれ、新たに本件

各新信託契約（本件新信託契約(C)［別紙図表１契約⑨］、本件新信託契約(P)［別紙図表

２契約⑨］）を締結した。 

(ウ) 本件各新信託契約の内容は、要旨、別紙６「契約⑨の内容の要旨」記載のとおりであ

る（乙Ａ全１２、４５、弁論の全趣旨）。 

(エ) Ｄ銀行及びＰ銀行は、原告ら投資家の指示に基づき、平成１５年１１月２８日付けで、

本件各ＬＰＳのパートナーシップ持分の譲渡に関する契約（別紙図表１及び２の契約⑩）

を締結し、原告ら投資家に係る本件各ＬＰＳのパートナーシップ持分をＤ銀行からＰ銀行

に譲渡した。 

(オ) 本件各ＬＰＳのパートナーシップ持分の譲渡に関する契約の内容は、要旨、別紙７「契

約⑩の内容の要旨」記載のとおりである（乙Ａ全１３、弁論の全趣旨）。 

キ 本件スキームの概要（乙Ａ全１６） 

 本件各信託契約は、Ａ証券が企画した本件スキームに基づいて、一体的に実行されること

が企図された複合契約の一部である。 

 Ａ証券は、本件各ＬＰＳを利用して本件各建物を賃貸することやその投資効果など本件ス

キームの内容を説明した「Ⓓ」（以下「本件説明書（基本コンセプト）」という。）、「Ⓔ」（以

下「本件説明書（ハイライト）」という。）及び「Ⓕ」（以下、「本件予想投資損益説明書」と

いい、本件説明書（基本コンセプト）及び本件説明書（ハイライト）と併せて「本件各説明

書」という。）といった各パンフレットを作成し、一般個人投資家を対象に本件各不動産投
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資事業への参加を勧誘し、これに応じて原告ら投資家を含む一般の個人投資家が参加した。 

(ア) 本件予想投資損益説明書の記載（なお、以下では、本件不動産(C)に関するものとし

て記載するが、本件不動産(P)に関しても、その仕組み自体は基本的に同じである。） 

ａ 本件スキームに係る出資金額 

 １口当たり２０００万円 

ｂ 本件不動産賃貸事業(C)に係る受取キャッシュ 

 本件土地(C)に係る地代他支払後の出資金２０００万円（１口）当たりの受取キャッ

シュは、投資期間は６ないし７年とし（２００６年１０月販売活動開始）、７年経過後

の本件建物(C)の売却価格が購入価格から上昇しないことを前提とした場合、 

 ２００１年１０月において     ７０００円 

 ２００２年１０月において     ９０００円 

 ２００３年１０月において   １万２０００円 

 ２００４年１０月において  ４１万３０００円 

 ２００５年１０月において  ７３万９０００円 

 ２００６年１０月において １０５万００００円 

 ２００７年１０月において １３７万３０００円 

であると見込まれており、その合計３６０万３０００円が、７年間に投資者が受領する

受取キャッシュの総額であると想定されている（乙Ａ全１６の４枚目）。 

ｃ 本件不動産賃貸事業(C)に係る不動産所得 

 前記ｂと同様の条件を前提とした場合、本件不動産賃貸事業(C)に係る出資金２００

０万円（１口）当たりの不動産所得（前記ｂの受取キャッシュから減価償却費を差し引

いた金額）は、 

 ２００１年１０月において ▲２１０２万２０００円（損金） 

 ２００２年１０月において ▲２１０２万１０００円（損金） 

 ２００３年１０月において ▲２１０１万８０００円（損金） 

 ２００４年１０月において ▲２０６１万６０００円（損金） 

 ２００５年１０月において ▲ ３９３万４０００円（損金） 

 ２００６年１０月において   １０５万００００円（益金） 

 ２００７年１０月において   １３７万３０００円（益金） 

と見込まれており、その合計▲８５１８万８０００円（損金）が、７年間における投資

家の不動産所得になると想定されている（乙Ａ全１６の４枚目）。 

ｄ ７年後の本件建物(C)売却時の受取キャッシュ 

 本件建物(C)の売却価格が購入価格から上昇しないことを前提とした場合、本件建物

(C)売却予定時である２００７年１０月における出資金２０００万円（１口）当たりの

本件建物(C)売却に係る受取キャッシュは５４１万８０００円であると想定されている

（乙Ａ全１６の４枚目）。 

ｅ 投資効果 

 出資金額に対する「税務効果（節税額）」（下記(a)）及び「税引き後受取金額」（下記

(b)））の７年間通算の合計額（手数料等支払後）が約３２５８万２０００円であり、「投

資効果（７年間総合）」は約１６３％であると想定されている（乙Ａ全１６の４枚目）。 
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(a)「税務効果（節税額）」 

 「税務効果（節税額）」とは、本件予想投資損益説明書４枚目の表「⑤納税想定額」

欄の合計額２３５０万５０００円のことであり、７年間における「還付金」の合計額

から「支払」の合計額を差し引いた金額である。 

 この税務効果は、７年間その他の損益通算をする所得があり、かつ、還付金以上の

税額を支払うべき所得があることを前提としている。 

 なお、「還付金」とは、本件不動産投資事業(C)に係る損失を不動産所得の損失とし

て他の所得と損益通算をした結果、我が国において原告甲らを含む投資家が負担すべ

き所得税額及び住民税額の合計額と、当該損失がなかったとした場合に投資家が負担

すべき合計額との差額のことであり、「支払」とは、本件不動産投資事業(C)に係る不

動産所得の金額と本件建物(C)売却による譲渡所得の金額に対して投資家が負担すべ

き所得税額及び住民税額の合計額のことである。 

 各年ごとの出資金２０００万円（１口）当たりの納税想定額は以下のとおり想定さ

れている。 

 ２００１年１０月において  ７７７万９０００円（還付金） 

 ２００２年１０月において １０５１万００００円（還付金） 

 ２００３年１０月において １０５０万９０００円（還付金） 

 ２００４年１０月において １０３０万８０００円（還付金） 

 ２００５年１０月において  ４１３万５０００円（還付金） 

 ２００６年１０月において   ５１万１０００円（還付金） 

                ３８万９０００円（支払） 

 ２００７年１０月において １９８５万７０００円（支払） 

(b) 税引き後受取金額 

 「税引き後受取金額」とは、７年間の投資期間における、本件不動産賃貸事業(C)

からの受取キャッシュ（前記ｂ）及び７年後の本件建物(C)売却に伴う受取キャッシ

ュ（前記ｄ）の合計額である。 

 本件スキームにおいては、１口２０００万円の出資に対し、我が国において投資家

が本来負担すべき所得税額及び住民税額が合計２３５０万５０００円軽減されると

ともに、７年間における本件不動産賃貸事業(C)による現金収入３６０万３０００円

及び７年後の本件建物(C)売却による現金収入５４１万８０００円が得られることに

より、合計約３２５８万２０００円（ただし、上記金額の合計額は、３２５２万６０

００円である。）の利益及び税負担の軽減という税効果があるものと想定されている。 

ｆ 本件建物(C)の売却予想額 

 本件建物(C)の売却予想額としては、当初購入価格及びその１５０％の額がそれぞれ

想定されている。 

(イ) 本件説明書（基本コンセプト）の記載内容 

 本件スキームは、出資１口（２０００万円）当たり、各年の不動産所得につき約２１０

０万円の損失を４年間生じさせることにより、各年につき税額を約１０５０万円減少させ、

４年間で合計４２００万円の税額を減少させるものと想定されている。 

 ただし、このような税務効果が生じるのは、個人の適用限界税率５０％（所得税３７％、
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住民税１３％）で、損益通算をすることができる所得がおよそ３６００万円以上ある場合

とされている。 

(ウ) 本件説明書（ハイライト）の記載内容 

 本件スキームにおける税務効果コンセプトとして、「節税額単年度約１０５０万円、４

年間累積約４２００万円」との記載がある。 

(2) 本件各ＬＰＳの米国租税法上の取扱い 

ア チェック・ザ・ボックス規則（Check-the-box regulation） 

 米国では、１９９７年に財務省規則（米国のTreasury regulations.）において、チェッ

ク・ザ・ボックス規則と称される規定が定められ、ある一定の事業体は、連邦課税上、コー

ポレーション（corporation）としての課税を受けるか、又はパートナーシップ（partnersh

ip）としての課税を受けるかを選択できるものとされている。すなわち、財務省規則は、信

託（トラスト）に区分されるもの又は内国歳入法（Internal Revenue Code）において別段

特別の取扱いがされるもの以外の事業体を「ビジネス・エンティティ（business entity）」

とした上（財務省規則301.7701-2(a)）、このうち、①適格事業体（eligible entity。具体

的には、連邦又は州等の制定法によりインコーポレイティド［incorporated］、コーポレー

ション［corporation］、ボディ・コーポレイト［body corporate］又は政治団体［body pol

itic］と規定されている事業体や保険会社など一定のコーポレーション［財務省規則301.77

01-2(b)(1)及び(3)～(8)において「corporation」として規定されている事業体］に区分さ

れるもの以外のビジネス・エンティティをいう。）であり、かつ、②２人以上の構成員を有

するものは、連邦課税上、コーポレーションとしての課税又はパートナーシップとしての課

税のいずれかを選択することができるとしている（財務省規則301.7701-3(a)）。 

 なお、２人以上の構成員を有する米国の適格事業体において上記の選択がない場合には、

デフォルト・ルール（権利不行使による原則形態へのみなし原則）として、パートナーシッ

プとしての課税を選択したものとみなされる（財務省規則301.7701-3(b)(1)(i)）。 

 適格事業体がパートナーシップとしての課税を選択した場合又は上記デフォルト・ルール

によりパートナーシップとしての課税を選択したものとみなされる場合には、当該事業体は

納税義務者とならず（内国歳入法７０１条）、当該事業体の構成員が納税義務者となる（以

上につき、甲Ａ全９２ないし９４）。 

イ 本件各ＬＰＳに対する課税 

 本件各ＬＰＳは、州ＬＰＳ法に基づくＬＰＳであり、信託（トラスト）に区分されるもの

又は米国法の定めに従って特別の取扱いがされるもの以外のビジネス・エンティティである。

また、本件各ＬＰＳは、①財務省規則301.7701-2(b)(1)及び(3)～(8)において「corporatio

n」として規定されている事業体にも該当せず、②２人以上の構成員を有するため、連邦課

税上、コーポレーションとしての課税又はパートナーシップとしての課税のいずれかを選択

することができる適格事業体である。そして、本件各ＬＰＳにおいては特に明示的な選択が

行われていないことから、デフォルト・ルールにより、本件各ＬＰＳは、連邦課税上、パー

トナーシップとしての課税を選択したものとみなされている。 

 本件各ＬＰＳにおいては、フォーム１０６５（連邦パートナーシップ情報申告書。甲Ａ全

９５）及びその別表であるスケジュールＫ１（本件各ＬＰＳのパートナーである本件各受託

銀行を通じて不動産賃貸事業を営む各原告ごとのパートナー持分に関するもの。甲Ａ全７
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８）が作成されている。 

 以上のとおり、本件各ＬＰＳは、連邦課税上、パートナーシップとしての課税を選択した

ものとみなされていることから、米国租税法上の納税義務者となっておらず、各構成員であ

る原告ら投資家が納税義務者となった（以上につき、甲Ａ全８１、９５、弁論の全趣旨）。 

(3) 課税の経緯 

ア 原告甲（Ａ事件及びＥ事件）について 

(ア) 原告甲の平成１３年分ないし平成１５年分の所得税に係る課税の経緯は、別表１－１

記載のとおりである。 

(イ) 原告甲の平成１６年分の所得税に係る課税の経緯は、別表１－２記載のとおりである。 

(ウ) 原告甲の平成１７年分の所得税に係る課税の経緯は、別表４記載のとおりである。 

イ 原告乙（Ｂ事件及びＤ事件）について 

(ア) 原告乙の平成１４年分ないし平成１６年分の所得税に係る課税の経緯は、別表７記載

のとおりである。 

 なお、原告乙は、別表７記載のとおり、刈谷税務署長が平成１７年２月２５日付けでし

た原告乙の平成１４年分の所得税に係る更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨

の通知処分（原告乙１４年分通知処分）については、平成１７年４月１８日付けで異議申

立てをし、同年８月１９日付けで審査請求をした上で、平成１９年６月１４日、Ｂ事件に

係る訴えを提起したが、平成１７年２月２８日付けでされた原告乙１４年分更正処分に対

しては、異議申立て及び審査請求をせずに、平成２１年１０月２６日付けの訴えの変更申

立書により、原告乙１４年分通知処分の取消請求を主位的請求とし、予備的請求として原

告乙１４年分更正処分の取消請求を追加した（以下、当該予備的追加的変更に係る訴えを

「本件予備的追加的変更に係る訴え」という。）。 

(イ) 原告乙の平成１７年分の所得税に係る課税の経緯は、別表１０記載のとおりである。 

ウ 原告丁（Ｃ事件及びＦ事件）について 

(ア) 亡丙の平成１３年分ないし平成１５年分の所得税に係る課税の経緯は、別表１３記載

のとおりである。 

(イ) 亡丙の平成１６年分及び平成１７年分の所得税に係る課税の経緯は、別表１６記載の

とおりである。 

(ウ) 亡丙は、平成２０年４月１３日死亡し、同人の妻である原告丁は、本件ＬＰＳ(C)等

を通じて亡丙が行った米国不動産賃貸事業に関する一切の権利及び義務を相続し、同事業

に係る所得税について、申告、更正の請求、課税処分に対する不服申立て、取消訴訟の提

起、その他同事業に関して原告丁が有する一切の地位を承継した（甲ハ７ないし９）。 

４ 税額等に関する当事者の主張 

 被告が本件訴訟において主張する原告ら投資家の総所得金額、納付すべき税額及び過少申告加

算税の額等は、別紙８「本件各処分の根拠及び計算」記載のとおりであり、本件の争点に関する

部分を除き、計算の基礎となる金額及び計算方法に争いはない（被告は、本件の争点に関して被

告の主張が認められず、本件各ＬＰＳに係る本件各不動産賃貸事業から生じた損益［本件各建物

の貸付けに係る損益］を原告ら投資家の各年分の所得税に関する損益通算の対象とすることとな

った場合、本件各建物に係る収入金額及び必要経費として計上することのできる数額が原告らの

主張額［確定申告、修正申告又は更正の請求の額］であることを争っていない。）。 
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５ 争点 

 本件の争点は、以下のとおりである。 

(1) 本案前の争点（Ｂ事件） 

 本件予備的追加的変更に係る訴えの適法性 

(2) 本案の争点（全事件） 

 本件各処分の適法性（所得税法６９条１項に基づく損益通算の可否） 

 本件における本案の争点は、本件各処分の適法性であるところ、原告らは、本件各信託契約

を介して本件各ＬＰＳを組成し、本件各建物を取得してその貸付けを行ったことにより、本件

各建物の貸付けに係る損益は原告ら投資家の不動産所得に該当すると主張して、本件各不動産

賃貸事業から生じた損失をもって原告ら投資家の他の所得と損益通算をして確定申告若しく

は修正申告をし、又は更正の請求をしており、本件各処分の適法性については、原告らが主張

する上記各損失の損益通算が許されるかどうか、すなわち、本件各不動産賃貸事業から生じる

損益が原告ら投資家の不動産所得に該当するか否かが主たる争点となり、より具体的には、上

記損益が本件各ＬＰＳに帰属することなく（パススルー）、不動産所得の性質を有したまま本

件各信託契約を介して原告ら投資家に帰属するのか否かという点が問題とされ、当該争点に関

して、さらに、以下の４点が争われている。 

ア 本件各ＬＰＳの租税法上の法人該当性 

イ 本件各ＬＰＳの租税法上の人格のない社団該当性 

ウ 本件各不動産賃貸事業から生じた損益の不動産所得該当性 

エ 通則法６５条４項の「正当な理由」の有無 

６ 争点に関する当事者の主張の要旨 

 争点に関する当事者の主張の要旨は、別紙９「当事者の主張の要旨」記載のとおりであり、そ

の骨子は、次のとおりである。 

(1) 本案前の争点（本件予備的追加的変更に係る訴えの適法性・Ｂ事件） 

（被告の主張の骨子） 

 本件予備的追加的変更に係る訴えにより取消しの対象とされている原告乙１４年分更正処

分は、原告乙１４年通知処分とは別個独立の処分であるから、不服申立てを行った上、出訴期

間内に取消訴訟を提起する必要があるところ、原告乙が当該不服申立手続を経ていないこと及

び出訴期間を徒過したことについては、正当な理由がない。 

 したがって、本件予備的追加的変更に係る訴えは不適法である。 

（原告乙の主張の骨子） 

 原告乙１４年分更正処分は、同一年度の同一国税に係る原告乙１４年分通知処分について異

議決定及び審査請求を経て提起したその取消訴訟の係属中にされたものであり、その不服内容

も同一であるから、原告乙１４年分更正処分の取消しを求めるに当たり、司法審査に先立ち不

服申立手続を経由させる合理的理由がなく、不服申立手続を経ないことに正当な理由がある。

また、当該事情を考慮すれば、原告乙１４年分更正処分の取消しを求める訴えは、出訴期間内

に提起された原告乙１４年分通知処分の取消しを求める訴えの時から既に提起されていたも

のと同視するのが相当であり、出訴期間の経過についても、正当な理由がある。 

 したがって、原告乙１４年分更正処分の取消しの訴えは、適法である。 

(2) 本案の争点（本件各処分の適法性＝損益通算の可否・全事件） 
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ア 本件各ＬＰＳの租税法上の法人該当性について 

（被告の主張の骨子） 

(ア) 我が国の租税法上、損益の帰属主体となり得る「法人」（所得税法２条１項６号、７

号、２４条１項等参照）は、我が国の私法上の「法人」と同義であり、自然人以外の者で

権利義務の帰属主体となるものをいうと解される。 

 そこで、外国の法令によって設立された事業体が我が国の租税法上の「法人」に該当す

るか否かは、具体的には、当該事業体の設立準拠法の内容のみならず、実際の活動実態、

財産や権利義務の帰属状況等を考慮した上、個別具体的に、我が国の私法において法人に

認められる権利能力と同等の能力を有するか否か、すなわち、当該事業体が、①その構成

員の個人財産とは区別された独自の財産を有するか否か、②その名において契約を締結し、

その名において権利を取得し義務を負うなど独立した権利義務の帰属主体となり得るか

否か、③その権利義務のためにその名において訴訟当事者となり得るか否かに基づいて判

断すべきである。 

(イ) 本件各ＬＰＳの準拠法、本件各ＬＰＳ契約の内容、実際の活動内容、財産や権利義務

の帰属状態等を見ると、特に次の事実を指摘することができる。 

 すなわち、本件各ＬＰＳは、権利の主体となり当事者能力を有する独立した法主体を意

味する「separate legal entity」である（州ＬＰＳ法２０１条(b)）。しかも、本件各Ｌ

ＰＳは、構成員である各パートナーの個人財産とは区別された独自の財産を所有し、自ら

独立して負債等を負担するなど、その事業、目的に必要なあらゆる行為をすることができ

る能力を有する事業体であり（州ＬＰＳ法１０６条(b)、３０３条(a)、本件各ＬＰＳ契約

１．３条、１．５条、２．７条）、現に本件各建物について、本件各ＬＰＳ名義で本件各

売買契約等を締結してその所有権を取得し、本件各ＬＰＳ名義で米国の登録所に登録して

いるほか、本件各ＬＰＳの名義において自ら法的手続を行う権限・能力も有する（州ＬＰ

Ｓ法１０５条(a)、本件各ＬＰＳ契約１．３条）。他方、本件各ＬＰＳの各パートナーは、

本件各ＬＰＳの個別（特定）の財産に対して何らの持分を有しない（州ＬＰＳ法７０１条、

本件各ＬＰＳ契約１０．１５条）。さらに、本件各ＬＰＳ契約４．５条は、州ＬＰＳ法２

０１条(b)及び７０１条の適用を排除・変更するものではなく、州ＬＰＳ法５０３条並び

に本件各ＬＰＳ契約４．７条及び４．８条によっても、本件各ＬＰＳに生じたグロスの損

益（収益の総額と損失の総額）がその構成員である本件各受託銀行を介して原告ら投資家

に直接帰属することはない。 

 以上の事実等に照らすと、本件各ＬＰＳは、①その構成員とは明確に区別された独自の

財産を有し、②その名において契約を締結し、権利義務の帰属主体となり、③その権利義

務のためにその名において訴訟当事者となり得るものといえる。 

 なお、Ⓖ判決は、米国ニューヨーク州法に基づいて設立されたＬＬＣが我が国の私法（租

税法）上の法人に該当すると判断しているところ、本件各ＬＰＳの準拠法である州ＬＰＳ

法には、自身の名義で訴訟手続を行うことができる旨の規定や同法に準拠して設立された

事業体は独立した法的主体（separate legal entity）になる旨の規定を始め、ＬＬＣの

準拠法であるニューヨーク州ＬＬＣ法と同趣旨又は類似の規定があり、そのことも、本件

各ＬＰＳが我が国の租税法上の法人に該当することを裏付けている。 

(ウ) したがって、本件各ＬＰＳは、我が国の租税法上の「法人」である。 
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（原告らの主張の骨子） 

(ア) 被告主張の解釈（被告の主張の骨子(ア)）は、①法人とされたことから生じた効果を

述べるにすぎず、内国の事業体の場合における形式的一義的な判断とは異なる実質判断を

行う点で我が国の私法上の法人概念と相いれず、論理が破たんしており、しかも私法上の

損益の帰属主体であるか否かを一切考慮していないから、その理論的な根拠を欠き、合理

性を有しないこと、②被告が主張する基準は我が国の租税法上の組合とされる事業体にも

当てはまるもので、法人と組合とを区別する基準になっていないこと、③我が国において

もデラウェア州のＬＰＳが我が国の租税法上の法人と同等の事業体ではないとの理解が

一般的であること及び本件各ＬＰＳについての米国での税務上の取扱いや米国のコーポ

レーション（corporation）との違い（損益の帰属、組成手続等）からすれば、本件各Ｌ

ＰＳが我が国の租税法上の法人に該当するとの解釈は社会通念等に反すること、④実質的

には、本件各不動産賃貸事業には適用できなかった本件措置法特例を遡及適用したものに

ほかならないことから、失当である。 

(イ) 仮に被告主張の上記解釈によって本件各ＬＰＳの法人該当性を判断したとしても、次

の諸点に照らすと、被告主張の判断基準を充足するとはいえない。 

 すなわち、本件各ＬＰＳが「separate legal entity」であること（州ＬＰＳ法２０１

条(b)）は、我が国の民法上の組合と同じ取扱いを受けられるという程度の意味を有する

にすぎず、法人格が与えられたことを意味するものではない。また、本件各ＬＰＳのパー

トナーは、パートナーシップの財産についてそのパートナーシップ割合に等しい不可分の

持分を有し（本件各ＬＰＳ契約４．５条）、本件各ＬＰＳの財産はパートナー間の内部関

係において特定の共有持分のない共有状態にあるから、州ＬＰＳ法７０１条をもって、本

件各ＬＰＳが構成員の財産とは区別された独自の財産を有するといえず、州ＬＰＳ法５０

３条並びに本件各ＬＰＳ契約４．７条及び４．８条によれば、ある会計年度において本件

各ＬＰＳに生じた損益は、パートナーシップ出資割合に従ってその各パートナーに配分さ

れるため、本件各ＬＰＳには当該損益が帰属せず、我が国の民法上の組合と同様に、グロ

スの当該損益（収益の総額と損失の総額）が各パートナーに（ＬＰＳにおける配当決議に

よる配当を待たずに）直接帰属することとなるから、本件各ＬＰＳが独立した権利義務の

帰属主体となり得るともいえない。そして、本件各ＬＰＳが訴訟当事者となる資格を有す

るのは、特に法律で定められて初めてその資格を付与されたからであり（連邦民事訴訟法

１７条(b)(2)、同(3)(A)）、コーポレーション（corporation）と同様の意味において認め

られたものではない。なお、ニューヨーク州ＬＬＣ法上のＬＬＣは、州ＬＰＳ法上のＬＰ

Ｓと比べ、よりコーポレーションに近い事業体であるから、Ⓖ判決をもって本件各ＬＰＳ

の我が国の租税法上の法人該当性を肯定することもできない。 

 したがって、被告主張の上記解釈によっても本件各ＬＰＳが我が国の租税法上の法人に

該当するとはいえない。 

(ウ) 外国の事業体が我が国の租税法上の外国法人として取り扱われるためには、外国法人

（法人税法２条４号、所得税法２条１項７号）に該当する必要があるところ、これに該当

するというためには、民法３６条１項に従い、同項の外国法人であって、商事会社に該当

するものとして、認許されるものでなければならないと解すべきであり、その判断方法と

しては、①当該外国の事業体の根拠法において、その事業体がコーポレーション（corpor
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ation）又はこれに準ずる「body corporate」、「juristic person」その他のこれらと同等

の概念（コーポレーション等）に該当すると規定されているか否かという内国法人の法人

法定主義と同様の専ら形式的な基準により同項の外国法人該当性を判断した上、②商行為

をすることを業とする目的をもって設立された社団（商事会社）に当たるか否かを判断す

べきである。 

 これを本件について見ると、①本件各ＬＰＳの根拠法である州ＬＰＳ法には、これに基

づき組成されるＬＰＳをコーポレーション等のように権利能力及び行為能力を有するも

のとして設立されたものとする旨の規定はなく（州ＬＰＳ法２０１条(b)がこれに該当し

ないことは前記(イ)①のとおりである。）、②本件各ＬＰＳは後記イ（原告らの主張の骨子）

のとおり社団でもないから、我が国の租税法上の「外国法人」に区分けされることはない。 

イ 本件各ＬＰＳの租税法上の人格のない社団該当性について 

（被告の主張の骨子） 

(ア) 所得税法所定の「人格のない社団」（同法２条１項８号）とは、原則として、①団体

としての組織を備え、②多数決の原則が行われ、③構成員の変更にもかかわらず団体その

ものが存続し、④その組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体とし

ての主要な点が確定しているものをいうと解されるが、必ずしも上記４要件の全てを独立

して厳格に満たす必要はなく、むしろ社団性認定のための指標として、各要件相互の関係

で柔軟に解釈され得るものというべきである。 

(イ) 本件各ＬＰＳは、これを組織する構成員が特定され、その管理及び運営に関する独占

的権限（本件各ＬＰＳの業務執行を代表して行う権限）が本件各ＧＰに、その解任権限が

パートナーシップ持分の８０％を超える持分を有する者の賛成又は同意を条件として各

リミテッド・パートナーに付与されていること等から、団体としての組織を備え（要件①）、

多数決の原則が行われている（要件②）。また、本件各ＬＰＳ契約上、ジェネラル・パー

トナーの解任、新規パートナーの承認、リミテッド・パートナーの脱退、パートナーシッ

プ持分の譲渡が認められていること等から、構成員の交代にもかかわらず団体が存続する

（要件③）。そして、本件各ＬＰＳが構成員の財産とは区別された独自の財産を有し、本

件各ＬＰＳ契約にはその管理の方法等や契約内容の多数決による変更に関する定めがあ

ること等から、団体としての主要な点も確定している（要件④）。 

(ウ) したがって、本件各ＬＰＳは、仮に我が国の租税法上の「法人」に該当しないとして

も、人格のない社団（権利能力のない社団）に該当し、我が国の租税法における独立した

損益の帰属主体となる。 

（原告らの主張の骨子） 

(ア) 人格のない社団に該当するためには、被告主張に係る要件①ないし④の全てを独立し

て満たす必要がある。 

(イ) 本件各ＬＰＳは、ジェネラル・パートナー１名とリミテッド・パートナー１名又は２

名間の契約関係が存在するにすぎず、意思決定のための内部組織を備えておらず（要件①）、

本件各ＬＰＳの管理運営・業務執行が原則的にジェネラル・パートナーのみにより行われ

ることとされ（本件各ＬＰＳ契約２．１条）、多数決は行われていない（要件②）。また、

本件各ＬＰＳは、構成員が１人になるとそのまま存続できないことから（州ＬＰＳ法１０

１条(9)、本件各ＬＰＳ契約８０１条(3)及び(4)）、構成員の変更にもかかわらず団体が存
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続するとはいえない（要件③）。そして、本件各ＬＰＳは、現在の代表から次の代表を決

めるルールが設けられておらず、総会の運営や財産の管理に関する規定もないから、正に

当事者間の契約にすぎないのであって、団体としての主要な点が確定しているとはいえな

い（要件④）。 

(ウ) したがって、本件各ＬＰＳは、人格のない社団（権利能力のない社団）にも該当しな

い。 

ウ 本件各不動産賃貸事業から生じた損益の不動産所得該当性について 

（被告の主張の骨子） 

(ア) ある所得が不動産所得に該当するためには、一般的には、納税者が、賃貸借契約の「貸

主」となり得る何らかの権利・権原（所有権、占有権等）を有していることを前提とした

上で、不動産を「借主」に貸し付け、これを収益させることによって得た対価としての性

質を有するものであることを要すると解すべきである。 

(イ) 原告ら投資家は、本件各ＬＰＳが各リミテッド・パートナー（本件各受託銀行）の財

産と区別された独立の財産として本件各建物を所有する以上、本件各建物の「貸主」とな

り得る占有権等の権利・権原を有しておらず、本件各建物を第三者に賃貸すること等も本

件各ＬＰＳが行っているから、その各リミテッド・パートナー（本件各受託銀行）におい

て本件各建物を第三者に貸し付け、これを収益させて対価を得ているとはいえない。 

(ウ) したがって、原告ら投資家が本件各受託銀行を介して受ける本件各不動産賃貸事業か

ら得た損益は、不動産所得に該当しない。 

（原告らの主張の骨子） 

(ア) 本件各ＬＰＳが本件各不動産賃貸事業から得た所得（損益）は、不動産の貸付けによ

る所得（不動産所得）に該当し、当該所得（損益）が本件各ＬＰＳに直接帰属せず、（本

件各受託銀行を介して）原告ら投資家に直接帰属する以上、原告ら投資家に直接帰属した

本件各不動産賃貸事業に係る損益が不動産所得に該当することは明らかである。 

(イ) 不動産所得の意義（要件）に関する被告の主張は、明文なき要件を付加して不動産所

得の範囲を不当に狭く解釈するもので失当であるが、仮にこれによったとしても、①本件

各ＬＰＳのリミテッド・パートナーである本件各受託銀行が本件各不動産に固有の権利を

有すること（本件各ＬＰＳ契約４．５条参照）、②本件各受託銀行が本件各ＬＰＳの管理

又は運営等の権限を有しないことは不動産所得の特質（規模や業務への関与度合いに関係

なくその損失と他の所得との損益通算が可能とされていること）からその該当性判断に影

響を与えないこと等に照らして、被告主張の事情から不動産所得の該当性を否定すること

はできない。 

エ 通則法６５条４項の「正当な理由」の有無について 

（被告の主張の骨子） 

 原告ら主張の事情は、結局法令の解釈を誤っていたというに尽きるから、これをもって、

真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照

らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に当たると

いうことはできず、通則法６５条４項の「正当な理由」があるとは認められない。 

（原告らの主張の骨子） 

 平成１２年７月政府税調中期答申及び平成１２年４月小委員会討議用資料等によれば、米
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国のＬＰＳに法人格はないという租税法立法当局等の理解が示されており、他方、平成１８

年１月に至るまで外国のパートナーシップが法人に該当し得るとの公式の解釈は示されて

おらず、国税不服審判所長も、同年に本件各ＬＰＳや州ＬＰＳ法を準拠法として組成された

ＬＰＳの法人該当性を否定する裁決をしていた。 

 以上の事情等に照らすと、原告ら投資家が本件各不動産賃貸事業から生じた損失を原告ら

投資家に直接帰属すると解し、かつ、これが不動産所得に当たるとして損益通算を行ったこ

とには、真に原告ら投資家の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加

算税の趣旨に照らしてもなお原告ら投資家に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷

になるというべきであるから、通則法６５条４項の「正当な理由」があると認められる。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 本案前の争点（本件予備的追加的変更に係る訴えの適法性・Ｂ事件）について 

(1) 前記前提事実(3)イ(ア)記載のとおり、原告乙は、平成１４年分の所得税について、平成１

６年３月１５日付けで更正の請求をし、これに対し、刈谷税務署長は、平成１７年２月２５日

付けで、更正をすべき理由がない旨の通知処分（原告乙１４年分通知処分）を行い、さらに、

同月２８日付けで申告納税額を増額する更正処分（原告乙１４年分更正処分）を行った。 

 このように、同一年分の所得税について、更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の

通知処分と申告納税額を増額する更正処分が併存する場合、いずれの処分を取消訴訟の対象と

すべきかが問題となるが、通知処分は申告納税額が正当であるとするものであるのに対し、増

額更正処分は納付すべき税額全体に関わり、申告納税額を正当でないものとして否定し増額の

更正を加えることにより税額の総額を確定するものであるから、増額更正処分の内容は通知処

分の内容を包摂する関係にあるといえる。それゆえ、通知処分は増額更正処分に吸収され、後

者のみが訴訟の対象となると解すべきである。 

 したがって、原告乙の平成１４年分の所得税についても、予備的追加的訴えの変更により主

位的請求とされた原告乙１４年分通知処分ではなく、予備的請求とされた原告乙１４年分更正

処分が訴訟の対象とされるべきことになる。 

(2) 通則法１１５条１項は、国税に関する法律に基づく処分の取消訴訟について、不服申立て

前置の原則を採用しているところ、前記前堤事実(3)イ(ア)記載のとおり、原告乙は、原告乙

１４年分更正処分について、異議申立て及び審査請求を行わずに、その取消訴訟を提起してい

るため、かかる不服申立ての手続を経ないことにつき、同項３号の正当な理由があるか否かが

問題となる。 

 そこで検討するに、前記前提事実及び弁論の全趣旨によれば、①原告乙は、平成１５年３月

１７日、平成１４年分の所得税について確定申告を行ったが、本件ＬＰＳ(P)を通じて行った

本件不動産賃貸事業(P)から生ずる損失が原告乙の不動産所得に当たり損益通算を行うことが

できるものであったとして、平成１６年３月１５日、刈谷税務署長に対し、更正の請求をした

こと、②これに対し、刈谷税務署長は、平成１７年２月２５日付けで、上記損失は原告乙の不

動産所得には当たらないとして、更正をすべき理由がない旨の通知処分（原告乙１４年分通知

処分）をしたこと、③さらに、刈谷税務署長は、同月２８日付けで、原告に対し、原告が上記

確定申告において損益通算を行っていた船舶リース事業で発生した損失（船舶リース事業損

失）は損益通算の対象にならないとして、増額更正処分である原告乙１４年分更正処分をした

こと、④原告乙は、原告乙１４年分通知処分については、所定の不服申立て期間内に異議申立
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て及び審査請求をし、平成１９年１月２２日付けで国税不服審判所長から審査請求を棄却する

旨の裁決を受けたが、原告乙１４年分更正処分については、船舶リース事業損失が損益通算の

対象にならないとの刈谷税務署長の判断を争わず、異議申立て及び審査請求をしなかったこと、

⑤原告乙は、同年６月１４日、原告乙１４年分通知処分等の取消しを求めるＢ事件に係る訴え

を提起したこと、⑥刈谷税務署長は、船舶リース事業損失は損益通算の対象になるとして、従

来の判断を改め、平成２０年５月１４日付けで、原告乙に対し、減額更正処分をしたこと、⑦

原告乙は、当裁判所から、平成１４年分の所得税について取消訴訟の対象とすべきものは、原

告乙１４年分通知処分ではなく、原告乙１４年分更正処分となるのではないかとの釈明を受け、

平成２１年１０月２６日付け訴えの変更申立書により、原告乙１４年分通知処分の取消訴訟を

主位的請求とし、予備的請求として、原告乙１４年分更正処分の取消訴訟（本件予備的追加的

変更に係る訴え）を追加したことが認められる。 

 原告乙１４年分通知処分と原告乙１４年分更正処分は、処分としては別個のものであるが、

前記(1)で判示したとおり、増額更正処分の内容は更正をすべき理由がない旨の通知処分の内

容を包摂する関係にあり、上記認定の本件予備的追加的変更に係る訴えが追加されるに至る経

緯に鑑みると、原告乙は、当初から一貫して、本件不動産賃貸事業(P)から生ずる損失は原告

乙の不動産所得に当たらないとの刈谷税務署長の判断を不服として、その救済を求めてきたこ

とが認められるのであるから、原告乙１４年分更正処分につき不服申立ての前置がされていな

いという形式的な理由で、その訴えを不適法なものとすることは、原告乙に酷に過ぎるものと

いわざるを得ない。他方、本件予備的追加的変更に係る訴えを適法なものと扱うことによって、

司法審査に先立ち課税庁に処分の適否につき見直しの機会を与え、紛争の自主的な解決を図り、

大量的かつ回帰的にされる課税処分について訴訟の氾濫を防ぐなどといった課税処分につき

不服申立て前置の原則が採用された趣旨を損なうおそれはないものと認められる。 

 以上のような事情の下では、原告乙１４年分更正処分につき不服申立てを経ることなく本件

予備的追加的変更に係る訴えを提起することについて、通則法１１５条１項３号の正当な理由

があると認めるのが相当である。 

(3) また、上記(2)で認定した事実関係の下においては、原告乙１４年分更正処分の取消しを求

める訴えは、原告乙１４年分通知処分の取消しを求める訴えが提起された時から既に提起され

ていたものと同視するのが相当であり、出訴期間の遵守に欠けるところがないものと解すべき

である。 

(4) 以上によれば、原告乙１４年分更正処分の取消しを求める本件予備的追加的変更に係る訴

えは、適法である。これと異なる被告の主張は採用することができない。 

 他方、原告乙１４年分通知処分の取消しを求める訴え（主位的請求）については、訴えの利

益を認めることができず、不適法であるといわざるを得ない。 

２ 本案の争点（本件各処分の適法性＝所得税法６９条１項に基づく損益通算の可否・全事件）に

ついて 

(1) 判断の枠組み 

ア 我が国の租税法の規定等を通観すると、次の点を指摘することができる。 

 すなわち、我が国の租税法上、内国法人に対しては、原則として、各事業年度の所得につ

き各事業年度の所得に対する法人税を、清算所得につき清算所得に対する法人税を課し（法

人税法５条）、外国法人に対しては、原則として、各事業年度の所得のうち所定の外国法人
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の区分に応じ所定の国内源泉所得に係る所得につき各事業年度の所得に対する法人税を課

するとされており（同法９条）、法人には、その事業（取引）の損益が帰属することを前提

として、その所得に対する法人税が課されている。これに対し、法人の構成員である個人に

ついては、配当所得（法人から受ける利益の配当、剰余金の分配［出資に係るものに限る。］

など所得税法２４条１項所定の「配当等」に係る所得）として所得税が課され（同法７条１

項１号ないし３号）、当該個人が居住者の場合、その年中の配当等の収入金額を配当所得の

収入金額とし（同法２４条２項）、これを基礎として計算した総所得金額等（同法２１条１

項２号、２２条２項１号）に基づき所得税の額が計算される（同法２１条１項４号）など、

上記所得の帰属主体である法人から受ける利益の配当や剰余金の分配で出資に係るものに

よる所得に所得税が課されている。そして、この点は、その事業体が人格のない社団等に該

当する場合においても、法人とみなされて法人税法の規定が適用されることから、同様であ

る（同法２条８号、３条、所得税法２条１項８号、４条）。また、法人及び人格のない社団

等のいずれにも該当しない事業体には、当該事業体の行う事業活動から生じた損益について、

当該事業体自体に法人税を課す旨の規定を設けていないから、これに対する法人税として課

税はされず（法人税法４条１項参照）、その構成員に対する所得税又は法人税としての課税

がされることとなる（以下、当該課税を「構成員課税」という。）。例えば、法人及び人格の

ない社団等に該当しない事業体の典型例である民法６６７条の規定による組合（以下「任意

組合」という。）の事業に係る利益等の帰属時期やその額の計算については、所得税法及び

法人税法上の明文規定はないものの、組合に対して、法人税は課されず、当該組合の事業の

損益が構成員に帰属することを前提として、その構成員に所得税又は法人税が課されている。 

 このように、ある事業体の事業から生じた収益がその構成員に分配された場合において、

その構成員に対し課税がされるか否かは、第１次的には当該事業体が法人に該当するか否か

により判断され、これに該当しない場合に人格のない社団等に該当するか否かが問題となり、

いずれも否定される場合に初めて構成員課税がされることになる。そして、法人と人格のな

い社団等とは、いずれも法人税の納税義務者でありながら法人格の有無が決定的に異なり、

また、人格のない社団等と任意組合のような法人及び人格のない社団等のいずれにも該当し

ない事業体とは、いずれも実質的にはその構成員の財産とは別個独立の財産を有すると解さ

れるものでありながら、事業の損益の帰属主体となり得る実体の有無が異なるため、法人税

の納税義務者になるか否かの結論を異にするものと解される。 

 上記の点に加えて、所得税及び法人税を、事業の収益の実質的な帰属主体に課すとする実

質所得者課税の原則（所得税法１２条、法人税法１１条）に鑑みても、ある事業体が法人税

の納税義務者になるか否か（逆にいえば構成員課税を行うか否か）の実質は、当該事業体が

その事業の損益の帰属主体となり得る実体を有するか否かにあるということができる。 

 これらの点を総合すれば、我が国の租税法は、法人が、法律により、法人格を付与されて

構成員とは別個の（いわば自然人と同様の）権利義務の主体とされ、損益の帰属すべき主体

（逆にいえば、その構成員に直接その損益が帰属することが予定されない主体）として設立

が認められたものであり、また、人格のない社団等も、法人格は有しないものの、法人と同

様に、損益の帰属すべき主体としての組織を備え存続する団体であることから、いずれも、

当該法人や人格のない社団等を法人税の納税義務者とし、それぞれの各構成員には当該所得

に対する構成員課税を行わないこととしたものと解される。 
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イ そうすると、本件において、原告らが主張する本件各不動産賃貸事業から生じた損失の損

益通算の可否、より具体的には、本件各不動産賃貸事業から生じる損益が原告ら投資家の不

動産所得に該当するか否かを判断するに当たっても、その事業主体とされる本件各ＬＰＳが、

我が国の租税法上の法人又は人格のない社団等に該当する場合には、当該損益は、本件各Ｌ

ＰＳに帰属することになるのであって、不動産所得の性質を有したまま直接原告ら投資家に

帰属することはないというべきであるから、当該損益の不動産所得該当性を検討するに先立

ち、本件各ＬＰＳの我が国租税法上の法人該当性や、人格のない社団等への該当性を検討す

べきこととなる。 

(2) 本件各ＬＰＳの租税法上の法人該当性について 

ア 判断基準 

(ア) 別紙３関係法令等の定め記載のとおり、民法３３条（現民法３３条１項）は、法人は

民法その他の法律の規定によらなければ成立しない旨を定め、法人の成立（法人格の付与）

は、法律の定めによってのみ認められることを明らかにしている（法人法定主義。なお、

現民法３３条２項は、公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その

他の法人の設立、組織、運営及び管理については、民法その他の法律の定めるところによ

る旨を規定し、その趣旨を更に明確にしている。）。これを受けて、個々の団体の成立の根

拠となる準拠法は、例えば、会社法３条が「会社は、法人とする。」と規定し、消費生活

協同組合法４条が「消費生活協同組合（中略）は、法人とする。」と規定する等、当該団

体に法人格を付与する場合には、これを法人とする旨の明文の規定を設けている。 

 この点、我が国の租税法は、法人の意義に関して、内国法人を国内に本店又は主たる事

務所を有する法人、外国法人を内国法人以外の法人と定義するにとどまり、法人自体の意

義を定義した規定はない。 

 しかしながら、租税法律主義（憲法８４条）の下では、課税要件の定めは明確でなけれ

ばならないこと、租税法が私法上の概念を特段の定義なく用いている場合には、租税法律

主義や法的安定性の確保の観点から、本来的に私法上の概念と同じ意義に解するのが相当

であることをも併せ考慮すれば、我が国の租税法上の法人も、その準拠法によって法人と

する（法人格を付与する）旨を規定されたものをいうと解すべきである。 

 すなわち、我が国の国内法に準拠して組成された事業体を租税法上の法人であるという

ためには、その準拠法である民法その他の法律によって法人とする旨を規定されたもので

あることを要し（民法３３条）、他方、民法その他の法律によって法人とする旨を規定さ

れていない任意組合、人格のない社団等その他の事業体は、例えそれらが民法その他の法

律によって法人とする旨を規定されたものと類似した属性を有するとしても、我が国の私

法上の法人と認められる余地はない。 

 これに対し、民法３６条１項の「外国法人」とは、外国の法令に準拠して法人として成

立した団体、すなわち外国の法令に準拠して法人格を付与された団体をいうと解されるか

ら、外国の法令に準拠して組成された事業体が我が国の租税法上の法人に該当するか否か

も、基本的には、当該外国の法令の規定内容から、その準拠法である当該外国の法令によ

って法人とする（法人格を付与する）旨を規定されていると認められるか否かにより判断

されるべきである。 

 もっとも、諸外国の法制・法体系は様々であり、我が国の「法人」概念に相当する概念
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が諸外国において形成されるに至った沿革や背景事情等も多様であると考えられること

から、当該外国の法令の規定内容をその文言に従って形式的に見るだけでは、当該外国の

法令において当該事業体を法人とする（当該事業体に法人格を付与する）旨が規定されて

いるのかどうか直ちに判別できない場合もあり、結局、そのような場合も含めて、外国の

法令に準拠して組成された事業体が我が国の租税法上の法人に該当するか否かについて

は、より実質的な観点から、当該事業体を当該外国法の法令が規定する内容を踏まえて我

が国の法人と同様に損益の帰属すべき主体（その構成員に直接その損益が帰属することが

予定されない主体）として設立が認められたものといえるかどうかを検証する必要があり、

この点が肯定されて初めて、我が国の租税法上の法人に該当すると解すべきである。 

(イ) 被告は、外国の法令によって組成された事業体が我が国の租税法上の「法人」に該当

するか否かは、具体的には、当該事業体の設立準拠法の内容のみならず、実際の活動実態、

財産や権利義務の帰属状況等を考慮した上、個別具体的に、我が国の私法において法人に

認められる権利能力と同等の能力を有するか否か、すなわち、当該事業体が、①その構成

員の個人財産とは区別された独自の財産を有するか否か、②その名において契約を締結し、

その名において権利を取得し義務を負うなど独立した権利義務の帰属主体となり得るか

否か、③その権利義務のためにその名において訴訟当事者となり得るか否かに基づいて判

断すべきである旨主張する。 

 しかしながら、被告が法人該当性の判断基準として主張する上記①ないし③の点は、い

ずれも法人格が付与されることによって認められる法人の属性にすぎず、これらを満たせ

ば法人に該当するというその立論に法的な根拠はないといわざるを得ない。殊に、独立し

た権利義務の主体となることが認められるのが正に法人なのであるから、法人該当性の判

断基準として上記②の基準を掲げるのは、それ自体基準として不合理であるといわなけれ

ばならない。また、被告の主張によれば、外国の事業体についてのみ、その準拠法上の法

人格の有無という画一的な基準によることなく、個別具体的な実質判断を行うこととなり、

内国法人の場合の判断基準と相違する結果となるから、法的安定性の観点からも許容でき

ない。 

 したがって、被告が主張する上記判断基準は採用することができない。 

(ウ) 以上によれば、本件各ＬＰＳが我が国の租税法上の法人に該当するか否かについては、

前記(ア)のとおり、基本的には、当該外国の法令の規定内容から、その準拠法である当該

外国の法令によって法人とする旨を規定されていると認められるか否かという観点から

これを検討し、さらに、より実質的な観点から、当該外国の法令が規定する内容を踏まえ

て、当該事業体が我が国の法人と同様に損益の帰属すべき主体として設立が認められたも

のといえるかどうかを検証するのが相当であると解される。 

イ 本件各ＬＰＳの準拠法（州ＬＰＳ法）の概要 

 前記前提事実及び証拠（甲Ａ全８４、乙Ａ全２５）及び弁論の全趣旨によれば、本件各Ｌ

ＰＳは、州ＬＰＳ法その他のデラウェア州の法律に準拠する本件各ＬＰＳ契約に基づいて組

成されたものであると認められるところ、州ＬＰＳ法の概要は以下のとおりであると認めら

れる（なお、邦訳に争いがあるものは、本文に被告主張の邦訳を記載し、原告ら主張の邦訳

を注記した。）。 

(ア) 定義 



23 

ａ ジェネラル・パートナーとは、パートナーシップ契約に基づきＬＰＳのジェネラル・

パートナーとして認められ、かつ、ＬＰＳ証明書又は（必要とされる場合には）ＬＰＳ

の成立のよりどころになる類似の法律文書で指名された者を意味する（１０１条(5)）。 

ｂ リミテッド・パートナーとは、３０１条に基づき、ＬＰＳのリミテッド・パートナー

と認められた者を意味する（１０１条(8)）。 

ｃ ＬＰＳとは、デラウェア州法の下で２人以上の者によって組織され、かつ、１名以上

のジェネラル・パートナーと１名以上のリミテッド・パートナーで構成されたリミテッ

ド・パートナーシップを意味し、更にデラウェア州法の下では、リミテッド・ライアビ

リティ・リミテッド・パートナーシップを含むものとする（１０１条(9)）。 

ｄ パートナーとは、リミテッド・パートナー又はジェネラル・パートナーを意味する（１

０１条(11)）。 

ｅ パートナーシップ契約とは、ＬＰＳの業務及び営業に関するパートナー全員の書面又

は口頭による合意を意味する（１０１条(12)）。 

ｆ パートナーシップ持分（Partnership Interest）とは、ＬＰＳの損益に対して各パー

トナーが保有する持分及びＬＰＳの資産（partnership assets）の分配を受ける権利を

いう（１０１条(13)）。 

ｇ 者（Person）とは、自然人、（無限責任又は有限責任を問わない。）パートナーシップ、

ＬＬＣ、信託、財団、社団（corporation）、企業、受託者、受取人又はその他の個人若

しくはエンティティ（entity）であって本人又はその代理人の資格を有するものを意味

する（１０１条(14)）。 

(イ) 訴状・召喚状の送達 

 ＬＰＳに対する訴状・召喚状は、ＬＰＳの経営代理人・総代理人若しくはジェネラル・

パートナー等に対して直接写しを手渡すことにより、又は、これらの者のデラウェア州内

の住居等に送付することにより、送達されたものとみなされる（１０５条(a)）。 

(ウ) 認可事業の性格及び権限 

ａ ＬＰＳは、デラウェア州法第８編コーポレーション法の１２６条に規定されている保

険担保権を発行する事業、保険リスクを引き受ける事業及び銀行業を除き、営利目的か

否かを問わず、いかなる合法的な事業、目的又は活動をも実施することができる（１０

６条(a)）。 

ｂ ＬＰＳは、本章（デラウェア州法第６編第１７章、すなわち州ＬＰＳ法。以下同じ。）

若しくはその他の法律又は当該ＬＰＳのパートナーシップ契約により付与された全て

の権限及び特権並びにこれらに付随するあらゆる権限（当該ＬＰＳの事業、目的、活動

の実行、促進及び達成のために必要又は好都合な権限や特権を含む。）を保有し、それ

を行使することができる（１０６条(b)）。 

(エ) ＬＰＳ証明書 

ａ ＬＰＳを設立するためには、１名以上の者（persons）（ジェネラル・パートナーの合

計数を下回らない数とする。）がＬＰＳ証明書を履行（作成・登録の意味と解される。）

しなければならない。ＬＰＳ証明書には次の事項を記載し、州務長官登録局に登録する

ものとする（２０１条(a)）。 

(a) ＬＰＳの名称 
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(b) 登録された事務所の所在地及び本編の１０４条によって記載が義務付けられてい

る訴状・召喚状の送達のための登録代理人の名称及び住所 

(c) 各ジェネラル・パートナーの名称、事務所若しくは居住地の住所又は郵送用の住

所 

(d) パートナー全員がＬＰＳ証明書に記載するものと決定したその他の事項 

ｂ ＬＰＳは、 初のＬＰＳ証明書が州務長官登録局に登録された時点又はＬＰＳ証明書

に記載された（当該登録後の）日付にて設立される（formed（注）「組成される」）もの

とし、いずれの場合においても、本項の要件を完全に満たすものでなければならない。

本章に基づき組織されたＬＰＳは、独立した法的主体（separate legal entity）とな

り、その独立した法的主体（separate legal entity）としての地位は、当該ＬＰＳの

ＬＰＳ証明書が解除されるまで継続する（２０１条(b)）。 

ｃ ＬＰＳ証明書が州務長官登録局に登録されているという事実は、当該パートナーシッ

プがＬＰＳであることを通告するものであるとともに、本編の２０１条(a)(1)ないし

(3)（上記ａ(a)ないし(c)）及び２０２条(f)においてＬＰＳ証明書への記載が義務付け

られている全ての事実並びに本編の２１８条(b)においてＬＰＳ証明書への記載が認め

られている事実が記載されているということを通告するものである（２０８条）。 

(オ) リミテッド・パートナーの資格付与 

 ＬＰＳの設立（the formation）に関連し、主体（person）は、次の事象のうちいずれ

か遅い方が発生した時に、ＬＰＳのリミテッド・パートナーとしての資格を付与される（３

０１条）。 

ａ ＬＰＳの設立（the formation） 

ｂ パートナーシップ契約に規定された日時。パートナーシップ契約に規定されていない

場合には、ＬＰＳの記録に当該者（person）への資格付与が記載された時 

(カ) リミテッド・パートナーの第三者に対する責任 

 リミテッド・パートナーは、自己がジェネラル・パートナーでもある場合又はリミテッ

ド・パートナーとしての権利や権限の行使に加えて当該事業の経営管理に関与している場

合を除き、ＬＰＳの債務を弁済する責任を負わない。ただし、リミテッド・パートナーが

事業の経営管理に関与する場合でも、リミテッド・パートナーの行為に基づきリミテッ

ド・パートナーがジェネラル・パートナーであるものと合理的に信じてＬＰＳと取引をし

た者に対してのみ、責任を負う（３０３条(a)）。 

(キ) ジェネラル・パートナーの一般的な権限と責任 

ａ 本章又はパートナーシップ契約で規定されている場合を除き、ＬＰＳのジェネラル・

パートナーが有する権利や権限には、１９９９年７月１１日時点で有効なデラウェア州

統一パートナーシップ法（１９９９年改正前の州ＧＰＳ法）に規定されるパートナーシ

ップのパートナーに対する制限が適用される（４０３条(a)）。 

ｂ 本章で規定されている場合を除き、ＬＰＳのジェネラル・パートナーは、１９９９年

７月１１日時点で有効なデラウェア州統一パートナーシップ法（１９９９年改正前の州

ＧＰＳ法）に準拠するパートナーシップにおけるパートナーとしての責任を当該パート

ナーシップ以外又は他のパートナー以外の者ら（persons）に対して有する（４０３条(b)

前段）。 
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(ク) 損益の分配 

 ＬＰＳの損益は、パートナーシップ契約の規定に従い、パートナー並びにパートナーの

クラス及びグループの間で割当てが行われる（shall be allocated）。パートナーシップ

契約にその定めがない場合、損益は、各パートナーによって拠出された出資（ＬＰＳによ

って受領され、かつ返還されていないものに限る。）に関して（当該ＬＰＳの記録上の）

合意された価額に基づき割当てが行われる（shall be allocated）（５０３条）。 

(ケ) ジェネラル・パートナーの脱退 

 ジェネラル・パートナーは、パートナーシップ契約で特定されている事象の発生時に、

パートナーシップ契約に基づきＬＰＳから脱退することができる。パートナーシップ契約

は、ジェネラル・パートナーがＬＰＳのジェネラル・パートナーとしての地位から脱退す

る権利を有しないと規定することもできる。しかしながら、パートナーシップ契約におい

てＬＰＳのジェネラル・パートナーがその地位から脱退する権利を有しないと規定されて

いる場合でも、ジェネラル・パートナーは、他のパートナーに書面による通知を行うこと

により、いつでもＬＰＳから脱退することができる。ジェネラル・パートナーの脱退がパ

ートナーシップ契約の違反となる場合、準拠法の下で適用される救済策に加え、ＬＰＳは、

脱退するジェネラル・パートナーからパートナーシップ契約の違反に係る損害賠償を受け

ることができ、当該損害賠償金によって脱退するジェネラル・パートナーへの配当額を相

殺することができる（６０２条）。 

(コ) リミテッド・パートナーの脱退 

 リミテッド・パートナーは、パートナーシップ契約に特定された事象の発生時にのみパ

ートナーシップ契約に基づきＬＰＳから脱退することができる。準拠法の下で別段の定め

がある場合においても、パートナーシップ契約に別段の定めがある場合を除き、リミテッ

ド・パートナーは、ＬＰＳの解散や清算前にＬＰＳから脱退してはならない。準拠法の下

で別段の定めがある場合においても、パートナーシップ契約は、パートナーがＬＰＳに対

する自己の持分をＬＰＳの解散や清算前に譲渡することを禁止することができる（６０３

条）。 

(サ) 脱退時の配当 

 脱退するパートナーは、本節に規定されている場合を除き、パートナーシップ契約に基

づき受領資格のある配当を脱退時に受領することができ、当該パートナーは、パートナー

シップ契約に別段の定めがある場合を除き、脱退後の合理的な期間内において、当該パー

トナーのＬＰＳに対するパートナーシップ持分の脱退日における公正価額を、ＬＰＳから

の配当の分配を受ける権利に基づき、ＬＰＳから受領することができる（６０４条）。 

(シ) パートナーシップ持分の性質 

 パートナーシップ持分は、動産（personal property）である。パートナーは、特定の

ＬＰＳ財産（specific limited partnership property）に対していかなる持分も所有し

ない（７０１条）。 

(ス) パートナーシップ持分の譲渡 

 当該パートナーシップ契約に別段の定めがある場合を除き、①パートナーシップ持分は、

その全部又は一部を譲渡することができ、②パートナーシップ持分の譲渡は、ＬＰＳの解

散や譲受人がパートナーとなったりパートナーの権利・権限を行使したりする資格を得る
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ということを示すものではなく、③パートナーシップ持分の譲渡により、譲受人はその損

益に対する持分を有し、配当を受領し、収益、利益、損失、控除、債権等に関して、譲受

人による保有が認められているものについて保有が認められている程度の割当てを受け

ることができる（７０２条(a)）。 

(セ) 譲受人がリミテッド・パートナーとなる権利 

 パートナーシップ持分の譲受人（ジェネラル・パートナーの譲受人を含む。）は、以下

のいずれかの条件を満たした場合、リミテッド・パートナーになることができる（７０４

条(a)）。 

ａ パートナーシップ契約にその旨規定されている場合 

ｂ 全てのパートナーが同意した場合 

ｃ リミテッド・パートナーとなった譲受人は、譲渡された範囲における権利・権限を有

し、パートナーシップ契約及び本章に規定されるリミテッド・パートナーの責任・制限

が適用される（７０４条(b)）。 

(ソ) 裁判所の決定によらない解散 

 ＬＰＳは、以下のいずれかの事由等が発生した時点で解散し、その事業は清算されるも

のとする（８０１条）。 

ａ パートナーシップ契約に規定された日時。当該日時がパートナーシップ契約で規定さ

れていない場合、ＬＰＳは永続的な存在（a perpetual existence（注）「期限の定めの

ないもの」）となる（８０１条(1)）。 

ｂ パートナーシップ契約に別段の定めがある場合を除き、(ⅰ)ＬＰＳのジェネラル・パ

ートナー全員及び(ⅱ)ＬＰＳのリミテッド・パートナー又はリミテッド・パートナーの

複数のクラス若しくはグループが存在する場合にはそのクラス別若しくはグループ別

の賛成投票若しくは書面による同意がある場合（８０１条(2)） 

ｃ ジェネラル・パートナーが脱退した場合（ただし、脱退の時点で別のジェネラル・パ

ートナーが少なくとも１名存在し、残存するジェネラル・パートナーによって事業が続

行されることがパートナーシップ契約で認められ、当該パートナーがその続行を行う場

合等を除く。）（８０１条(3)） 

ｄ リミテッド・パートナーが存在しなくなった場合（ただし、 後のリミテッド・パー

トナーが脱退する原因となった事象の発生時より９０日以内又はパートナーシップ契

約で定められた期間内に、 後のリミテッド・パートナーの代理人及び全てのジェネラ

ル・パートナーが、書面又は投票により、ＬＰＳの事業を継続することに同意し、 後

のリミテッド・パートナーが脱退する原因となった事象の発生日をもって当該リミテッ

ド・パートナーの代理人、被任命者又は被指名者を当該ＬＰＳのリミテッド・パートナ

ーとして迎え入れることに同意した場合等の条件を満たした場合を除く。）（８０１条

(4)） 

(タ) 裁判所の決定による解散 

 パートナーシップによる申立て又はパートナーのための申立てに基づき、衡平裁判所は、

パートナーシップ契約を遵守した形での事業継続が合理的に不可能であると判断した場

合、当該ＬＰＳを解散する旨の判決をすることができる（８０２条）。 

(チ) パートナーシップ契約の構築と適用 
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 契約における自由原則及びパートナーシップ契約の執行可能性に 大限の効果を与え

るのが本章の狙いである（１１０１条(c)）。 

(ツ) 州ＧＰＳ法等の準用 

 本章に規定されていないいかなる事例も、１９９９年７月１１日時点で有効な（ineffe

ct）デラウェア州統一パートナーシップ法（１９９９年改正前の州ＧＰＳ法）、コモン・

ロー及び衡平法（商事法を含む。）に準ずるものとする（１１０５条）。 

ウ 州ＬＰＳ法に基づく法人該当性 

(ア) 上記イで認定した州ＬＰＳ法の規定内容によれば、州ＬＰＳ法上、州ＬＰＳ法に準拠

して組成されたＬＰＳが法人である旨を明示的に定めた規定はないが、①州ＬＰＳ法に基

づき組織されたＬＰＳは、独立した法的主体（separate legal entity）となる旨規定さ

れており（２０１条(b)）、加えて、②ＬＰＳは、州ＬＰＳ法若しくはその他の法律又は当

該ＬＰＳのパートナーシップ契約により付与された全ての権限及び特権並びにこれらに

付随するあらゆる権限（当該ＬＰＳの事業、目的、活動の実行、促進及び達成のために必

要又は好都合な権限や特権を含む。）を保有し、それを行使することができ（１０６条(b)）、

③パートナーは、特定のＬＰＳ財産（specific limited partnership property）に対し

ていかなる持分も所有しない（７０１条）旨も規定されている。 

 そこで、以下では、そのような州ＬＰＳ法２０１条(b)の規定等をもって、州ＬＰＳ法

がこれに準拠して組成されたＬＰＳを法人とする旨を定めたものと解することができる

のか否か、とりわけ、州ＬＰＳ法２０１条(b)の規定が独立した法的主体とする「separat

e legal entity」が、法人を意味する概念であると解されるのか否かという点を中心とし

て、検討する。 

(イ) 一般に、租税条約は、各締結国の租税法規やその前提となる私法上の法制度の異なる

ことを考慮した上で、各締結国の公用語によりそれぞれ正文が作成されるものであるから、

租税条約の正文で同一概念を指すものとして用いられた各締結国の公用語による概念は、

特段の事情がない限り、同義であると解するのが相当である。日米租税条約は、かかる租

税条約として、日本国政府と米国政府との間で、所得に対する租税に関し、二重課税を回

避し、脱税を防止することを目的として締結された条約であって、日本国については所得

税及び法人税に適用されるものであり（２条１項）、我が国の所得税法及び法人税法を中

心とする租税法の一環をなす法規範であるから、日米租税条約で用いられた法概念は、そ

の意義が我が国の所得税法や法人税法と異なることが留保されているなどの特段の事情

がない限り、所得税法及び法人税法上の概念と同義であると解される。 

 しかして、日米租税条約３条１項(e)及び(f)並びに日米租税条約の議定書２項は、法人

等の意義について、別紙１０記載のとおり規定している（顕著な事実。なお、下線部が該

当部分である。）。 

 上記の日米租税条約等の規定内容を見る限り、我が国の租税法上の「法人」という概念

（なお、この概念につき私法上の「法人」と同じ意義に解すべきことは、前記アで説示し

たとおりである。）に該当する米国の概念は「company」、我が国の租税法上の「法人格を

有する」という概念に該当する米国の概念は「corporate」であるというべきであり、他

方、米国の「entity」という概念は、我が国における租税法上の「団体」という概念に相

当し、米国の「partnership」という概念は、「組合」を意味し、我が国における租税法上
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の「法人」に含まれないというべきである。そして、上記規定について、その意義が我が

国の所得税法や法人税法と異なることが留保されているとは認められない。 

 したがって、米国において、我が国の租税法上の「法人」に相当する概念は、「company」

や「corporation」であると解することができる。 

(ウ) また、前記前提事実(2)のとおり、米国の財務省規則においても、連邦税の課税上、

ビジネス・エンティティ（business entity）について、コーポレーション（corporation）

とパートナーシップ（partnership）に区分した取扱い（前者については事業体課税、後

者については構成員課税）を定めており、コーポレーションとされるものとして、連邦又

は州の制定法に基づき組織されたビジネス・エンティティで、その法律がその事業体をイ

ンコーポレイティド（incorporated）として、又はコーポレーション、ボディ・コーポレ

ート（body corporate）として記述し、言及するものが定められており（財務省規則301.

7701-2(a)、(b)）、それ以外のビジネス・エンティティで２人以上の構成員を有するもの

は、コーポレーションとしての課税を選択しない限り、パートナーシップとして構成員課

税がされるもの（当該事業体は納税義務者とならない。）とされている。 

 さらに、証拠（甲Ａ全６５）によれば、米国の連邦民事訴訟法においても、団体が訴え

又は訴えられる能力について、①コーポレーション（corporation）と②パートナーシッ

プ（partnership）その他の法人格なき団体（other unincorporated association）とで

分けて規律されていることが認められる。 

 このように、米国の他の法令においても、法人をコーポレーション（corporation）、イ

ンコーポレイティド（incorporated）やボディ・コーポレート（body corporate）とし、

法人格のない団体の典型としてパートナーシップ（partnership）が掲げられているので

あり、かかる点からも、我が国の租税法上の法人と同義である米国の概念等を上記(イ)の

ように解する相当性を肯定することができるというべきである。 

(エ) 他方、州ＬＰＳ法２０１条(b)の「separate legal entity」という概念については、

次の諸点に照らすと、少なくとも我が国の租税法（私法）上の法人という概念とは同一の

概念であると認めることはできないというべきである。 

ａ 「separate legal entity」又は「entity」の用語等の州ＬＰＳ法等における使用状

況について 

(a) 米国では、州ＬＰＳ法の改正前の規定やその他の法令の各規定において、「separa

te legal entity」又は「entity」の用語等が次のとおり使用されている。 

ⅰ 州ＬＰＳ法 

 １９８７年に開始したⒽ（Ⓗ）での１９１４年統一ＧＰＳ法の修正の検討状況等

を踏まえ、１９９０年、州ＬＰＳ法の改正が行われたが、同年改正後の州ＬＰＳ法

２０１条(b)は、「本章に基づき組成されたＬＰＳは、「separate legal entity」と

なり、その「separate legal entity」としての地位はＬＰＳ証明書のＬＰＳによ

る解除まで継続する」旨を規定している（甲Ａ全９０、乙Ａ全２５）。 

ⅱ １９９４年改訂統一ＧＰＳ法 

 １９９４年改訂統一ＧＰＳ法２０１条(a)は「A partnership is an entity dist

inct from its partners.（パートナーシップは、そのパートナーとは別個の事業

体（entity）である。）」旨を規定している（甲Ａ全９０、乙Ａ全８３）。 
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ⅲ 州ＧＰＳ法 

 １９９９年改正後の州ＧＰＳ法（１９９９年７月１２日施行）２０１条(a)は、「A

 partnership is a separate legal entity which is an entity distinct from 

its partners unless otherwise provided in a statement of partnership exis

tence and in a partnership agreement.（パートナーシップは、パートナーシッ

プ存続証明書又はパートナーシップ契約で別途規定されない限り、パートナーとは

別個の独立した「separate legal entity」である。）」旨を規定している（乙Ａ全

７７）。 

ⅳ ２００１年改訂統一ＬＰＳ法 

 ２００１年改訂統一ＬＰＳ法１０４条(a)は、「A limited partnership is an e

ntity distinct from its partners.（ＬＰＳは、そのパートナーとは別個の事業

体（entity）である。）」旨を規定している（乙Ａ全８８）。 

ｖ 統一法人格なき非営利団体法（the Uniform Unincorporated Nonprofit Associa

tion Act） 

 統一法人格なき非営利団体法では、①非営利団体（a nonprofit association）

は、その構成員から別個の「legal entity」であると定められ、また、②法人格の

ない協同組合（a cooperative that is not incorporated)は、不動産及び動産の

取得、保有、担保提供、及び移転の目的において、その構成員とは別個の「legal 

entity」であり、不動産又は動産の財産権又は持分を自らの名義により取得、保有、

担保提供、又は移転することができるとされている（甲Ａ全６７、６８）。 

ⅵ デラウェア州法（Delaware Code）３８０１条(g)(2) 

 デラウェア州法（Delaware Code）３８０１条(g)(2)は、「制定法上の信託（Stat

utory trust）とは、本節の３８１０条に従い信託証書の届出がなされた法人格な

き団体を意味する。かかる法人格なき団体は組織前又は組織後において制定法上の

信託であり、かつ『separate legal entity』でなければならない。」旨を規定して

いる（甲Ａ全７０）。 

(b) 以上のような州ＬＰＳ法等の各規定に関し、本件全証拠によっても、「separate l

egal entity」又は「entity」とされたものが「company」、「corporation」、「body co

rporate」と同様に取り扱われる旨の規定等の存在を認めることはできない。 

ｂ 州ＬＰＳ法の制定経緯等について 

(a) 証拠（甲Ａ全３８、４１、５４、５７、６０、６１、９０、乙Ａ全８７）及び弁

論の全趣旨によれば、①パートナーシップ、特にその原型であるＧＰＳは、複数の者

が、営利の目的で金銭、労力等を出資して事業を行うことを目的として、当事者間の

合意のみによって成立し、当事者相互間の契約に関するコモン・ロー上の権利にのみ

依拠するものであり、本質的に契約関係である点において、当事者間の合意のみによ

っては成立しないコーポレーション（corporation）とは異なること、②かかるＧＰ

Ｓは、英米法のコモン・ローの下では、パートナーから別個独立の事業体（entity）

ではなく（別個の法律上の存在を有さず）、複数の人（者）からなるグループ内の契

約そのものであって、単なるパートナーの集合体にすぎないとされ（集合体理論（ag

gregate theory））、伝統的に、エイジェンシー（agency（代理））の延長として、ど
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の組合員も他の組合員の代理人であるという形で把握されており、構成員から独立し

た法人格を有しないものとされてきたこと、③これに対し、ＬＰＳは、元来、英米法

（コモン・ロー）には存在せず、大陸法に倣って、１９０７年に英国で、１９１６年

に米国で立法によって導入された制定法の産物とされているものの、ＬＰＳに関する

統一法である１９１６年統一ＬＰＳ法は、当初から、ＧＰＳに関する１９１４年統一

ＧＰＳ法と連結され、１９１４年統一ＧＰＳ法の適用を前提とするものとして提案さ

れたものであり、そこでは、ＬＰＳについて、１９１６年統一ＧＰＳ法及びリミテッ

ド・パートナーシップ契約で修正される点を除き、１９１４年統一ＧＰＳ法に基づく

パートナーシップであり、そこに新たな地位（リミテッド・パートナー）が導入され

ただけのものであると規定されていること、④そのため、ＬＰＳは、ＧＰＳとの連続

性・同質性を有するものであり、無限責任を負うジェネラル・パートナーに加えて有

限責任のリミテッド・パートナーを導入する点に主眼があるとの意見も提出されてい

ること（Ｙ教授意見書参照）などが認められ、かかる州ＬＰＳ法の制定経緯等を踏ま

えると、ＬＰＳの本質は契約関係であることが分かる。 

 また、州ＬＰＳ法の規定内容を見ても、①ＧＰＳに関するデラウェア州法である州

ＧＰＳ法（１９９９年改正前のもの）と同一法典内の別章として定められ、当該州Ｇ

ＰＳ法の多数の条文が準用されていること（例えば、ジェネラル・パートナーのパー

トナーシップ債務に関する連帯責任等の権限及び責任に関する準用規定である州Ｌ

ＰＳ法４０３条(a)、(b)、一般的な準用規定である州ＬＰＳ法１１０５条等）、②州

ＬＰＳ法１１０１条(c)において、州ＬＰＳ法の方針が契約自由の原則とパートナー

シップ契約の執行可能性を 大限に尊重することであることが明示的に規定されて

いること（なお、同条に関しては、同法の立法者は、ＬＰＳの本質はパートナー間の

契約・合意であるから、パートナーシップ契約をその条項に従い執行することが州Ｌ

ＰＳ法の根本的な方針であるべきものと結論付けていたとの解説もある［甲Ａ全４１

参照］。）、③ＬＰＳに係る事項及び事業の運営に関するパートナー間の合意がリミテ

ッド・パートナーシップ契約（Partnarship agreement）とされ（州ＬＰＳ法１０１

条(12)）、ジェネラル・パートナーの脱退が原則的な解散事由とされていること（州

ＬＰＳ法８０１条(3)）など、ＬＰＳが本質的に契約関係であることを前提とした条

項が規定されている。 

 そして、州ＬＰＳ法２０１条(b)の規定等に関しては、①ＧＰＳ及びＬＰＳに関す

る統一法及び各州法には、パートナー間の契約関係であるというパートナーシップの

本質を前提としつつ、法的安定性を求めて組成されたパートナーシップの存在に理論

的な裏付けを付与し、ビジネスの世界においてパートナーシップが事業体（entities）

のように取り扱われる程度を反映し、分析を簡潔にするため、事業体モデル（entity

 model）に基づく規定が置かれるようになったが、集合体アプローチ（aggregate ap

proach）も、例えばパートナーの個人責任等の一定の目的との関係ではなお存続して

いる（甲Ａ全４２、乙Ａ全８３）、②パートナーシップは、財産の譲渡を容易にし、

責任財産の順位を決め、個々のパートナーが関与する直接的影響に対して事業運営を

保護する等の一定の目的との関係ではlegal entityとして、また、ある目的において

は人の集合体（an aggregate of persons）としてみなされる混合型の組織（a hybri
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d organization）である（甲Ａ全６２）、③州ＬＰＳ法２０１条(b)の「separate leg

al entity」との文言は、ＬＰＳがジェネラル・パートナーとは区別されたものであ

ることを意味するが、この中の「separate」という語には、何ら法的な重要性はなく、

１９７６年改訂統一ＬＰＳ法及び２００１年改訂統一ＬＰＳ法のような「パートナー

とは異なる事業体（entity distinct from its partners）」との文言や、「リーガル・

エンティティ（legal entity）」又は「エンティティ（entity）」との文言が使用され

ていたとしても、全く同じで意味あったと考えられる（Ｙ教授意見書）、といった米

国の法学者の見解等も存する。 

 以上によれば、州ＬＰＳ法に基づいて組成されたＬＰＳは、本質的にその性質上パ

ートナー間の契約関係であるといえ、コーポレーション（corporation）と同一の機

能を有するとか同義であるとは解することができないというべきである（Ｙ教授意見

書、戊意見書参照）。 

ｃ 州ＬＰＳ法７０１条について 

(a) 証拠（乙Ａ全７６、７７）によれば、州ＬＰＳ法１１０５条により州ＬＰＳ法に

準用され得る１９９９年改正前の州ＧＰＳ法１５２５条(a)は、パートナーは、パー

トナーシップの所有者として有する特定のパートナーシップ財産につき、他のパート

ナーとの共同所有者である旨規定しているのに対し、同改正後の州ＧＰＳ法２０３条

は、パートナーシップが取得した資産はパートナーシップの資産であり、パートナー

の個人資産ではない旨を規定しており、州ＬＰＳ法においては、上記１５２５条(a)

と同様の規定やＬＰＳが所有権の帰属主体となり得る旨の明文規定が存在せず、前記

イ(シ)の７０１条の規定のとおり、特定のＬＰＳ財産に対するパートナーの持分のみ

が否定されていることが認められる。 

 そうすると、州ＬＰＳ法７０１条は、任意組合（民法６６８条）における「組合財

産」と同様に（民法６７６条は、任意組合の目的達成のために利用され、又は組合債

権者のための責任財産となるべき組合財産について、一部の組合員による組合財産に

対する持分の処分により組合員以外の者の持分が生じたり、これが分割されたりすれ

ば、組合財産としての意義が失われ、組合事業の遂行に支障をきたすため、組合財産

についてその持分の処分や分割請求を禁止・制限している。）、ＬＰＳの事業遂行の用

に供される特定のＬＰＳ財産について、パートナーが合有的な共同所有者となること

を承認しつつ、パートナーが特定のＬＰＳ財産に対する持分の処分や分割請求等を行

うことを禁止する趣旨の規定と解する余地がある。 

(b) また、我が国の私法上の法人に関しては、法人の所有する特定の財産について、

その構成員間の合意により特定の構成員が持分を有するとの法律効果を生じさせる

ことは、その構成員の間で利益になるとしても、およそ法律上予定されていないが、

被告が自己の主張根拠として提出したＳ回答書を見ると、州ＬＰＳ法２０１条(b)及

び７０１条の規定にかかわらず、ＬＰＳのパートナーらの間で有益であるとみなされ

る状況があるときは、デラウェア州の裁判所において、第三者には関係なく全パート

ナー間のみの関係において修正することができるとの判断がされる可能性に言及し

ており、当該意見が、被告が主張するように、極めて限定的な条件を設定した上で述

べられたものであるとしても、第三者に影響を及ぼさない範囲で、パートナー間の合
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意に基づき特定のパートナーがＬＰＳの財産につき特定の持分を所有することが許

容される余地は残されているといえる。 

 そうすると、仮に、州ＬＰＳ法に準拠して組成されたＬＰＳが、州ＬＰＳ法２０１

条(b)及び７０１条の規定により権利の帰属主体になり得るものであるとしても、上

記のような例外が許容される余地がある以上、これをもって我が国の私法（租税法）

上の「法人」と同義であるということはできない。 

(c) このように、州ＬＰＳ法が「separate legal entity」と規定するＬＰＳについて

は、その特有財産について、パートナーが共同所有者となり得るとする余地（１１０

５条、１９９９年改正前の州ＧＰＳ法１５２５条）や、ＬＰＳのパートナー間の合意

により州ＬＰＳ法２０１条(b)及び７０１条の規定の適用を排除してこれと異なる法

律効果を生じさせることを許容する余地が残されているのであるから、我が国の租税

法（私法）上の法人とは、異なる法律効果を許容するものというべきである。 

ｄ 小括 

 以上のとおり、①日米租税条約では、「entity」が我が国の租税上の「団体」と同一

概念とされている上、「separate legal entity」又は「legal entity」という概念は、

州ＬＰＳ法以外の米国内の法律において、法人格のない協同組合（a cooperative that

 is not incorporated）や制定法上の信託（Statutory trust）といったものにまで用

いられていること、②州ＧＰＳ法で規定されている「separate legal entity」や、１

９９４年改訂統一ＧＰＳ法や２００１年改訂統一ＬＰＳ法で規定されていた「an entit

y distinct from its partners」は、そもそも集合体理論を基礎としていたパートナー

シップに事業体理論が一部取り入れられたこと（混合型の組織（a hybrid organizatio

n）であること）を反映するものにすぎず、州ＬＰＳ法に準拠して組成されたＬＰＳは、

州ＧＰＳ法に準拠して組成されたＧＰＳと同様、その本質はパートナー間の契約関係で

あり、コーポレーションとは別個の機能を有するものと解されること、③州ＬＰＳ法に

おける「separate legal entity」は、我が国の租税法（私法）上の法人とは異なる法

律効果を許容されていることなどの諸点を併せ考慮すれば、州ＬＰＳ法２０１条(b)の

「separate legal entity」は、ＬＰＳがその構成員とは別個の「団体」であることを

示す概念であるが、その団体は、法人ではないにもかかわらず、事業体理論に基づき、

対外関係等の一定の範囲内で構成員とは別個に権利を取得したり義務を負担したりす

るような法的取扱いが認められるという概念であり、我が国では存在しない法概念であ

るといわざるを得ない。 

(オ) 我が国の英米法に関する文献においても、米国の州法に基づくＬＰＳが「法人」では

ない旨の記述がされているものが多数存在する（甲Ａ全３８・２０２頁、甲Ａ全４・６４

頁、甲Ａ全９、甲Ａ全１４）上、税務当局の実務家又はその経験者の税務関係の著作にも、

米国の州法に基づくＬＰＳが「法人」ではない旨の記述がされているものがある（甲Ａ全

２７・１４１頁、甲Ａ全７５資料３）。 

(カ) 本件措置法特例は、平成１２年４月小委員会討議用資料に「日米における事業体に係

る課税上の取扱い」としてＧＰＳやＬＰＳが法人格のないものの代表例として分類・明記

されるとともに、パートナーシップが非法人の事業組織体（unincorporated organizatio

n）であると明記され、これを踏まえて議論された平成１２年７月政府税調中期答申にお
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いて、主として、ＧＰＳやＬＰＳについて、「わが国の税制では、外国の事業体がその外

国において私法上『法人』とされているかどうかにより、法人課税の対象とするかどうか

を判断していますが、外国の多様な事業体の中には、その本国において私法上『法人』と

はされないものの、自己の名前で取引をしているなど、その実態を見れば法人税の課税対

象とすることがふさわしいものもあると考えられます。」とした上で、これらが我が国の

租税法上「法人」に当たらないことから生起する課税上の諸問題を解消するためのルール

作りを行うことが提言され、平成１７年になって、任意組合の事業から生ずる損失を利用

した租税回避行為を防止するために制定されたものであるが、その規定内容を見ると、任

意組合を利用して航空機リース事業を行うような租税回避行為に対応するためであれば

必要がないはずの、外国における民法６６７条１項に規定する組合契約又は投資事業有限

責任組合契約に関する法律３条１項に規定する投資事業有限責任組合契約に類する契約

や、外国における有限責任事業組合契約（有限責任事業組合契約に関する法律３条１項に

規定する有限責任事業組合契約をいう。）に類する契約までその適用対象としており、財

務省主税局の本件措置法特例の立案担当者が執筆した解説（甲Ａ全１６）においても、上

記契約の代表例として、米国におけるＧＰＳやＬＰＳが掲げられており（ただし、パート

ナーシップ契約の中にも、その事業体の個々の実態等により外国法人と認定されるケース

もあるとの記述もされている。）、これらの点に鑑みると、本件措置法特例は、ＧＰＳ及び

ＬＰＳが我が国の租税法上の法人に該当しないと解されることをも想定して、制定される

に至ったものと認められる。 

 なお、平成１６年法律第３４号による改正前の中小企業等投資事業有限責任組合契約に

関する法律（平成１０年法律第９０号。平成１６年法律第３４号による一部改正により題

名が「投資事業有限責任組合契約に関する法律」に改正された。）は、米国の有限責任組

合制度を参考にしたものとされるが、同法に基づいて成立する組合は、「法人」とされて

いない（甲Ａ全１０参照）。また、平成１７年には、共同で営利を目的とする事業を営む

ための組合契約であって、組合員の責任の限度を出資の価額とするものに関する制度を確

立することにより、個人又は法人が共同して行う事業の健全な発展を図り、もって、我が

国の経済活力の向上に資することを目的とする有限責任事業組合契約に関する法律（平成

１７年法律第４０号）が制定されているところ、同法は、英米法におけるリミテッド・ラ

イアビリティ・パートナーシップ（ＬＬＰ）をモデルにしているとの指摘がされているが、

同法３条１項の有限責任事業組合契約によって成立した組合（有限責任事業組合）も、「法

人」とはされていない（甲Ａ全１２参照）。 

(キ) 以上の諸点を総合すると、州ＬＰＳ法がこれに準拠して組成されたＬＰＳを法人とす

る旨を定めたものと解することはできない。 

エ 実質的観点からの検証 

(ア) 上記ウのとおり、州ＬＰＳ法がこれに準拠して組成されたＬＰＳを法人とする旨を定

めたものと解することができない以上、州ＬＰＳ法に準拠して組成された本件各ＬＰＳも、

我が国の租税法上の法人であるとは認め難いというべきであるが、念のため、本件各ＬＰ

Ｓが、実質的に見て、我が国の租税法上の法人と同様に損益の帰属すべき主体として設立

が認められたものといえるか否かについて検証する。 

(イ) 前記前提事実、前記イの州ＬＰＳ法の概要並びに後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれ
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ば、①州ＬＰＳ法に準拠して組成されるＬＰＳは、１名以上のジェネラル・パートナー及

び１名以上のリミテッド・パートナーにより構成され（１０１条(9)）、州ＬＰＳ法若しく

はその他の法律又は当該ＬＰＳのパートナーシップ契約により付与された全ての権限及

び特権並びにこれらに付随するあらゆる権限を保有し、これを行使できるとされていると

ころ、そのうち、ジェネラル・パートナーの権限や責任等については、１９９９年改正前

の州ＧＰＳ法に準拠したパートナーシップのパートナーと同様、事業の運営・遂行に関与

する平等の権利があり、パートナーシップの債務についての連帯責任を負うとされる一方

で（４０３条(a)、(b)）、リミテッド・パートナーは、原則として、ＬＰＳの事業の経営

管理に関与せず、ＬＰＳの債務を弁済する責任も負わないとされている（３０３条(a)）

こと、②州ＬＰＳ法の主眼は、契約における自由の原則及びパートナーシップ契約の執行

可能性に 大限の効果を与えることとされ（１１０１条(c)）、１９９９年改正前の州ＧＰ

Ｓ法が広く準用されている（１１０５条）こと、③ＬＰＳの損益に対して各パートナーが

保有する持分をパートナーシップ持分（Partnership Interest）として認め（１０１条(1

3)）、ＬＰＳの損益は、パートナーシップ契約の規定に従い、パートナー並びにパートナ

ーのクラス及びグループの間で割当てが行われる（shall be allocated）とされている（５

０３条）ことが認められる。 

 そして、州ＬＰＳ法に準拠して組成されるＬＰＳのパートナーは、ＬＰＳの損益をパー

トナーに帰属させる方法について完全な契約上の自由を有するとされ、ＬＰＳの損益はそ

のパートナーシップ契約の定めに従い帰属する（なお、パートナーシップ契約が何も言及

しない場合を除き、州ＬＰＳ法は損益の帰属方法を特定しない。）と解されているところ

（甲Ａ全４１参照）、本件各ＬＰＳ契約は、いずれも、会計年度の利益及び損失は所定の

割合で各パートナーに割り当てられるものとし、「本契約で別途定められていない限り、

本パートナーシップの所得、収益、損失及び控除の全ての項目のパートナーシップ持分割

合は、利益及び損失の分配持分と同じとする。」と定めている（４．１２条(a)）。 

(ウ) また、前記前提事実(2)のとおり、チェック・ザ・ボックス規則により、連邦課税上、

一定のビジネス・エンティティとされるパートナーシップがコーポレーションとしての課

税を選択した場合には、パートナーシップの事業から生じた損益がパートナーシップ自体

に帰属することを選択したものと見ることも可能である一方、このような選択がない場合

には、デフォルト・ルールとして、パートナーシップとしての課税（すなわち、パートナ

ーシップの事業から生じた損益がパートナーに帰属することを前提とする課税）を選択し

たものとみなされており、本件各ＬＰＳも、連邦課税上、パートナーシップとしての課税

（パートナーシップの事業から生じた損益がパートナーに帰属することを前提とする課

税）を選択したものとみなされている。 

 なお、この点、戊意見書によれば、ＬＰＳの損益は、州ＬＰＳ法５０３条に基づき、パ

ートナーシップ契約書に定められた方法によりパートナー間で配分されるが、パートナー

シップ内の損益配分（profit and loss allocation）は、パートナーシップ契約書に従っ

て自動的に行われるものであって、資金の移転を伴うものではないとされ、さらに、米国

の租税法上、現在のチェック・ザ・ボックス制度が導入される以前から、パートナーシッ

プの事業活動により発生した損益が各パートナーの損益になるという私法上の原則に従

って、パートナーシップ（又はＬＰＳ）が納税主体とされていなかったとの指摘もされて
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いるところである。 

(エ) 以上の点に加えて、本件各ＬＰＳの損益が本件各ＬＰＳ自体に帰属することを明確に

認めるに足りる法令の定めや証拠はないことに鑑みれば、本件各ＬＰＳの損益は、州ＬＰ

Ｓ法に基づく本件各ＬＰＳ契約上、総額（グロス）ベースでパートナーに直接帰属するこ

とが予定されているものと解するのが相当であり、本件各ＬＰＳが、デラウェア州法上、

当然に損益の帰属主体となるとまで認めることはできない。 

(オ) 他方、上記説示の点に加えて、前記前提事実により認められる本件各ＬＰＳ契約の目

的や契約内容、前記ウ(エ)ｃで説示した州ＬＰＳ法７０１条の解釈等をも併せ考慮すれば、

州ＬＰＳ法に準拠して組成されたＬＰＳは、実質的に見ても、パートナー間の契約関係を

本質として、その事業の損益をパートナーに直接帰属させることを目的とするものである

と解することができる。 

(カ) 以上によれば、州ＬＰＳ法の規定するＬＰＳの成り立ち、組織、運営及び管理等の内

容に着目して実質的に見ても、本件各ＬＰＳは、我が国の法人と同様に損益の帰属すべき

主体（その構成員に直接その損益が帰属することが予定されない主体）として設立が認め

られたものということはできない。 

オ ニューヨーク州ＬＬＣ法に関する被告の主張について 

(ア) 被告は、本件各ＬＰＳの準拠法である州ＬＰＳ法には、Ⓖ判決が我が国の私法（租税

法）上の法人に該当すると判断したＬＬＣの準拠法であるニューヨーク州ＬＬＣ法と同趣

旨又は類似の規定があることから、本件各ＬＰＳが我が国の租税法上の法人に該当すると

いえる旨を主張する。 

(イ) しかしながら、証拠（乙Ａ全５４、５５）及び弁論の全趣旨によれば、そもそも、Ⓖ

判決は、前記(2)アで述べた判断基準とは異なる見解に基づき、ニューヨーク州ＬＬＣ法

に準拠して設立されたＬＬＣが我が国の私法（租税法）上の法人に該当すると判断したも

のであって、その判断の対象となる準拠法も異なるものであることが認められ、かかるⒼ

判決の判断内容に依拠して、本件各ＬＰＳの法人該当性を判断することは相当ではない。 

(ウ) また、証拠（乙Ａ全９１）によれば、ニューヨーク州ＬＬＣ法においては、①ＬＬＣ

が「separate legal entity」である旨規定する（２０３条）一方、ＬＬＣは、文脈上他

の意味に解釈すべき場合を除いて、ニューヨーク州ＬＬＣ法及びこの州の法律に基づいて

設立され存続する、パートナーシップ又は信託以外の、当該事業の契約上の義務又はその

他の債務に対して有限責任を持っている１名又は複数名からなる非会社組織（unincorpor

ated organazation）であると規定されており（１０１条(m)）、「Limited Liability Comp

any」又はその省略形の「Ｌ．Ｌ．Ｃ．」若しくは「ＬＬＣ」という文言を含む名称を使用

することを許されていること（２０４条(a)、(e)）、②設立発起人（設立するＬＬＣの構

成員である必要はない。）による基本定款の作成・提出を成立要件としていること（２０

３条、２０７条、２０９条）、③構成員は、当該ＬＬＣの個別財産には一切権利を持たず

（６０１条）、当該ＬＬＣのいかなる負債又は債務に対しても責任がないとされているこ

と（６０９条(a)）、④ＬＬＣの現金又はその他の資産の分配金は、構成員の間でまた構成

員の階級（もしあれば）間でオペレーティング契約に従って配分するものとした上（５０

４条）、ＬＬＣは、当該分配の時点で、構成員持分を理由とする構成員に対する負債及び

債権者の償還請求が当該ＬＬＣの特定財産に制限されている負債を除き、当該分配実施後
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の当該ＬＬＣの全負債が当該ＬＬＣの資産の公正市場価額を超える範囲では、構成員に分

配を行ってはならないとされていること（５０８条(a)）、⑤構成員又はマネージャーによ

るＬＬＣの運営や構成員会等の組織（４０１条～４２０条）に関し、基本定款に特別の定

めがない限り、当該ＬＬＣを運営する権限はその構成員に与えられ（４０１条(a)）、当該

ＬＬＣの業務の運営等に関する投票に際しては、オペレーティング契約に定めがある場合

を除き、構成員の持分に比例して投票するものとされていること（４０２条(a)）、及び、

オペレーティング契約に特段の定めがある場合を除いて、ＬＬＣは年１回構成員会を開く

ものとされ（４０３条）、また、基本定款に運営権を１名又は複数名のマネージャーに与

えると規定されている場合には、構成員が年に１度当該ＬＬＣの１名又は複数名のマネー

ジャーを任命又は選任するための投票をするものとし（４１３条(a)）、そのマネージャー

がＬＬＣの代理人となり（４１２条(b)(2)）、基本定款に運営権を１名又は複数名のマネ

ージャーに与えると規定していない場合には、各構成員がＬＬＣの事業上ＬＬＣの代理人

になる旨規定していること（４１２条(a)）が認められる。 

 これらの規定に鑑みると、ニューヨーク州ＬＬＣ法のＬＬＣは、そもそもパートナーシ

ップ以外の非会社組織とされた上、「Limited Liability Company」という「Company｣と類

似の名称の使用が許容されるものである上、州ＬＰＳ法に準拠して組成されたＬＰＳと比

べて、その成り立ち、構成員の責任、組織運営等についても異なるものであるというべき

であるから、両者の類似性を根拠とする被告の上記主張は、その前提自体が誤っており、

これを採用することはできない。 

カ まとめ 

 以上の次第で、本件各ＬＰＳは、我が国の租税法上の法人には該当しないというべきであ

る。 

(3) 本件各ＬＰＳの租税法上の人格のない社団該当性について 

ア 租税法上の人格のない社団等については、民事実体法における権利能力のない社団と同義

であると解されるから、ある団体（事業体）が租税法上の人格のない社団に該当するという

ためには、①団体としての組織を備え（要件①）、②多数決の原則が行われ（要件②）、③構

成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し（要件③）、④その組織によって代表の方

法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているもの（要件④）で

なければならないと解される（昭和３９年 判参照）。 

イ これを本件各ＬＰＳについて見るに、前記認定の州ＬＰＳ法及び本件各ＬＰＳ契約の内容

等によれば、本件各ＬＰＳは、①本件各ＧＰをジェネラル・パートナー、本件各ＬＰをリミ

テッド・パートナーとして、本件各ＬＰＳ契約に基づき組成されたＬＰＳであること（本件

各ＬＰＳ契約前文及び１．１条）、②本件各ＬＰＳの管理及び運営に関する独占的権限は、

本件各ＧＰに付与され、本件各ＧＰには、本件各ＬＰＳとしての業務執行及び組織運営に係

る意思決定を行い、本件各ＬＰＳを代表して本件各売買契約を含む取引等を行う権限が与え

られていること（本件各ＬＰＳ契約２．１条）、③本件各ＬＰＳ契約上、リミテッド・パー

トナーが本件各ＬＰＳの管理又は運営に参加し、その他の本件各ＬＰＳの意思決定につき関

与することは予定されておらず（本件各ＬＰＳ契約２．１条）、例外的にリミテッド・パー

トナーが本件各ＬＰＳの管理運営に参加できる場合等の定めは本件各ＬＰＳ契約ではされ

ていないこと、④本件各ＬＰＳ契約中の本件各ＧＰの解任（２．６条）及び本件各ＬＰＳ契



37 

約の変更（１０．２条）に関する規定も、ジェネラル・パートナーの解任及び契約の変更と

いう極めて限定的かつ特別な場合に一定の割合のパートナー又はリミテッド・パートナーに

よる意思決定を認めているにすぎないことが認められる。 

 これらの点に鑑みると、本件各ＬＰＳは、その管理及び運営に関する独占的権限を有する

本件各ＧＰと、その解任権限を一定の条件の下に与えられた各リミテッド・パートナーで構

成され、構成員の財産とは区別された独自の財産を有し、本件各ＬＰＳ契約にはその管理の

方法等や契約内容の多数決による変更に関する定めがあり、本件各ＬＰＳ契約が定める限定

された要件の下でパートナーの交代にもかかわらず存続する（州ＬＰＳ法７０４条、本件各

ＬＰＳ契約６．１条、６．２条、７．２条。本件ＬＰＳ契約(P)７．４条、本件ＬＰＳ契約(C)

７．５条）ものではあるものの、団体として、構成員による意思決定のための内部組織を備

えているとはいえないから、上記要件①の団体としての組織を備えていないといわなければ

ならない。また、団体としての組織を備えていない以上、本件各ＬＰＳ契約の定めをもって、

その組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定

しているということもできず、上記要件④も欠いているというべきである。 

ウ したがって、本件各ＬＰＳを租税法上の人格のない社団等であると認めることはできない。 

(4) 本件各不動産賃貸業から生じた損益の不動産所得該当性について 

ア 前記(1)で述べたとおり、我が国の租税法においては、ある事業体が、法人に該当せず、

かつ、人格のない社団等にも該当しない場合には、当該事業体の行う事業活動から生じた損

益について、構成員課税が行われる（その構成員に対する所得税又は法人税としての課税が

される）ところ、上記(2)及び(3)で述べたとおり、本件各ＬＰＳは、法人及び人格のない社

団等のいずれにも該当しないのであるから、原告らが本件各ＬＰＳを通じて行った事業活動

から生じた損益については、構成員課税が行われることとなる。 

イ そして、所得税法２６条は、不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又

は航空機（不動産等）の貸付け（地上権又は永小作権の設定その他他人の不動産等を使用さ

せることを含む。）による所得（事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。）をいう旨規

定しているところ、前記認定の州ＬＰＳ法及び本件各ＬＰＳ契約の内容によれば、本件各Ｌ

ＰＳが行った本件各不動産賃貸事業により本件各受託銀行を介して原告らに直接帰属する

こととなった損益は、本件各建物を第三者に賃貸することによって生じたものであり、本件

全証拠によっても、上記損益に係る所得が事業所得（所得税法施行令６３条所定の事業から

生ずる所得であり、不動産の貸付業は当該事業から除かれている。）又は譲渡所得に該当す

るとは認められないものであるから、原告らの当該損益に係る所得は、いずれも不動産所得

に該当するものと認められる。 

 上記認定に反する被告の主張を採用することはできない。 

ウ したがって、本件各不動産賃貸事業から生じた損益は、原告らの不動産所得に該当すると

いうべきである。 

３ 本件各処分の適法性について 

 以上のとおり、本件各不動産賃貸事業から生じた損益（本件各建物の貸付けに係る損益）は、

原告らの不動産所得に該当するものであるから、本件各建物の減価償却費等を必要経費として不

動産所得の金額を計算し、その不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、所得

税法６９条１項所定の損益通算をした上、総所得金額及び納付すべき税額を算定すべきことにな
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るところ、当該損益通算を認めない本件各処分は違法である。 

４ 結論 

 よって、本件各訴えのうち、原告乙１４年分通知処分の取消しを求める訴えは不適法であるか

ら、これを却下し、原告甲及び原告丁の各請求並びに原告乙のその余の請求はいずれも理由があ

るから、これらを認容することとし、訴訟費用の負担につき、民訴法６１条、６４条ただし書を

適用して、主文のとおり判決する。 

 

名古屋地方裁判所民事第９部 

裁判長裁判官 増田 稔 

   裁判官 松本 明敏 

 裁判官山田亜湖は、差し支えのため署名押印することができない。 

裁判長裁判官 増田 稔 
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別紙１ 

取消処分目録 

１ Ａ事件 

(1) 名古屋中村税務署長が平成１７年２月１５日付けでした原告甲の平成１３年分の所得税の更正

処分（ただし、平成２０年５月１４日付け更正処分により減額された後のもの）のうち総所得金額

９６８９万８２３５円、還付金の額に相当する税額４６７万３９４５円を超える部分及び過少申告

加算税賦課決定処分（ただし、同日付け変更決定により減額された後のもの） 

(2) 名古屋中村税務署長が平成１７年２月１５日付けでした原告甲の平成１４年分の所得税の更正

処分（ただし、平成２０年５月１４日付け更正処分により減額された後のもの）のうち総所得金額

９３４１万２２２８円、還付金の額に相当する税額２０３万６９７２円を超える部分及び過少申告

加算税賦課決定処分（ただし、同日付け変更決定により減額された後のもの） 

(3) 名古屋中村税務署長が平成１７年２月１５日付けでした原告甲の平成１５年分の所得税の更正

処分（ただし、平成２０年５月１４日付け更正処分により減額された後のもの）のうち総所得金額

８２２２万３３２１円、還付金の額に相当する税額３１５万４１８１円を超える部分及び過少申告

加算税賦課決定処分（ただし、同日付け変更決定により減額された後のもの） 

(4) 名古屋中村税務署長が平成１８年６月２６日付けでした原告甲の平成１６年分の所得税に係る

更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分 

２ Ｂ事件 

(1) 刈谷税務署長が平成１７年２月２８日付けでした原告乙の平成１４年分の所得税の更正処分

（ただし、平成２０年５月１４日付け更正処分により減額された後のもの）のうち総所得金額５２

４５万７０３９円、還付金の額に相当する税額８７２万９５３５円を超える部分 

(2) 刈谷税務署長が平成１７年２月２８日付けでした原告乙の平成１５年分の所得税の更正処分の

うち総所得金額４８２８万９９３７円、還付金の額に相当する税額８９１万９５８３円を超える部

分及び過少申告加算税賦課決定処分 

(3) 刈谷税務署長が平成１８年６月２６日付けでした原告乙の平成１６年分の所得税に係る更正の

請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分 

３ Ｃ事件 

(1) 千種税務署長が平成１７年２月２５日付けでした亡丙の平成１３年分の所得税の更正処分のう

ち総所得金額４６７万３６７６円、還付金の額に相当する税額８２０万７３００円を超える部分及

び過少申告加算税賦課決定処分 

(2) 千種税務署長が平成１７年２月２５日付けでした亡丙の平成１４年分の所得税の更正処分のう

ち総所得金額８１６万７３１２円、納付すべき税額８０万０２００円を超える部分及び過少申告加

算税賦課決定処分 

(3) 千種税務署長が平成１７年２月２５日付けでした亡丙の平成１５年分の所得税の更正処分のう

ち総所得金額３３８万９９９９円、還付金の額に相当する税額４３万０７００円を超える部分及び

過少申告加算税賦課決定処分 

４ Ｄ事件 

 刈谷税務署長が平成１９年６月１１日付けでした原告乙の平成１７年分の所得税に係る更正の請

求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分 

５ Ｅ事件 
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 名古屋中村税務署長が平成１９年６月１２日付けでした原告甲の平成１７年分の所得税に係る更

正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分 

６ Ｆ事件 

(1) 千種税務署長が、平成１９年２月２２日付けでした亡丙の平成１６年分の所得税に係る更正の

請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分（ただし、平成２１年６月２３日付け更正処分

により減額された後のもの） 

(2) 千種税務署長が、平成１９年６月１９日付けでした亡丙の平成１７年分の所得税に係る更正の

請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分（ただし、平成２１年６月２３日付け更正処分

により減額された後のもの） 
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別紙２ 

略称一覧表 

（関係法令等） 

通則法  国税通則法 

措置法  租税特別措置法（平成１９年法律第６号による改正前のもの） 

措置法施行令  租税特別措置法施行令（平成１９年政令第９２号による改正前のもの） 

負担軽減措置法  経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽

減措置に関する法律（平成１１年法律第８号） 

日米租税条約  所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本

国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約（平成１６年３月３０日条約第２

号） 

本件措置法特例  措置法４１条の４の２の規定による特定組合員の不動産所得に係る損益

通算等の特例 

（当事者等） 

原告甲ら  原告甲及び亡丙 

原告ら投資家  原告甲、亡丙及び原告乙 

各処分行政庁  名古屋中村税務署長、刈谷税務署長及び千種税務署長 

（関係会社等） 

Ａ証券  Ａ証券 

Ｄ銀行  Ｄ銀行(現Ｄ銀行) 

Ｅ  Ｅ 

本件ＧＰ(C)  Ｚ 

本件ＬＰＳ(C)  Ⓐ 

Ｇ  Ｇ 

Ｈ  Ｈ 

Ｊ  Ｊ 

Ｉ  Ｉ 

本件ＧＰ(P)  Ⓑ 

本件ＬＰＳ(P)  Ⓒ 

Ｌ  Ｌ 

Ｍ  Ｍ 

Ｎ  Ｎ 

Ｏ  株式会社Ｏ 

Ｐ銀行  Ｐ銀行 

本件各受託銀行  Ｄ銀行及びＰ銀行 

本件各ＬＰＳ  本件ＬＰＳ(C)及び本件ＬＰＳ(P) 

本件各ＧＰ  本件ＧＰ(C)及び本件ＧＰ(P) 

本件各ＬＰ  Ｅ及び本件各受託銀行 

英国  グレートブリテン及び北アイルランド連合王国 

米国  アメリカ合衆国 
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（契約関係等） 

パートナーシップ  Partnership（ＰＳ）（米国各州の立法で認められている２名以上の者によ

り組成される事業活動を営むための組織形態） 

ジェネラル・パートナー  General Partner（ＧＰ）（パートナーシップにおいて、無限責任を負い当

該事業活動を代理する権利を有する者） 

リミテッド・パートナー  Limited Partner（ＬＰ）（パートナーシップにおいて、出資額を限度とす

る有限責任を負い当該事業活動に対する経営参加権を有しない者） 

ＧＰＳ  General Partnership（ジェネラル・パートナーシップ。２名以上のジェ

ネラル・パートナーのみによって構成されるパートナーシップ） 

ＬＰＳ  Limited Partnership（リミテッド・パートナーシップ。１名以上のジェ

ネラル・パートナーと１名以上のリミテッド・パートナーによって構成され

るパートナーシップ） 

ＬＬＣ  Limited Liability Company（リミテッド・ライアビリティ・カンパニー） 

ＬＰＳ証明書  州ＬＰＳ法２０１条(a)及び(b)所定の「リミテッド・パートナーシップ証

明書」 

本件スキーム  Ａ証券が企画したＢ（Ｂ）プログラム 

本件アドバイザリー契約(C) 

  原告甲らがＡ証券との間で締結したファイナンシャル・アドバイザリー契

約 

本件アドバイザリー契約(P) 

  原告乙がＡ証券との間で締結したファイナンシャル・アドバイザリー契約 

本件各アドバイザリー契約  本件アドバイザリー契約(C)及び本件アドバイザリー契約(P) 

本件信託契約(C)  原告甲らとＤ銀行との間で締結された「MASTER FIDUCIARY CONTRACT」と

題する信託契約 

本件信託契約(P)  原告乙とＤ銀行との間で締結された「MASTER FIDUCIARY CONTRACT」と題

する信託契約 

本件各信託契約  本件信託契約(C)及び本件信託契約(P) 

本件建物(C)  物件名「Ｑ」の建物。通称Ｑ 

本件建物(P)  物件名「Ｒ」の建物。通称Ｒ 

本件各建物  本件建物(C)及び本件建物(P) 

本件土地(C)  本件建物(C)の敷地 

本件土地(P)  本件建物(P)の敷地 

本件各土地  本件土地(C)及び本件土地(P) 

本件不動産(C)  本件建物(C)及び本件土地(C) 

本件不動産(P)  本件建物(P)及び本件土地(P) 

本件各不動産  本件不動産(C)及び本件不動産(P) 

本件ＬＰＳ契約(C)  Ｄ銀行、本件ＧＰ(C)及びＥとの間で平成１２年１２月１９日に締結され

た「PARTNERSHIP AGREEMENT OF Ⓐ」と題するＬＰＳ契約 

本件ＬＰＳ契約(P)  Ｄ銀行と本件ＧＰ(P)との間で平成１４年３月２８日に締結された「PARTN

ERSHIP AGREEMENT OF Ⓒ」と題するＬＰＳ契約 
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本件各ＬＰＳ契約  本件ＬＰＳ契約(C)及び本件ＬＰＳ契約(P) 

本件売買契約(C)  本件ＬＰＳ(C)とＧとの間の平成１２年１２月２２日付け「BUY-SELL AGRE

EMENT」と題する契約 

本件売買契約(P)  本件ＬＰＳ(P)とＬとの間の平成１４年３月２８日付け「BUY-SELL AGREEM

ENT」と題する契約 

本件各売買契約  本件売買契約(C)及び本件売買契約(P) 

本件土地賃貸借契約(C)  本件ＬＰＳ(C)とＧとの間の平成１２年１２月２２日付け「GROUND LEASE」

と題する契約 

本件土地賃貸借契約(P)  本件ＬＰＳ(P)とＬとの間の平成１４年３月２８日付け「GROUND LEASE」

と題する契約 

本件各土地賃貸借契約  本件土地賃貸借契約(C)及び本件土地賃貸借契約(P) 

本件売買契約、リース及び共同エスクロー指示に関する契約(C) 

  本件ＬＰＳ(C)とＧとの間の平成１２年１２月１９日付け「PURCHASE AND 

SALE AGREEMENIT,AGREEMENT TO LEASE AND JOINT ESCROW INSTRUCTIONS」と

題する契約 

本件売買契約、リース及び共同エスクロー指示に関する契約(P) 

  本件ＬＰＳ(P)とＬとの間の平成１４年３月２８日付け「PURCHASE AND SA

LE AGREEMENT,AGREEMENT TO LEASE AND JOINT ESCROW INSTRUCTIONS」と題

する契約 

本件不動産賃貸事業(C)  本件建物(C)の賃貸事業 

本件不動産賃貸事業(P)  本件建物(P)の賃貸事業 

本件各不動産賃貸事業  本件不動産賃貸事業(C)及び本件不動産賃貸事業(P) 

本件管理契約(C)  本件ＬＰＳ(C)とＪとの間で平成１２年１２月２２日に締結された本件不

動産(C)の管理委託契約 

本件管理契約(P)  本件ＬＰＳ(P)とＮとの間で平成１４年３月２８日に締結された本件不動

産(P)の管理委託契約 

本件不動産投資事業(C)  本件建物(C)を対象とした海外不動産投資事業 

本件各不動産投資事業  本件各建物を対象とした海外不動産投資事業 

本件新アドバイザリー契約(C) 

  原告甲らとＯとの間で締結されたファイナンシャル・アドバイザリー契約 

本件新アドバイザリー契約(P) 

  原告乙とＯとの間で締結されたファイナンシャル・アドバイザリー契約 

本件新信託契約(C)  原告甲らとＰ銀行との間で締結された信託契約 

本件新信託契約(P)  原告乙とＰ銀行との間で締結された信託契約 

本件各新信託契約  本件新信託契約(C)及び本件新信託契約(P) 

本件各ＬＰＳのパートナーシップ持分の譲渡に関する契約 

  Ｄ銀行とＰ銀行との間での平成１５年１１月２８日付けの「ASSIGNMENT O

F LIMITED PARTNERSHIP INTEREST (Ⓐ)」と題する契約及び「ASSIGNMENT OF

 LIMITED PARTNERSHIP INTEREST (Ⓒ)」と題する契約 

（各処分） 
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本件各処分  原告らが本件訴えで取消しを求めている本文「第１請求」記載の各所得税

の更正処分、過少申告加算税賦課決定処分及び更正の請求に対する更正をす

べき理由がない旨の通知処分の総称 

原告甲各更正処分  名古屋中村税務署長が平成１７年２月１５日付けでした原告甲の平成１

３年分ないし平成１５年分の所得税の各更正処分 

原告甲各賦課決定処分  名古屋中村税務署長が平成１７年２月１５日付けでした原告甲の平成１

３年分ないし平成１５年分の過少申告加算税の各賦課決定処分 

原告甲１６年分通知処分  名古屋中村税務署長が平成１８年６月２６日付けでした原告甲の平成１

６年分の所得税に係る更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通

知処分 

原告甲各再更正処分  名古屋中村税務署長が平成２０年５月１４日付けでした原告甲の平成１

３年分ないし平成１５年分の所得税の金額を減額する更正処分 

原告甲各変更決定処分  名古屋中村税務署長が平成２０年５月１４日付けでした原告甲の平成１

３年分ないし平成１５年分の過少申告加算税の各変更決定処分 

原告甲１７年分通知処分  名古屋中村税務署長が平成１９年６月１２日付けでした原告甲の平成１

７年分の所得税に係る更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通

知処分 

原告乙１４年分更正処分  刈谷税務署長が平成１７年２月２８日付けでした原告乙の平成１４年分

の所得税の更正処分 

原告乙１５年分更正処分  刈谷税務署長が平成１７年２月２８日付けでした原告乙の平成１５年分

の所得税の更正処分 

原告乙１５年分賦課決定処分 

  刈谷税務署長が平成１７年２月２８日付けでした原告乙の平成１５年分

の過少申告加算税の賦課決定処分 

原告乙１４年分通知処分  刈谷税務署長が平成１７年２月２５日付けでした原告乙の平成１４年分

の所得税に係る更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分 

原告乙１６年分通知処分  刈谷税務署長が平成１８年６月２６日付けでした原告乙の平成１６年分

の所得税に係る更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分 

原告乙再更正処分  刈谷税務署長が平成２０年５月１４日付けでした原告乙の平成１４年分

の所得税の金額を減額する更正処分 

原告乙１７年分通知処分  刈谷税務署長が平成１９年６月１１日付けでした原告乙の平成１７年分

の所得税に係る更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分 

原告丁各更正処分  千種税務署長が平成１７年２月２５日付けでした亡丙の平成１３年分な

いし平成１５年分の所得税の各更正処分 

原告丁各賦課決定処分  千種税務署長が平成１７年２月２５日付けでした亡丙の平成１３年分な

いし平成１５年分の過少申告加算税の各賦課決定処分 

原告丁各通知処分  千種税務署長が平成１９年２月２２日付けでした亡丙の平成１６年分の

所得税に係る更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分及

び平成１９年６月１９日付けでした亡丙の平成１７年分の所得税に係る更

正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分 
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（パートナーシップに係る統一法及び米国デラウェア州の制定法関係） 

Ⓗ  米国のⒽ (Ⓗ) 

１９１４年統一ＧＰＳ法  １９１４年にⒽが提案した統一パートナーシップ法（Uniform Partnershi

p Act) 

１９１６年統一ＬＰＳ法  Ⓗが、リミテッド・パートナーシップ（ＬＰＳ）に関して、１９１６年に

提案した統一リミテッド・パートナーシップ法（Uniform Limited Partners

hip Act) 

１９７６年改訂統一ＬＰＳ法 

  Ⓗが、１９７６年に１９１６年統一ＬＰＳ法を改訂した改訂統一リミテッ

ド・パートナーシップ法（The Revised Uniform Limited Partnership Act） 

２００１年改訂統一ＬＰＳ法 

  Ⓗが、２００１年に１９８５年改訂統一ＬＰＳ法を改訂した後の改訂統一

リミテッド・パートナーシップ法 

１９９９年改正前の州ＧＰＳ法 

  デラウェア州が、ＧＰＳに関して、１９４７年に１９１４年統一ＧＰＳ法

を基礎として一定の修正を施して制定したデウェア州統一パートナーシッ

プ法（Delaware Uniform Partnership Law。「Chapter 15. Partnership, Ti

tle 6 of the Delaware Code」を指す。） 

州ＧＰＳ法  デラウェア州が、１９９９年、１９９４年改訂統一ＧＰＳ法を基礎として

一定の修正を施し、１９９９年改正前の州ＧＰＳ法を改正して制定したデラ

ウェア州改正統一パートナーシップ法（Delaware Revised Uniform Partner

ship Act。「Chapter 15. Delaware Revised Uniform Partnership Act, Ti

tle 6 of the Delaware Code」を指す。１９９９年７月１２日施行） 

州ＬＰＳ法  デラウェア州が、ＬＰＳに関して、１９８３年、１９７６年改訂統一ＬＰ

Ｓ法を基礎として一定の修正を施して制定したデラウェア州改正統一リミ

テッド・パートナーシップ法（Delaware Revised Uniform Limited Partner

ship Act。「Chapter 17 Limited Partnerships, Title 6 of the Delaware

 Code」を指す。） 

※ なお、州ＬＰＳ法の各条項の表記においては、例えば「§１７－２０１(b)」との条項を「２０１

条(b)」というように表記し、第１７章（Chapter 17）の条文であることを示す「§１７－」を省略

する。 

（証拠関係等） 

昭和３９年 判  高裁平成●●年（○○）第●●号同３９年１０月１５日第一小法廷判

決・民集１８巻８号１６７１頁 

Ⓖ判決  さいたま地方裁判所平成１９年５月１６日判決（乙Ａ全５４）及びその控

訴審である東京高等裁判所平成１９年１０月１０日判決（乙Ａ全５５） 

Ｓ回答書  米国弁護士事務所（Ⓘ）からの調査報告書（乙Ａ全８０） 

Ｙ教授意見書  Ｔ大学のＹ（Ｙ）教授作成の意見書（甲Ａ全９０） 

戊意見書  Ｕ・ロースクールの戊（戊教授作成の意見書（甲Ａ全１２３） 

平成１２年７月政府税調中期答申 
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  平成１２年７月１４日付け「わが国税制の現状と課題－２１世紀に向けた

国民の参加と選択－」（甲Ａ全２５） 

平成１２年４月小委員会討議用資料 

  平成１２年４月２８日開催の第６回政府税制調査会法人課税小委員会に

おいて、大蔵省（現財務省）主税局提出の「法人税制関係資料－法人税の現

状と課題－」（甲Ａ全２６） 
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別紙３ 

関係法令等の定め 

 

１ 民法（平成１８年法律第５０号による改正前のもの） 

(1) 法人の成立（３３条） 

 法人は、民法その他の法律の規定によらなければ、成立しない。 

(2) 外国法人（３６条） 

ア 外国法人は、国、国の行政区画及び商事会社を除き、その成立を認許しない。ただし、法律又

は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない（１項）。 

イ 上記アにより認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。

ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利につ

いては、この限りでない（２項）。 

(3) 法人の能力（４３条） 

 法人は、法令の規定に従い、定款又は寄付行為で定められた目的の範囲内において権利を有し、

義務を負う。 

２ 法人税法（平成１９年法律第６号による改正前のもの） 

(1) 定義（２条） 

 法人税法において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

ア 国内 法人税法の施行地をいう（１号）。 

イ 国外 法人税法の施行地外の地域をいう（２号）。 

ウ 内国法人 国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう（３号）。 

エ 外国法人 内国法人以外の法人をいう（４号）。 

オ 人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう（８

号）。 

(2) 人格のない社団等に対する法人税法の適用（３条） 

 人格のない社団等は、法人とみなして、法人税法（別表第二［省略］を除く。）の規定を適用す

る。 

(3) 内国法人の納税義務（４条１項本文） 

 内国法人は、法人税法により、法人税を納める義務がある。 

(4) 外国法人の納税義務（４条２項） 

 外国法人は、法人税法１３８条（国内源泉所得）に規定する国内源泉所得を有するとき（外国法

人である公益法人等又は人格のない社団等にあっては、当該国内源泉所得で収益事業から生ずるも

のを有するときに限る。）は、法人税法により、法人税を納める義務がある。 

(5) 実質所得者課税の原則（１１条） 

 資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であって、その収益

を享受せず、その者以外の法人がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する法人

に帰属するものとして、法人税法の規定を適用する。 

３ 所得税法（平成１９年法律第６号による改正前のもの） 

(1) 定義（２条１項） 

 所得税法において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 
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ア 国内 所得税法の施行地をいう（１号）。 

イ 国外 所得税法の施行地外の地域をいう（２号）。 

ウ 内国法人 国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう（６号）。 

エ 外国法人 内国法人以外の法人をいう（７号）。 

オ 人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう（８

号）。 

(2) 人格のない社団等に対する所得税法の適用（４条） 

 人格のない社団等は、法人とみなして、所得税法（別表第一［省略］を除く。）の規定を適用す

る。 

(3) 実質所得者課税の原則（１２条） 

 資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であって、その収益

を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰

属するものとして、所得税法を適用する。 

(4) 信託財産に係る収入及び支出の帰属（１３条１項本文） 

 信託財産に帰せられる収益及び費用については、受益者が特定している場合にはその受益者がそ

の信託財産を有するものとみなして、所得税法の規定を適用する。 

(5) 不動産所得（２６条） 

ア 不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機（以下この項において「不

動産等」という。）の貸付け（地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させるこ

とを含む。）による所得（事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。）をいう（１項）。 

イ 不動産所得の金額は、その年中の不動産所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額と

する（２項）。 

(6) 損益通算（６９条１項） 

 総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業

所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で

定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する。 

４ 措置法４１条の４の２（平成１７年法律第２１号による新設規定） 

(1) 特定組合員（組合契約を締結している組合員（これに類する者で政令で定めるものを含む。以

下同じ。）のうち、組合事業に係る重要な財産の処分若しくは譲受け又は組合事業に係る多額の借

財に関する業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務のうち契約を締結するための交渉その他の

重要な部分を自ら執行する組合員以外のものをいう。）に該当する個人が、平成１８年以後の各年

において、組合事業から生ずる不動産所得を有する場合においてその年分の不動産所得の金額の計

算上当該組合事業による不動産所得の損失の金額として政令で定める金額があるときは、当該損失

の金額に相当する金額は、所得税法２６条２項及び６９条１項の規定その他の所得税に関する法令

の規定の適用については、生じなかったものとみなす（１項）。 

(2) この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる（２項）。 

ア 組合契約 民法６６７条１項に規定する組合契約及び投資事業有限責任組合契約に関する法

律３条１項に規定する投資事業有限責任組合契約並びに外国におけるこれらに類する契約（政令

で定めるものを含む。）をいう（１号）。 

イ 組合事業 各組合契約に基づいて営まれる事業をいう（２号）。 
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５ 措置法施行令２６条の６の２ 

(1) 措置法４１条の４の２第１項に規定する組合員に類する者で政令で定めるものは、同条２項１

号に規定する組合契約のうち同号に規定する外国におけるこれらに類する契約を締結している者

とする（１項）。 

(2) 措置法４１条の４の２第２項１号に規定する政令で定める契約は、外国における有限責任事業

組合契約（有限責任事業組合契約に関する法律３条１項に規定する有限責任事業組合契約をいう。）

に類する契約とする（５項）。 
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別紙４ 

契約②の内容の要旨 

ａ 原信託財産の拠出 

 投資家（原告ら投資家の意。ｂ以下でも同じ。）はＤ銀行がその資格で預金受入れ銀行に開設した

口座（エスクロー口座）に、本件各建物に対する投資となるドルで一定金額（以下「現金資産」とい

う。）を拠出することを約定した、もしくは約定する予定である。 

 投資家は、Ｄ銀行との間でこの信託契約（本件各信託契約。ｂ以下でも同じ）を締結し、それに基

づきＤ銀行が、リミテッド・パートナーとして、投資家の固有の危険と単独の利益において、本件各

ＬＰＳ契約を締結して本件各ＬＰＳに現金資産を拠出するため、現金資産をＤ銀行に譲渡するよう指

図することを約定した、もしくは約定する予定である。 

 投資家は、随時、Ｄ銀行に、現金資産を信託財産（以下「原信託財産」という。）として譲渡し、

原信託財産をここに定めるとおり当てることを欲し、Ｄ銀行は、かかる譲渡を受け、原信託財産を当

てて、ここに定めるその義務を果たす用意がある。 

ｂ 受託銀行の任命（１条） 

 投資家は、これにより、本契約に定める投資家のために受託する者として行動する「受託銀行」を

任命し、「受託銀行」は、この任命を受諾する。 

 原信託財産の譲渡は、この信託契約の条件に従う。 

ｃ 原信託財産の譲渡（２条） 

 投資家は、随時、Ｄ銀行が承認する別紙Ⅱ（省略）に定める様式の通知書（以下「譲渡・指図通知

書」という。）により、Ｄ銀行に対して現金資産の譲渡を承諾するように要求することができる。か

かる譲渡は、全て投資家、投資家の代理人としてのＡ証券とＤ銀行の間で合意した日（以下「クロー

ジング日」という。）に行うものとする。 

ｄ 原信託財産の保有（３条） 

 クロージング日以降、Ｄ銀行は、原信託財産をＤ銀行の名義で、しかし投資家自身のために、また

投資家自身の危険負担と利益において保有する。 

ｅ 本件各ＬＰＳに対する出資（４．１条） 

 投資家は、譲渡・指図通知書により、Ｄ銀行に対し、本件各ＬＰＳのパートナーシップ持分の発行

と引換えに、リミテッド・パートナーとして、当該譲渡・指図通知書に定める現金資産を本件各ＬＰ

Ｓに拠出するよう指図する。 

ｆ パートナーシップ持分等の保有（４．４条） 

 本件各ＬＰＳによりＤ銀行に対し発行された上記ｅのパートナーシップ持分、及びそれから発生す

る全ての所得は、Ｄ銀行がその名義で、専らその受託銀行としての資格において、ただし投資家のた

めに、及び専ら投資家の危険負担と利益において、信託財産として保有する。 

ｇ 本件各ＬＰＳの運営（５．１条） 

 本件各ＬＰＳは、本件各ＧＰが運営を行い、Ｄ銀行は、本件各ＬＰＳに関するいかなる運営業務の

遂行、また引受けの義務を負わない。 

 本件各ＧＰは、とりわけ本件各建物の管理（本件各建物の入居者とＪ又はＮの関係を含む。）、適用

法令の遵守、並びに本件各建物の売却（買い手の選別、売却価格の交渉を含む。）に責任を負う。 

ｈ 議決権（５．２条） 

 パートナーシップ持分の議決権行使を求められた場合、Ｄ銀行は、パートナーシップ持分の議決権
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の行使方法につき、投資家からの指図を求めるものとする。Ｄ銀行は、かかる指図が法令等に違反す

る場合、同銀行に支払を負わせる場合又は同銀行が費用、経費、もしくは損失を被るおそれがある場

合には、かかる指図に従うことを拒否することができる。本条項は、指図がかかる違反を含むか否か

を確認する義務を課すものと解釈してはならない。Ｄ銀行の合理的な意見により、同銀行の利益を保

護する必要がある場合には、さらに、同銀行は、投資家の指図を拒否する権利、及び、あらゆる場合

に、パートナーシップ持分に与えられた議決権を行使し、又は行使しない権利を有する。 

 パートナーシップ持分に付随する議決権行使のために、投資家又はその指図人に対し委任状を発行

することを、投資家がＤ銀行に対して要請してはならないことが明示的に合意された。 

ｉ 分配（５．４条） 

 パートナーシップ持分に関してＤ銀行が受領した、あらゆる配当、及びその他の分配の純額は、Ｄ

銀行がその資金を受領の後、２営業日後の価額で、専ら投資家がＤ銀行に有する銀行口座に振り込ま

れる。本件各ＬＰＳの追加パートナーシップ持分の分配の場合は、Ｄ銀行が、かかるパートナーシッ

プ持分を、この取決めに従い信託財産として保有する。 

ｊ 監視の義務の不存在（５．７条） 

 投資家は、Ｄ銀行が、本件各ＧＰの作為もしくは不作為を監視し、又は本件各建物の状況（法律及

び規制状況を含む）を監視する義務を負わないことを、了解し、合意した。 

ｋ 契約の期間（１５条） 

 契約は、７年間の確定期間を有する。ただし、各当事者は、書面による３か月前の事前通知により、

確定期間中に本契約を終了することができる。いずれかの当事者により書面による１か月前の事前通

知により終了されない限り、本契約はその後無期限に存続する。ただし、Ｄ銀行は、確定期間終了後

は、投資家に対し、１か月前の書面による事前通知により、随時辞任することができる。 

ｌ 準拠法（１７．１条） 

 契約は、ルクセンブルク法、特に金融機関の信託契約に関する、１９８３年７月１９日付けの大公

勅令に準拠し、それに従って解釈するものとする。 
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別紙５ 

契約③の内容の要旨 

 本件ＬＰＳ契約(C)及び本件ＬＰＳ契約(P)の内容はほぼ同様であるので、以下では、本件各ＬＰＳ契

約をまとめて記載し、相違する部分のみ、別途記載することとした。また、訳語に関し、当事者間に争

いがあるものは、本文に被告主張の邦訳を記載し、原告ら主張の邦訳を注記した。 

ａ 前文 

 本件各ＬＰＳ契約は、本件各ＧＰをジェネラル・パートナーとし、本契約又は本契約の副本に署名

する各個人をリミテッド・パートナーとして、本件各建物に投資する目的で、州ＬＰＳ法に基づきＬ

ＰＳを設立するために締結された。以下に定める事項及び相互の合意を約因とし、パートナーは、以

下に定める条件で、州ＬＰＳ法その他適用の法律に従って運営されるパートナーシップを設立するこ

とに同意し、これを設立する。 

ｂ 本件各ＬＰＳの設立（Formation（注）「組成」）（１．１条） 

 本件各ＬＰＳは、ＬＰＳ証明書（本件各ＧＰに代わり、本件各ＧＰが正式に任命した代理人Ｖ（Ｖ）

が作成。当該任命は本契約により確認されている。）をデラウェア州事務局に提出することにより、

州ＬＰＳ法に従い、デラウェア州のＬＰＳとして設立された（formed（注）「組成された」）。 

ｃ 本件各ＬＰＳの目的（１．３条） 

 本件各ＬＰＳは、本件各不動産の購入、取得、開発、保有、賃貸、管理、売却その他の処分の目的

のみのために設立され（organized（注）「組成され」）、当該目的を実施するために必要又は便宜的な

範囲で次の権限を有する。 

(a) 本件各不動産の購入、取得、開発、保有、賃貸、管理、売却その他の処分 

(b) 銀行口座の開設及び維持並びに支払のための小切手その他為替の振出し 

(c) 必要又は望ましいと考えられる条件で、随時、金額又は支払方法及び支払時期の制限なく金員

を借り入れ、又は約束手形その他の流通性のある証券若しくは流通性のない負債証書の発行、受領、

裏書及び作成をすること、本件各ＬＰＳの財産の全部又は一部を担保に供し、差し入れ、委譲し、

又は譲渡することによって上記借入れ等及びその利息の支払を所有時か取得後かにかかわらず保

証すること並びに本件各ＬＰＳに関する当該証券及び負債証書を売却し、担保に供し、その他処分

すること 

(d) 第三者に対する請求について訴訟を提起し、提起され、解決し又は和解し、本件各ＬＰＳに対

する請求について解決し又は和解し、それらに関連して必要又は望ましいと考えられる書類の作成、

意思表示、許可及び権利放棄を行うこと 

(e) 独立した弁護士、会計士、その他上記の目的に関連して必要又は望ましいと考えられる者の雇

用 

(f) その他上記事項を達成するために必要、適切又は便宜的な活動及び取引を行い、契約その他の

約定を締結し、作成し、実施すること 

ｄ 本件各ＬＰＳの存続期間（１．４条） 

(a) 本件ＬＰＳ契約(C) 

 本件ＬＰＳ(C)は、①２０３５年１２月３１日又は②本件ＬＰＳ(C)の現金以外の資産の全ての売

却その他の処分により得られた収益の 終支払を本件ＬＰＳ(C)が現金で受領した日のいずれか早

い方の時まで継続する。 

(b) 本件ＬＰＳ契約(P) 
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 本件ＬＰＳ(P)は、①２０３７年１２月３１日又は②本件ＬＰＳ(P)の現金以外の資産の全ての売

却その他の処分により得られた収益の 終支払を本件ＬＰＳ(P)が現金で受領した日のいずれか早

い方の時まで継続する。 

ｅ パートナーの性質及び責任（１．５条） 

 契約、不法行為その他により生じたかを問わず、本件各ＬＰＳの負債、債務及び義務は本件各ＬＰ

Ｓの単独の負債、債務及び義務であり、リミテッド・パートナーは、リミテッド・パートナーである

という理由のみで本件各ＬＰＳの負債、債務又は義務について個人的に責任を負わない。 

ｆ 一般的な管理（２．１条） 

 本件各ＬＰＳの管理及び運営は、本件各ＧＰに独占的に権利を付与される。本件各ＧＰは、これに

より、本件各ＬＰＳに代わり又は本件各ＬＰＳの名で、１．３条に定める本件各ＬＰＳの目的の全て

を実施する権限を有する。 

 リミテッド・パートナーは、本件各ＬＰＳ契約に定める場合を除き、本件各ＬＰＳの管理又は運営

に参加してはならず、いかなる事項に関しても、本件各ＬＰＳに代わって又は本件各ＬＰＳの名で行

為する権限又は権利を有しない。 

ｇ 解任（２．６条） 

 本件各ＧＰは、その時点でリミテッド・パートナー全員が有するパートナーシップ持分の８０％を

超える持分を有するリミテッド・パートナーの賛成又は同意により、正当な理由によって解任される。 

ｈ 不動産投資及び資産等の登録（２．７条） 

 本件各ＬＰＳが行う全ての不動産投資その他所有する資産は、本件各ＬＰＳの名又は本件各ＧＰが

随時決定できる名義人の名で登録される。 

ｉ 本件各ＧＰに対する管理報酬（３．３条） 

 本件各ＬＰＳは、本件各ＧＰに対し、本件各ＬＰＳの管理・運営について（本件ＬＰＳ(C)は月４

０２５ドル、本件ＬＰＳ(P)は月１３１０ドル）の管理報酬を支払う。管理報酬は、本件各土地賃貸

借契約に従い、本件各土地賃貸借契約に定める優先順位で支払う。本件各ＬＰＳが当該管理報酬を支

払う十分なキャッシュフローがない場合、未払の報酬は、当該未払報酬を支払う十分な資金があると

本件各ＧＰが判断する時まで繰り越される。ただし、本件各ＬＰＳは、本件各ＬＰＳが解散した時点

で未払となっている繰延管理報酬については、本件各ＬＰＳが当該繰延管理報酬全てを支払うための

十分なキャッシュフローがない範囲で、責任を負わず、支払う義務を負わない。３．３条に従って支

払う管理報酬は、内国歳入法７０７条に従った本件各ＬＰＳの費用として扱われ、州ＬＰＳ法６０７

条の限度が適用される分配とすることを意図するものではない。 

ｊ 出資（４．２条～４．５条） 

(a) 本件各ＧＰは、本件各ＬＰＳの資本に当初の出資をする必要はない。リミテッド・パートナー

はそれぞれ、本件各ＬＰＳの資本に対し、別紙Ａ（各パートナーごとに名称、資本出資、パートナ

ーシップ出資割合を順次記載したもの。省略）のそれぞれの名の隣に記載された金額を「資本出資」

として出資する（４．２条）。 

(b) ４．２条の定めを除き、リミテッド・パートナーは、本件各ＬＰＳへの追加出資をする必要は

ない（４．３条）。 

(c) パートナーが本件各ＬＰＳの資本に対して出資した全ての出資金の合計及び本件各ＬＰＳの分

配されない純利益は、本件各ＬＰＳの目的を実施するために本件各ＬＰＳが利用できる（４．４条）。 

(d) パートナーは、別紙Ａ（省略）のそれぞれの名の隣に記載されたパートナーシップ出資割合を
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有する。各パートナーは、本件各ＬＰＳの資産に、そのパートナーシップ出資割合に相当する不可

分の持分（undivided interest）を有する（４．５条）。 

ｋ 分配（４．６条） 

(a) 税金分配 

 本件各ＬＰＳは、本件各ＧＰの単独で絶対的な裁量により、各会計年度の３月３０日までに各パ

ートナーに対して次と同額の分配を行うことができる。(i)本件各ＬＰＳの前会計年度に、４．７

条その他の条項に基づいて当該パートナーに対して割り当てられた所得、利益その他の項目の正味

金額に（ⅱ）４０％を掛けた金額。 

(b) 裁量分配 

① 本件ＬＰＳ(C)は、本件ＧＰ(C)の単独で絶対的な裁量により、パートナーに対し、随時、現金

の分配を行うことができる。４．６条(b)に従う現金分配は、パートナーのそれぞれのパートナ

ーシップ出資割合に応じて行われる。本契約に定めるものを除き、パートナーは、資本出資又は

収益の分配を要求したり、受領する権利を有しない。 

② 本件ＬＰＳ(P)は、本件ＧＰ(P)の単独で絶対的な裁量によりパートナーに対して随時、現金の

分配を行うことができる。本件ＬＰＳ契約(P)に定めるものを除き、４．６条(b)による現金の出

資は、次の優先順位に従って分配されるものとする。 

 第１に、本件ＬＰＳ(P)に非強制の追加出資を行ったパートナー間で、該当するパートナー全

員の未収の累積優先利益の総額に対して各パートナーが負担する未収の累積優先利益と同じ割

合で、パートナーそれぞれが４．６条(b)（ⅰ）により当該分配を行う直前での未収の累積優先

利益に等しい金額を受け取るまで、第２に、本件ＬＰＳ(P)に非強制の追加出資を行ったパート

ナー間で、該当するパートナー全員の追加出資勘定の総額に対してパートナーそれぞれが負担す

る追加出資勘定の金額と同じ割合で、各パートナーが４．６条(b)（ⅱ）によりパートナーそれ

ぞれの追加出資勘定における残高をゼロまで減少させるのに必要な金額を受け取るまで、第３に、

パートナー間で、それぞれのパートナーシップ出資割合に比例して分配する。 

ｌ 利益及び損失の割当て等（４．７条、４．８条、４．１２条） 

(a) 本件ＬＰＳ契約(C) 

① 会計年度の利益及び損失は、パートナーのそれぞれのパートナーシップ出資割合に応じてパー

トナーに割り当てられる（４．７条、４．８条）。 

② 本契約で別途定められていない限り、本パートナーシップの所得、収益、損失及び控除の全て

の項目のパートナーの分配持分は、利益及び損失の分配持分と同じとする（４．１２条(a)）。 

 ジェネラル・パートナーは、内国歳入法７０６条及び規則で認められた方法を使用して、期間

に適切に割り当てられる利益、損失その他項目を割り当てる（４．１２条(b)）。 

(b) 本件ＬＰＳ契約(P) 

① 会計年度の利益及び損失は、パートナー間で以下のように割り当てられるものとする（４．７

条、４．８条。なお、利益の割合の規定を前提として損失の割当の規定では異なる点を括弧内に

記載している。）。 

 第１に、各パートナーに対して、各パートナーの以前の損失割合と同じ割合で順序は逆にして

（各パートナーの以前の利益割合に比例し順序は逆にして）、当期及び以前の全期間に対して４．

７条((a)（４．８条(a)）により割り当てられた累積利益（累積損失）が、以前の全期間に対し

て４．８条(b)及び４．８条(c)（４．７条(b)及び４．７条(c)）により各パートナーに割り当て
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られた累積損失（累積利益）に等しくなるまで、第２に、利益の割合については、各パートナー

に対して、４．７条(b)により該当するパートナーに以前に割り当てられた累積利益の総額に対

して当該パートナーの未収の累積優先利益を超過した分に等しい（それにより少ない場合はそれ

に応じて按分比例した）金額を、また、損失の割当については、各パートナーに対して、当該パ

ートナーの資本勘定のプラス残高があればその超過分に等しい金額（マイナスの場合はそれに比

例して按分する。４．８条(b)）。その後、パートナーに対して、それぞれのパートナーシップ出

資割合に比例して按分する。 

② 本契約で別途定められていない限り、本パートナーシップの所得、収益、損失及び控除の全て

の項目のパートナーの分配持分は、利益及び損失の分配持分と同じとする（４．１２条(a)）。 

 ジェネラル・パートナーは、内国歳入法７０６条及び規則で認められた方法を使用して、期間

に適切に割り当てられる利益、損失その他項目を割り当てる（４．１２条(b)）。 

ｍ 本件各ＧＰによるその他の決定事項（４．９条） 

 本件各ＬＰＳ契約を解釈する上で必要な範囲で、本件各ＧＰは、全ての目的のために、合理的な慣

例を適用する完全かつ絶対的な裁量を有する。本件各ＧＰによる当該決定は、 終的なもので、パー

トナーを拘束する。 

ｎ 新規パートナー（５．２条） 

 ＧＰは、７条に適合する代替リミテッド・パートナー以外の追加のリミテッド・パートナーを承認

する権限を有しない。 

ｏ 本件各ＬＰＳからの脱退（６．１条、６．２条） 

(a) リミテッド・パートナーは、本件各ＬＰＳから脱退する権利を有する。ただし、本件各ＧＰの

単独かつ絶対的な裁量による同意がある場合に限られる。本件各ＧＰがリミテッド・パートナーの

脱退に同意した場合、当該リミテッド・パートナーは、脱退時に、パートナーシップ持分を脱退し

た日時点での公正価格で受け取る権利を有する。 

(b) 本件各ＧＰは、本件各ＬＰＳから脱退する権利を有しない。 

ｐ パートナーシップ持分の譲渡（７．１条、７．２条） 

(a) 本件各ＧＰは、本件各ＬＰＳの持分の全部又は一部を売却したり譲渡してはならず、いかなる

方法によっても処分したり授けてはならず、又は授与を許してはならず、担保権を設定してはなら

ない。 

(b) リミテッド・パートナー（受益者ではないもの）は、本件各ＧＰのそれぞれ単独で絶対的な裁

量に基づく書面による同意がない限り、当該リミテッド・パートナーのパートナーシップ持分の全

部又は一部を売却したり譲渡してはならず、いかなる方法によっても処分したり授けてはならず、

又は授与を許してはならず、担保権を設定してはならない。 

ｑ リミテッド・パートナーの代替（７．５条。ただし、本件ＬＰＳ契約(P)においては７．４条） 

 パートナーシップ持分のいかなる譲受人も、①譲受人が譲渡関連文書に本件各ＬＰＳ契約の条件に

拘束される意図を表明し、かつ、②本件各ＧＰがその代替に同意しない限り、代替リミテッド・パー

トナーとなる権利を有しない。 

ｒ 入会金等（７．６条） 

 ジェネラル・パートナーが７．２条又は７．５条（ただし、本件ＬＰＳ契約(P)においては７．４

条）のいずれかに従ってリミテッド・パートナーのパートナーシップ持分の譲渡若しくは移転又は代

替に同意した場合、 
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(a) 当該リミテッド・パートナーのパートナーシップ持分の譲渡人等は、当該譲渡又は代替を有効

にするために生じた弁護士費用その他の費用について本件各ＬＰＳに払い戻し、当該パートナーシ

ップ持分の購入価格の３％に相当する仲介手数料をジェネラル・パートナーに支払い、 

(b) 当該リミテッド・パートナーのパートナーシップ持分の譲渡人又は譲受人は、Ｘ銀行株式会社

又はその関連会社に手数料として当該パートナーシップ持分の買取価格の１０％に相当する額を

支払う。 

ｓ 本件各ＬＰＳの終了（８．１条） 

 本件各ＬＰＳは、次のいずれかの事由が 初に発生した場合に終了する。 

(a) 本件各ＧＰの解散 

(b) 本件各ＧＰによる本件各ＬＰＳを解散すべきとの決定 

(c) １．４条に定める本件各ＬＰＳの期間の終了 

(d) 適用法令に基づいて本件各ＬＰＳの終了となる事由の発生 

ｔ 清算（８．２条） 

 本件各ＬＰＳが終了したときは、本件各ＧＰが（８．１条(a)に従って本件各ＬＰＳが終了した場

合には、リミテッド・パートナーのパートナーシップ出資割合の過半数により選任された清算受託者

が）、①本件各ＧＰ（又は清算受託者）が必要又は望ましいと考える本件各ＬＰＳの現金以外の資産

を現金化し（本件ＬＰＳ契約(C)においては、さらに、②４．１条に従ってパートナーの資産勘定を

確定した上）、③次の方法及び順序で本件各ＬＰＳの資産から次の措置及び分配を行う。 

(a) 本件各ＧＰ（又は清算受託者）が、パートナーではない本件各ＬＰＳの債権者の全ての請求に

係る債務を支払い、消滅させ、本件各ＬＰＳの偶発債務又は予測不能な負債若しくは債務の補填に

必要又は対応可能と考える準備金を設定する。ただし、偶発債務がなくなり、現金その他資産があ

る場合は特別準備金は８．２条(c)に定めるとおり分配される。 

(b) パートナーである本件各ＬＰＳの債権者全ての請求に係る債務を按分して支払い、消滅させる。 

(c) ４．６条(b)に従い、資産の残りをパートナーに支払い、分配する。 

ｕ 分配の方法（８．３条） 

 ８．２条(a)及び(b)に従って行われる分配は、現金のみで行われる。８．２条(c)に従って行われ

る分配は、本件各ＧＰ（又は本清算受託者）が決定するとおり、現金若しくはその他資産又はその両

方で行うことができる。 

ｖ 決定事項の拘束力（９．８条） 

 本件各ＧＰが会計事項に関連して行う決定は、 終的なものであり、リミテッド・パートナー及び

そのそれぞれの法定代理人を拘束する。 

ｗ 修正（１０．２条） 

 本件各ＬＰＳ契約は、ジェネラル・パートナー及びリミテッド・パートナーの持分の過半数によっ

て署名した書面でされない限り、修正することはできない。 

ｘ 準拠法（１０．７条） 

 本契約は、デラウェア州の法律（the laws of the states of Delaware)に準拠し、それに従って

解釈される。 

ｙ 分割に対する権利の放棄（１０．１５条） 

 各パートナーは、当該パートナーが本件各ＬＰＳの資産に関連する分割の訴訟を維持するために有

する権利を本件各ＬＰＳ期間中に取消不能の条件で放棄するとともに、パートナーシップ会計のため
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の訴状を提出するなど他のパートナーや本件各ＬＰＳに対してそれに反するいかなる方法の手続も

しないことに同意する。 
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別紙６ 

契約⑨の内容の要旨 

ａ 本件新信託契約の目的 

 この契約により、委託者（原告ら投資家の意。ｂ以下でも同じ。）は、Ｐ銀行に、別紙Ａ（省略）

に列挙した財産（Ｄ銀行が保有していた本件各ＬＰＳパートナーシップ持分）を移転する。Ｐ銀行は、

本証書（本件新信託契約）に記載された条件に基づく信託で受領したすべての財産を保有するものと

する。 

ｂ 初期資産（２．１条） 

 信託の初期資産は、別紙Ａ（省略）に記された本件各ＬＰＳに対するパートナーシップ持分を含む

ものとする。 

ｃ 分配（２．３条） 

 (a)Ｐ銀行が自らの裁量のみで得策と考える場合又は(b)委託者により書面で指示された場合は、Ｐ

銀行は、委託者に対し、信託が受領又は保有する純分配可能額の全部又は一部を分配するものとする。

「純分配可能額」は(a)パートナーシップ利益に関してＰ銀行が受領した金額又は(b)２．７条（後記

ｅ）に準拠してＰ銀行が受領した売上金の金額のいずれかの金額を意味する。 

ｄ 議決権（２．６条） 

 パートナーシップ持分に関して議決を求められた場合、Ｐ銀行は、委託者に対しパートナーシップ

持分に関していかに議決すべきか指示を求めるものとし、以下の条文に従い、その指示に従うものと

する。Ｐ銀行は、指示が法令等への違反を含む場合、同銀行が支払を行う義務を負う場合、同銀行が

個人的にコスト等を引き受けることになる場合には、委託者の議決指示に従うことを拒絶することが

できる。 

 前文にかかわらず、Ｐ銀行は、議決指示が前文で述べられた論点又は問題を発生させるか否か確定

する積極的義務を負わないものとする。さらに、Ｐ銀行は、相応の意見において同銀行の権利を保護

するために必要である場合には、委託者の指示を拒絶する権利及びいかなる状況においてもパートナ

ーシップ持分に付随した議決権を行使し又は行使を控える権利を有する。委託者は、パートナーシッ

プ持分に付与された議決権の行使にあたり、Ｐ銀行に対して、自己宛の又は自己が指示する内容の委

任状を発行するよう求めてはならない。 

ｅ パートナーシップ持分の保有および売却（２．７条） 

 Ｐ銀行は、信託が終了する時まで、又は委託者がＰ銀行に対して本項の残りの規定に従って当該資

産を売却するよう指示する時まで、信託の資産を分散投資する義務を負うことなくパートナーシップ

持分を保持するものとする。パートナーシップ契約及び適用可能な法律並びに以下の条項に従い、委

託者は、いかなる時でもＰ銀行に対しパートナーシップ持分のすべてを指示した購入者に指示した価

格及び指示した条件で売却することを指示することができる。パートナーシップ持分のいずれかの売

却と関連して、Ｐ銀行は、（ⅰ）受託者がパートナーシップ持分の法的所有者であること、（ⅱ）パー

トナーシップの契約の規定に従いＰ銀行はパートナーシップ持分を売却する権原を与えられている

こと以外に、何らかの説明または保証を購入者に与えるなどの義務を負わないものとする。 

ｆ 信託の終了（３．１条） 

 １．１条（委託者の解約権についての規定）に従う取消し又はすべての信託財産の売却および分配

の結果としての早期終了ではない場合、信託は、(a)本証書の実施日付から１０年後、(b)委託者の死

亡のうちいずれか早期の時点で終了するものとする。 
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 上記(a)の場合、Ｐ銀行は、すべての信託を委託者に分配するものとする。上記(b)の場合、Ｐ銀行

は、すべての信託を承継委託者に交付するものとする。 

ｇ 準拠法（８．１条） 

 本証書の有効性、解釈及びそれによって創設される信託の管理並びに分配に関しては、争訟に関す

る法律を除き、米国カリフォルニア州法を準拠法とする。 
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別紙７ 

契約⑩の内容の要旨 

ａ 事実の説明 

 Ｄ銀行は、本件各ＬＰＳのリミテッド・パートナーであり、本譲渡される持分を持っている。 

 Ｄ銀行は、ルクセンブルクの法律に準拠した信託契約により、受益者（原告ら投資家の意。ｂ以下

でも同じ。）のために受託者として、本譲渡される持分を保有している。 

 受益者の指示に従い、Ｄ銀行は、本譲渡される持分を譲受人に譲渡し、パートナーシップから脱退

するため、本譲渡証書を作成する。 

 受益者の指示に従い、譲受人は、本譲渡される持分を受け入れ、譲渡人の代わりに代替リミテッド・

パートナーとしてパートナーシップへの参加の承認を受けるため、本譲渡証書を作成する。 

ｂ 譲渡（２条） 

 Ｄ銀行は、本譲渡証書により譲渡される持分における同銀行の権利、権原、持分のすべてをＰ銀行

に売却、割当、委譲、譲渡する。Ｐ銀行は、本譲渡証書による譲渡を受け入れ、パートナーシップに

おいてＤ銀行に代わって受益者のために、信託の受託者として譲受人に認められる範囲で、代替リミ

テッド・パートナーとなることに同意する。譲渡される持分の受益所有権は、本譲渡証書の如何にか

かわらず、引き続き受益者に与えられる旨、承認されている。 

ｃ 代替リミテッド・パートナーとしての任命（４条） 

 本譲渡証書の日付において、Ｐ銀行は、本譲渡証書により譲渡される持分に関し、パートナーシッ

プに対してＤ銀行と同じ権利と出資率を持つ代替リミテッド・パートナーとして認められる。 

ｄ 脱退（５条） 

 本譲渡証書の日付において、本譲渡証書３条によりパートナーシップに対してＰ銀行が任命された

後直ちに、Ｄ銀行は、パートナーシップから脱退し、パートナーシップにおけるリミテッド・パート

ナーではなくなる。 

ｅ 脱退と代替の効果（６条） 

 前記の２条（上記ｂ）に規定されているように、本譲渡証書による譲渡は、譲渡される持分の受益

所有権には影響せず、受益者は譲渡される持分の受益権所有者のままである。 

ｆ 権利放棄と同意（９条） 

 ジェネラル・パートナーである本件各ＧＰは、本譲渡証書において、（ⅰ）Ｄ銀行からＰ銀行への

本譲渡される持分の譲渡、（ⅱ）Ｄ銀行のパートナーシップからの脱退、（ⅲ）代替リミテッド・パー

トナーとしてのＰ銀行のパートナーシップへの参加、に同意する。 

 本件各ＧＰは、本譲渡証書に署名している。 
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別紙８ 

本件各処分の根拠及び計算 

第１ 原告甲関係 

１ 平成１４年分ないし平成１６年分 

(1) 被告主張額の根拠 

ア 総所得金額 

 原告甲に係る各係争年分の総所得金額は、下記(ア)ないし(エ)の金額の合計金額であり、別

表２①欄記載のとおり、平成１３年分が１億１８１７万５７８４円、平成１４年分が１億１５

６０万９１５６円、平成１５年分が１億０４１１万１２３０円、平成１６年分が１億１２６０

万２６５５円である。 

(ア) 不動産所得の金額 

 原告甲に係る各係争年分の不動産所得の金額は、別表２②欄記載のとおり、平成１３年分

が１３１５万２４２２円、平成１４年分が１５１５万３１６９円、平成１５年分が１３０６

万５９２３円、平成１６年分が１２３６万４７７０円である。 

 なお、上記各金額の内訳は、別表３－１ないし３－４の「③被告主張額」欄記載のとおり

であり、原告甲が平成１３年分ないし平成１５年分の所得税の修正申告書及び平成１６年分

所得税の更正の請求書に記載した不動産所得の金額（別表３－１ないし３－３の「②修正申

告」欄及び別表３－４の「②更正請求」欄の順号１７又は１８「不動産所得金額」の金額）

から、本件不動産賃貸事業(C)に係る収入金額（別表３－１ないし３－３の「②修正申告」

欄及び別表３－４の「②更正請求」欄の順号２「米国不動産賃貸」の金額）及び青色申告特

別控除額（別表３－１ないし３－４の「③被告主張額」欄の順号１６又は１７「青色申告特

別控除」の金額）を減算し、本件不動産賃貸事業(C)に係る必要経費の金額（別表３－１な

いし３－３の「②修正申告」欄及び別表３－４の「②更正請求」欄の順号１４又は１５の「必

要経費合計」のうち、上段の金額）を加算した金額である。 

(イ) 配当所得の金額 

 原告甲に係る各係争年分の配当所得の金額は、別表２③欄記載のとおり、平成１３年分が

９１２万０３６２円、平成１４年分が６８６万１６８７円、平成１５年分が６７０万４３８

５円、平成１６年分が６７０万４３８５円である。 

 なお、上記各金額は、原告甲が平成１３年分ないし平成１５年分の所得税の修正申告書及

び平成１６年分所得税の更正の請求書に記載した配当所得の金額（別表１－１の「修正申告」

欄及び別表１－２の「更正の請求」欄の配当所得の金額）と同額である。 

(ウ) 給与所得の金額 

 原告甲に係る各係争年分の給与所得の金額は、別表２④欄記載のとおり、平成１３年分が

９５９０万３０００円、平成１４年分が９３５２万８０００円、平成１５年分が８４３１万

３０００円、平成１６年分が９３５２万８０００円である。 

 なお、上記各金額は、原告甲が平成１３年分ないし平成１５年分の所得税の修正申告書及

び平成１６年分所得税の更正の請求書に記載した給与所得の金額（別表１－１の「修正申告」

欄及び別表１－２の「更正の請求」欄の給与所得の金額）と同額である。 

(エ) 雑所得の金額 

 原告甲に係る各係争年分の雑所得の金額は、別表２⑤欄記載のとおり、平成１４年分が６



62 

万６３００円、平成１５年分が２万７９２２円及び平成１６年分が５５００円である。 

 なお、上記各金額は、原告甲が平成１４年分及び平成１５年分の所得税の修正申告書及び

平成１６年分所得税の更正の請求書に記載した雑所得の金額（別表１－１の「修正申告」欄

及び別表１－２の「更正の請求」欄の雑所得の金額）と同額である。 

イ 所得控除額 

 原告甲に係る各係争年分の所得控除額は、別表２⑥欄記載のとおり、平成１３年分が２６２

万２０７６円、平成１４年分が２６４万８７１８円、平成１５年分が３５９万８６９０円、平

成１６年分が３７４万３６３６円である。 

 なお、上記各所得控除額の内訳は、別表２⑦ないし⑫欄記載のとおりであり、原告甲が平成

１３年分ないし平成１５年分の所得税の修正申告書及び平成１６年分所得税の更正の請求書

に記載した所得控除額と同額である。 

ウ 課税総所得金額 

 原告甲に係る各係争年分の課税総所得金額は、上記アの総所得金額から同イの所得控除額を

控除した金額に、通則法１１８条１項の規定を適用して１０００円未満の端数を切り捨てた金

額であり、別表２⑬欄記載のとおり、平成１３年分が１億１５５５万３０００円、平成１４年

分が１億１２９６万円、平成１５年分が１億００５１万２０００円、平成１６年分が１億０８

８５万９０００円である。 

エ 算出税額 

 原告甲に係る各係争年分の算出税額は、上記ウの課税総所得金額に所得税法８９条１項（負

担軽減措置法４条による。）の規定を適用して算出したものであり、別表２⑭欄記載のとおり、

平成１３年分が４０２６万４６１０円、平成１４年分が３９３０万５２００円、平成１５年分

が３４６９万９４４０円及び平成１６年分が３７７８万７８３０円である。 

オ 配当控除額 

 原告甲に係る各係争年分の配当控除額は、上記ア(イ)の各係争年分の配当所得の金額に、所

得税法９２条１項の規定を適用して算出したものであり、別表２⑮欄記載のとおり、平成１３

年分が４５万６０１９円、平成１４年分が３４万３０８５円、平成１５年分が３３万５２２０

円、平成１６年分が３３万５２１９円である。 

 なお、上記各配当控除額は、原告甲が平成１３年分ないし平成１５年分の所得税の修正申告

書及び平成１６年分所得税の更正の請求書に記載した配当控除額と同額である。 

カ 定率減税額 

 原告甲に係る各係争年分の所得税については、負担軽減措置法６条の規定に基づき、別表２

⑰欄記載のとおり、それぞれ２５万円が定率減税額として控除される。 

キ 源泉徴収税額 

 原告甲に係る各係争年分の源泉徴収税額は、別表２⑱欄記載のとおり、平成１３年分が３３

８２万０８４６円、平成１４年分が３２５３万６１９７円、平成１５年分が２９１６万９８４

１円、平成１６年分が３２５７万７９９９円である。 

 なお、上記各金額は、原告甲が平成１３年分ないし平成１５年分の所得税の修正申告書及び

平成１６年分所得税の更正の請求書に記載した源泉徴収税額と同額である。 

ク 納付すべき税額 

 原告甲に係る各係争年分の納付すべき税額は、上記エの算出税額から同オの配当控除額及び
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同カの定率減税額並びに同キの源泉徴収税額を控除した金額に通則法１１９条１項の規定を

適用して、１００円未満の端数を切り捨てた金額であり、別表２⑲欄記載のとおり、平成１３

年分が５７３万７７００円、平成１４年分が６１７万５９００円、平成１５年分が４９４万４

３００円、平成１６年分が４６２万４６００円である。 

(2) 原告甲各更正処分及び原告甲１６年分通知処分の適法性 

 被告が本訴において主張する原告甲の各係争年分に係る所得税の納付すべき税額は、前記(1)

クで述べた金額であるところ、平成１３年分ないし平成１５年分は、原告甲各更正処分（いずれ

も原告甲各再更正処分により減額された後のもの）による納付すべき税額といずれも同額である

から、当該各更正処分は適法であり、また、原告甲の平成１６年分の確定申告による納付すべき

税額は、被告主張額の範囲内であるから、原告甲１６年分通知処分は適法である。 

(3) 原告甲各賦課決定処分の根拠 

 原告甲の平成１３年分ないし平成１５年分の過少申告加算税の額は、原告甲各更正処分により

納付すべき税額（別表１－１の各年に係る「更正及び賦課決定（Ｈ１７．２．１５）」欄の「納

付すべき税額」と「修正申告」欄の「納付すべき税額」の差額［ただし、通則法１１９条１項の

規定により１００円未満の端数を切り捨てた後のもの。平成１３年分が９２８万２８００円、平

成１４年分が９０６万３０００円、平成１５年分が８４５万９２００円］）に、通則法１１８条

３項の規定により１万円未満の端数を切り捨て、通則法６５条１項の規定により１００分の１０

の割合を乗じて算出した金額（平成１３年分が９２万８０００円、平成１４年分が９０万６００

０円、平成１５年分が８４万５０００円）から、原告甲再更正処分により減少した税額（別表１

－１の各年に係る「更正及び賦課決定（Ｈ２０．５．１４）」欄の「納付すべき税額」と「更正

及び賦課決定（Ｈ１７．２．１５）」欄の「納付すべき税額」との差額［平成１３年分が１４１

万０４００円、平成１４年分が８５万０２００円、平成１５年分が３６万０８００円］）に、通

則法１１８条３項の規定により１万円未満の端数を切り捨て、通則法６５条１項の規定により１

００分の１０の割合を乗じて算出した金額（平成１３年分が１４万１０００円、平成１４年分が

８万５０００円、平成１５年分が３万６０００円］）を減算した金額であり、平成１３年分が７

８万７０００円、平成１４年分が８２万１０００円、平成１５年分が８０万９０００円となる。 

(4) 原告甲賦課決定処分の適法性 

 被告が主張する原告甲各更正処分（いずれも原告甲各再更正処分により減額された後のもの）

に伴って賦課されるべき過少申告加算税の額は、前記(3)のとおりであり、これらの金額は、原

告甲各変更決定処分により減額された過少申告加算税の額といずれも同額である。また、当該過

少申告について、通則法６５条４項にいう正当な理由があるとは認められない。 

 したがって、原告甲各賦課決定処分（いずれも原告甲各変更決定処分により減額された後のも

の）はいずれも適法である。 

２ 平成１７年分 

(1) 被告主張額の根拠 

ア 総所得金額（別表５①） １億２３５１万５４２０円 

 上記金額は、下記(ア)ないし(ウ)の金額の合計金額である。 

(ア) 不動産所得の金額（別表５②） １３１０万６３５５円 

 当該金額の内訳は、別表６の「③被告主張額」欄記載のとおりであり、原告甲が平成１７

年分所得税の更正の請求書に記載した不動産所得の金額（別表６の「②更正請求」欄の順号
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１８「不動産所得金額」の金額）から、本件不動産賃貸事業(C)に係る収入金額（別表６の

「②更正請求」欄の順号２「米国不動産賃貸」の金額）を減算し、本件不動産賃貸事業(C)

に係る必要経費の金額（別表６の「②更正請求」欄の順号１４「必要経費合計」のうち、上

段の金額）を加算した金額である。 

(イ) 配当所得の金額（別表５③） ２６０９万６０６５円 

 上記金額は、原告甲が平成１７年分所得税の更正の請求書に記載した配当所得の金額（別

表４の「更正の請求」欄の配当所得の金額）である。 

(ウ) 給与所得の金額（別表５④） ８４３１万３０００円 

 上記金額は、原告甲が平成１７年分所得税の更正の請求書に記載した給与所得の金額（別

表４の「更正の請求」欄の給与所得の金額）である。 

イ 所得控除額（別表５⑤） ３７３万５３５７円 

 上記金額の内訳は、別表５⑥ないし⑪欄記載のとおりであり、原告甲が平成１７年分所得税

の更正の請求書に記載した所得控除額である。 

ウ 課税総所得金額（別表５⑫） １億１９７８万００００円 

 上記金額は、上記アの総所得金額から上記イの所得控除額を控除した金額に、通則法１１８

条１項の規定を適用して１０００円未満の端数を切り捨てた金額である。 

エ 算出税額（別表５⑬） ４１８２万８６００円 

 上記金額は、上記ウの課税総所得金額に、所得税法８９条１項（負担軽減措置法４条による。）

の規定を適用して算出したものである。 

オ 配当控除額（別表５⑭） １３０万４８０３円 

 上記金額は、上記ア(イ)の配当所得の金額に、所得税法９２条１項の規定を適用して算出し

たもので、原告甲が平成１７年分所得税の更正の請求書に記載した配当控除額である。 

カ 定率減税額（別表５⑮） ２５万００００円 

 平成１７年分の所得税については、負担軽減措置法６条の規定に基づき、２５万円が定率減

税額として控除される。 

キ 源泉徴収税額（別表５⑯） ３３０５万７６６６円 

 上記金額は、原告甲が平成１７年分所得税の更正の請求書に記載した源泉徴収税額の金額で

ある。 

ク 納付すべき税額（別表５⑰） ７２１万６１００円 

 上記金額は、上記エの算出税額から同オの配当控除額及び同カの定率減税額並びに同キの源

泉徴収税額を控除した金額に通則法１１９条１項の規定を適用して、１００円未満の端数を切

り捨てた金額である。 

(2) 原告甲１７年分通知処分の適法性 

 被告が本訴において主張する原告甲の平成１７年分に係る所得税の納付すべき税額は、前記

(1)クで述べた金額であるところ、平成１７年分の原告甲の修正申告による納付すべき税額は、

６７６万９９００円であり、被告主張額の範囲内であるから、原告甲１７年分通知処分は適法で

ある。 

第２ 原告乙関係 

１ 平成１４年分ないし平成１６年分 

(1) 被告主張額の根拠 
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ア 総所得金額（別表８①） 

 原告乙に係る各係争年分の総所得金額は、下記(ア)ないし(オ)の金額の合計額であり、平成

１４年分が７１８８万７５９５円、平成１５年分が７１７６万４８８３円、平成１６年分が６

６０６万１８６７円である。 

(ア) 不動産所得の金額 

 原告乙に係る各係争年分の不動産所得の金額は、別表８②欄記載のとおり、平成１４年分

が２２７万４９８５円、平成１５年分が３７７万１０６３円、平成１６年分が２６０万２１

０７円である。 

 なお、上記金額の内訳は、別表９－１ないし９－３の「③被告主張額」欄記載のとおりで

あり、平成１４年分及び平成１５年分については、原告乙が平成１４年分所得税の更正の請

求書及び平成１５年分の所得税の修正申告書に記載した不動産所得の金額（別表９－１の

「②更正請求」欄及び別表９－２の「②修正申告」欄の順号１８「不動産所得金額」の金額）

から、本件不動産賃貸事業(P)に係る収入金額（別表９－１の「②更正請求」欄及び別表９

－２の「②修正申告」欄の順号２「米国不動産賃貸」の金額）、青色申告特別控除額（別表

９－１及び別表９－２の「③被告主張額」欄の順号１６「青色申告特別控除」の金額）及び

土地負債利子額（別表９－１の「②更正請求」欄及び別表９－２の「②修正申告」欄の順号

１７「加算する土地負債利子」の金額）を減算し、本件不動産賃貸事業(P)に係る必要経費

の金額（別表９－１の「②更正請求」欄及び別表９－２の「②修正申告」欄の順号１４「必

要経費合計」のうち、上段の金額）を加算した金額であり、平成１６年分については、原告

乙が平成１６年分所得税の更正の請求書に記載した不動産所得の金額（別表９－３の「②更

正請求」欄の順号１７「不動産所得金額」の金額）から、本件不動産賃貸事業(P)に係る収

入金額（別表９－３表の「②更正請求」欄の順号２「米国不動産賃貸」の金額）、別件の船

舶賃貸事業に係る必要経費の金額（別表９－３表の「③被告主張額」欄の順号１４「必要経

費合計」のうち、中段の金額）及び青色申告特別控除額（別表９－３の「③被告主張額」欄

の順号１６「青色申告特別控除」の金額）を減算し、これに、同船舶賃貸事業に係る収入金

額（別表９－３の「③被告主張額」欄の順号３「船舶事業」の金額）及び本件不動産賃貸事

業(P)に係る必要経費の金額（別表９－３の「②更正請求」欄の順号１４「必要経費合計」

のうち、上段の金額）を加算した金額である。 

(イ) 配当所得の金額 

 原告乙に係る各係争年分の配当所得の金額は、別表８③欄記載のとおり平成１４年分が９

２万３４６０円、平成１５年分が１０２万８１６０円、平成１６年分が１０２万８１６０円

である。 

 なお、原告乙が平成１４年分及び平成１６年分所得税の更正の請求書並びに平成１５年分

の所得税の修正申告書に記載した配当所得の金額（別表７の平成１４年分及び平成１６年分

の「更正の請求」欄、平成１５年分の「修正申告」欄の配当所得の金額）と同額である。 

(ウ) 給与所得の金額 

 原告乙に係る各係争年分の給与所得の金額は、別表８④欄記載のとおり、平成１４年分が

６８６８万０７５０円、平成１５年分が６４４３万１８７５円、平成１６年分が６２４０万

７９００円である。 

 なお、原告乙が平成１４年分及び平成１６年分所得税の更正の請求書並びに平成１５年分
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の所得税の修正申告書に記載した給与所得の金額（別表７の平成１４年分及び平成１６年分

は「更正の請求」欄、平成１５年分は「修正申告」欄の給与所得の金額）と同額である。 

(エ) 雑所得の金額 

 原告乙に係る各係争年分の雑所得の金額は、別表８⑤欄記載のとおり、平成１４年分が８

４００円、平成１５年分が３５１万８３２５円、平成１６年分が２万３７００円である。 

 なお、原告乙が平成１４年分及び平成１６年分所得税の更正の請求書並びに平成１５年分

の所得税の修正申告書に記載した雑所得の金額（別表７の平成１４年分及び平成１６年分は

「更正の請求」欄、平成１５年分は「修正申告」欄の雑所得の金額）と同額である。 

(オ) 分離短期譲渡所得の金額 

 原告乙の平成１５年分の分離短期譲渡所得の金額は、別表８⑥欄記載のとおり、マイナス

９８万４５４０円である。 

 なお、原告乙が平成１５年分の所得税の修正申告書に記載した分離短期譲渡所得の金額

（別表７の平成１５年分の「修正申告」欄の分離短期譲渡所得の金額）と同額である。 

イ 退職所得金額 

 原告乙の平成１４年分の退職所得金額は、別表８⑦欄記載のとおり、４８５５万円である。 

 なお、原告乙が平成１４年分所得税の更正の請求書に記載した退職所得金額（別表７の平成

１４年分の「更正の請求」欄の退職所得金額）と同額である。 

ウ 所得控除額 

 原告乙に係る各係争年分の所得控除額は、別表８⑧欄記載のとおり、平成１４年分が２０７

万５５３８円、平成１５年分が１９２万７０７６円、平成１６年分が２０３万０２３４円であ

る。 

 なお、上記各所得控除額の内訳は、別表８⑨ないし⑭のとおりであり、原告乙が平成１４年

分及び平成１６年分所得税の更正の請求書に記載した所得控除額の金額並びに平成１５年分

の所得税の修正申告書に記載した所得控除額に医療費控除１万８２５２円を加算した金額で

ある。 

エ 課税総所得金額 

 原告乙に係る本件各係争年分の課税総所得金額は、上記アの総所得金額から上記ウの所得控

除額を控除した金額に、通則法１１８条１項の規定を適用して１０００円未満の端数を切り捨

てた金額であり、別表８⑮欄記載のとおり、平成１４年分が６９８１万２０００円、平成１５

年分が６９８３万７０００円、平成１６年分が６４０３万１０００円である。 

オ 課税退職所得金額 

 原告乙の平成１４年分の課税退職所得金額は、別表８⑯欄記載のとおり、４８５５万円であ

り、原告乙が平成１４年分所得税の更正の請求書に記載した課税退職所得金額と同額である。 

カ 算出税額 

 原告乙に係る各係争年分の算出税額は、上記エの課税総所得金額及び同オの課税退職所得金

額に、それぞれ所得税法８９条１項（負担軽減措置法４条による。）の規定を適用して算出し

た金額の合計額であり、別表８⑲欄記載のとおり、平成１４年分が３８８１万３９４０円、平

成１５年分が２３３４万９６９０円、平成１６年分が２１２０万１４７０円である。 

キ 配当控除額 

 原告乙に係る各係争年分の配当控除額は、上記ア(イ)の各係争年分の配当所得の金額に、所
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得税法９２条１項の規定を適用して算出したものであり、別表８⑳欄記載のとおり、平成１４

年分が４万６１７３円、平成１５年分が５万１４０８円、平成１６年分が５万１４０８円であ

る。 

 上記各配当控除額は、原告乙が平成１４年分及び平成１６年分所得税の更正の請求書並びに

平成１５年分の所得税の修正申告書に記載した配当控除額と同額である。 

ク 定率減税額 

 原告乙に係る本件各係争年分の所得税については、負担軽減措置法６条の規定に基づき、別

表８あ欄記載のとおり、それぞれ２５万円が定率減税額として控除される。 

ケ 源泉徴収税額 

 原告乙に係る本件各係争年分の源泉徴収税額は、別表８ぃ欄記載のとおり、平成１４年分が

４００５万７８３２円、平成１５年分が２３２８万９１４５円、平成１６年分が２１８７万８

３３２円である。 

 なお、上記金額は、原告乙が平成１４年分及び平成１６年分所得税の更正の請求書並びに平

成１５年分の所得税の修正申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。 

コ 納付すべき税額 

 原告乙に係る本件各係争年分の納付すべき税額は、上記カの算出税額から、同キの配当控除

額及び同クの定率減税額並びに同ケの源泉徴収税額を控除した金額であり、別表８い欄記載の

とおり、平成１４年分がマイナス１５４万００６５円、平成１５年分がマイナス２４万０８６

３円、平成１６年分がマイナス９７万８２７０円である。 

(2) 原告乙１４年分更正処分、原告乙１５年分更正処分及び原告乙１６年分通知処分の適法性 

 被告が主張する原告乙の各係争年分に係る納付すべき税額は、前記(1)コで述べた金額である

ところ、平成１４年分は、原告乙１４年分更正処分（原告乙再更正処分により減額された後のも

の）による納付すべき税額と同額であるから、当該更正処分は適法であり、また、原告乙１５年

分更正処分及び原告乙の平成１６年分の確定申告による納付すべき税額は、いずれも被告主張額

の範囲内であるから、原告乙１５年分更正処分及び原告乙１６年分通知処分はいずれも適法であ

る。 

(3) 原告乙平成１５年分賦課決定処分の根拠 

 原告乙の平成１５年分の過少申告加算税の額は、原告乙１５年分更正処分により新たに納付す

べき税額（別表７の「平成１５年分」の「更正等処分」欄の「納付すべき税額」マイナス２６万

８６１３円と、「修正申告」欄の「納付すべき税額」マイナス８９１万９５８３円の差額である

８６５万０９７０円［ただし、通則法１１９条１項の規定により１００円未満の端数を切り捨て

た後のもの。］）に、通則法１１８条３項の規定により１万円未満の端数を切り捨て、通則法６５

条１項の規定により１００分の１０の割合を乗じて算出した金額であり、８６万５０００円とな

る。 

(4) 原告乙１５年分賦課決定処分の適法性 

 被告が主張する原告乙１５年分更正処分に伴って賦課されるべき過少申告加算税の額は、前記

(3)のとおりであり、原告乙１５年分賦課決定処分における過少申告加算税の額と同額である。

また、当該過少申告について、通則法６５条４項にいう正当な理由があるとは認められない。 

 したがって、原告乙１５年分賦課決定処分は適法である。 

２ 平成１７年分 
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(1) 被告主張額の根拠 

ア 総所得金額（別表１１①） ６６７４万７２８０円 

 上記金額は、下記(ア)ないし(エ)の金額の合計金額である。 

(ア) 不動産所得の金額（別表１１②） ４８１万４２９５円 

 当該金額の内訳は、別表１２の「③被告主張額」欄記載のとおりであり、原告乙が平成１

７年分所得税の更正の請求書に記載した不動産所得の金額（別表１２の「②更正請求」欄の

順号１８「不動産所得金額」の金額）から、本件不動産賃貸事業(P)に係る収入金額（別表

１２の「②更正請求」欄の順号２「米国不動産賃貸」の金額）及び別件の船舶賃貸事業に係

る必要経費の金額（別表１２の「③被告主張額」欄の順号１４「必要経費合計」のうち、中

段の金額）を減算し、同船舶賃貸事業に係る収入金額（別表１２の「③被告主張額」欄の順

号３「船舶事業」の金額）及び本件不動産賃貸事業(P)に係る必要経費の金額（別表１２の

「②更正請求」欄の順号１４「必要経費合計」のうち、上段の金額）を加算した金額である。 

(イ) 配当所得の金額（別表１１③） １０２万５７６０円 

 上記金額は、原告乙が平成１７年分所得税の更正の請求書に記載した配当所得の金額（別

表１０の「更正の請求」欄の配当所得の金額）である。 

(ウ) 給与所得の金額（別表１１④） ６０９０万２６２５円 

 上記金額は、原告乙が平成１７年分所得税の更正の請求書に記載した給与所得の金額（別

表１０の「更正の請求」欄の給与所得の金額）である。 

(エ) 雑所得の金額（別表１１⑤） ４６００円 

 上記金額は、原告乙が平成１７年分所得税の更正の請求書に記載した金額（別表１０の「更

正の請求」欄の雑所得の金額）である。 

イ 所得控除額（別表１１⑥） ２０２万１８７６円 

 上記金額の内訳は、別表１１⑦ないし⑪欄記載のとおりであり、原告乙が平成１７年分所得

税の更正の請求書に記載した所得控除額である。 

ウ 課税総所得金額（別表１１⑫） ６４７２万５０００円 

 上記金額は、上記アの総所得金額から同イの所得控除額を控除した金額に、通則法１１８条

１項の規定を適用して１０００円未満の端数を切り捨てた金額である。 

エ 算出税額（別表１１⑬） ２１４５万８２５０円 

 上記金額は、上記ウの課税総所得金額に、所得税法８９条１項（負担軽減措置法４条による。）

の規定を適用して算出したものである。 

オ 配当控除額（別表１１⑭） ５万１２８８円 

 上記金額は、上記ア(イ)の配当所得の金額に、所得税法９２条１項の規定を適用して算出し

たもので、原告乙が平成１７年分所得税の更正の請求書に記載した配当控除額である。 

カ 定率減税額（別表１１⑮） ２５万００００円 

 平成１７年分の所得税については、負担軽減措置法６条の規定に基づき、２５万円が定率減

税額として控除される。 

キ 源泉徴収税額（別表１１⑯） ２１２４万３５８７円 

 上記金額は、原告乙が平成１７年分所得税の更正の請求書に記載にした源泉徴収税額の金額

である。 

ク 納付すべき税額（別表１１⑰） マイナス８万６６２５円 
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 上記金額は、上記エの算出税額から同オの配当控除額及び同カの定率減税額並びに同キの源

泉徴収税額を控除した金額である。 

(2) 原告乙１７年分通知処分の適法性 

 被告が主張する原告乙の平成１７年分に係る所得税の納付すべき税額は、前記(1)クで述べた

金額であるところ、平成１７年分の原告乙の確定申告による納付すべき税額は、マイナス８３万

３２８５円であり、被告主張額の範囲内であるから、原告乙１７年分通知処分は適法である。 

第３ 原告丁関係 

１ 平成１３年分ないし平成１５年分 

(1) 被告の主張の根拠 

ア 総所得金額 

 亡丙に係る各係争年分の総所得金額は、下記(ア)ないし(オ)の金額の合計金額であり、別表

１４①欄記載のとおり、平成１３年分が４７９６万０５２５円、平成１４年分が５２９２万９

５３３円、平成１５年分が４７３６万４８３８円である。 

(ア) 不動産所得の金額 

 亡丙に係る各係争年分の不動産所得の金額は、別表１４②欄記載のとおり、平成１３年分

が４７４１万０５２５円、平成１４年分が５２１９万１２３３円、平成１５年分が４５７１

万４０３６円であり、その内訳は、別表１５－１ないし別表１５－３（以下、併せて「別表

１５」という。）「不動産所得金額計算表」の「②被告主張額」欄記載のとおりである。 

 なお、亡丙が確定申告書に計上した不動産所得の収入金額及び必要経費の内訳は、別表１

５の「①確定申告」欄のとおりである。 

(イ) 配当所得の金額 

 亡丙の平成１５年分の配当所得の金額は、別表１４③欄記載のとおり、３７万５６００円

である。 

(ウ) 給与所得の金額 

 亡丙に係る各係争年分の給与所得の金額は、別表１４④欄記載のとおり、平成１３年分な

いし平成１５年分のいずれも５５万円である。 

(エ) 雑所得の金額 

 亡丙の平成１４年分の雑所得の金額は、亡丙が平成１４年分の所得税の確定申告書に記載

した雑所得２８万８５１２円から、米国所在の不動産に関して計上した１０万０２１２円を

減算した金額であり、別表１４⑤欄記載のとおり、１８万８３００円である。 

 亡丙の平成１５年分の雑所得の金額は、亡丙が平成１５年分の所得税の確定申告書に記載

した雑所得１２万４１００円から、米国所在の不動産に関して計上した同額を減算した金額

であり、別表１４⑤記載のとおり、０円である。 

(オ) 一時所得の金額 

 亡丙の平成１５年分の一時所得の金額は、別表１４⑥欄記載のとおり、７２万５２０２円

である。 

イ 所得控除額 

 亡丙に係る各係争年分の所得控除額は、別表１４⑦欄記載のとおり、平成１３年分が１６０

万９９８４円、平成１４年分が１３２万８０７８円、平成１５年分が１１７万５７３９円であ

り、上記各所得控除額の内訳は、別表１４⑧ないし⑮欄記載のとおりである。 
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ウ 課税総所得金額 

 亡丙に係る各係争年分の課税総所得金額は、上記アの総所得金額から同イの所得控除額を控

除した金額に、通則法１１８条１項の規定を適用して１０００円未満の端数を切り捨てた金額

であり、別表１４⑯欄記載のとおり、平成１３年分が４６３５万円、平成１４年分が５１６０

万１０００円、平成１５年分が４６１８万９０００円である。 

エ 算出税額 

 亡丙に係る各係争年分の算出税額は、上記ウの課税総所得金額に所得税法８９条１項（負担

軽減措置法４条による。）の規定を適用して算出したものであり、別表１４⑰欄記載のとおり、

平成１３年分が１４６５万９５００円、平成１４年分が１６６０万２３７０円、平成１５年分

が１４５９万９９３０円である。 

オ 配当控除額 

 亡丙の平成１５年分の配当控除額は、上記ア(イ)の配当所得の金額に、所得税法９２条１項

の規定を適用して算出したものであり、別表１４⑳欄記載のとおり、３０円である。 

カ 定率減税額 

 亡丙に係る各係争年分の所得税については、負担軽減措置法６条の規定に基づき、別表１４

あ欄記載のとおり、それぞれ２５万円が定率減税額として控除される。 

キ 源泉徴収税額 

 亡丙に係る各係争年分の源泉徴収税額は、別表２ぃ欄記載のとおり、平成１３年分が２５０

０円、平成１４年分が３万円、平成１５年分が１０万５１２０円である。 

ク 納付すべき税額 

 亡丙に係る各係争年分の納付すべき税額は、上記エの算出税額から同オの配当控除額（平成

１５年分）及び同カの定率減税額（平成１３年分ないし平成１５年分）並びに同キの源泉徴収

税額を控除した金額に通則法１１９条１項の規定を適用して、１００円未満の端数を切り捨て

た金額であり、別表１４い欄記載のとおり、平成１３年分が１４４０万７０００円、平成１４

年分が１６３２万２３００円、平成１５年分が１４２４万４７００円である。 

(2) 原告丁各更正処分の適法性 

 被告が主張する亡丙の各係争年分に係る所得税の納付すべき税額は、前記(1)クで述べた金額

であるところ、原告丁各更正処分による納付すべき税額といずれも同額であるから、原告丁各更

正処分は、いずれも適法である。 

(3) 原告丁各賦課決定処分の根拠 

 亡丙の平成１３年分ないし平成１５年分の過少申告加算税の額は、原告丁各更正処分により新

たに納付すべき税額（別表１３の各年に係る「更正及び賦課決定」欄の「納付すべき税額」と「確

定申告」欄の「納付すべき税額」の差額であり、平成１３年分が１４１６万４５００円、平成１

４年分が１５５２万２１００円、平成１５年分が１４１７万２８００円となる。）に、通則法１

１８条３項の規定により１万円未満の端数を切り捨て、通則法６５条１項の規定により１００分

の１０の割合を乗じて算出した金額及び同２項の規定により期限内申告税額に相当する金額と

５０万円とのいずれか多い金額を超える部分の税額（平成１３年分が１３６６万４５００円、平

成１４年分が１４６９万１９００円、平成１５年分が１３６７万２８００円。ただし、通則法１

１８条３項の規定により１万円未満の端数を切り捨てた後のもの。）に１００分の５の割合を乗

じて算出した金額の合計であり、平成１３年分が２０９万９０００円、平成１４年分が２２８万



71 

６５００円、平成１５年分が２１０万０５００円となる。 

(4) 原告丁各賦課決定処分の適法性 

 被告が主張する原告丁各更正処分に伴って賦課されるべき過少申告加算税の額は、前記(3)の

とおりであり、これらの金額は、原告丁各賦課決定処分における過少申告加算税の額といずれも

同額である。また、当該過少申告について、通則法６５条４項にいう正当な理由があるとは認め

られない。 

 したがって、原告丁各賦課決定処分はいずれも適法である。 

２ 平成１６年分及び平成１７年分 

(1) 被告主張額の根拠 

ア 総所得金額 

 亡丙に係る各係争年分の総所得金額は、下記(ア)ないし(エ)の金額の合計金額であり、別表

１７①欄記載のとおり、平成１６年分が４３５６万８５３３円、平成１７年分が１８５８万４

９７６円である。 

(ア) 不動産所得の金額 

 亡丙に係る各係争年分の不動産所得の金額は、別表１７②欄記載のとおり、平成１６年分

が４２２５万９２３３円、平成１７年分が１７２８万４１７６円であり、その内訳は、別表

１８－１「不動産所得金額計算表」の「③被告主張額」欄及び別表１８－２「不動産所得金

額計算表」の「④被告主張額」欄記載のとおりである。 

(イ) 配当所得の金額 

 亡丙に係る各係争年分の配当所得の金額は、別表１７③欄記載のとおり、平成１６年分が

７５万０６００円、平成１７年分が７５万０８００円である。 

(ウ) 給与所得の金額 

 亡丙に係る各係争年分の給与所得の金額は、別表１７④欄記載のとおり、平成１６年分が

５５万円、平成１７年分が５５万円である。 

(エ) 雑所得の金額 

 亡丙に係る各係争年分の雑所得の金額は、別表１７⑤欄記載のとおり、平成１６年分が８

７００円である。 

イ 分離長期譲渡所得金額 

 亡丙の平成１７年分の分離長期譲渡所得金額は、別表１７⑥欄記載のとおり、９０２１万２

３９７円である。 

ウ 所得控除額 

 亡丙に係る各係争年分の所得控除額は、別表１７⑦欄記載のとおり、平成１６年分が１１１

万８２９１円、平成１７年分が１０８万０６３９円であり、別表１７⑧ないし⑬欄の金額の合

計金額である。 

エ 課税総所得金額 

 亡丙に係る各係争年分の課税総所得金額は、上記アの総所得金額から同ウの所得控除額を控

除した金額に、通則法１１８条１項を適用して１０００円未満の端数を切り捨てた金額であり、

別表１７⑭欄記載のとおり、平成１６年分が４２４５万円、平成１７年分が１７５０万４００

０円である。 

オ 課税分離長期譲渡所得金額 
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 亡丙の平成１７年分の課税分離長期譲渡所得金額は、上記イの分離長期譲渡所得金額に、通

則法１１８条１項を適用して１０００円未満の端数を切り捨てた金額であり、別表１７⑮欄記

載のとおり、９０２１万２０００円である。 

カ 算出税額 

 亡丙に係る各係争年分の算出税額は、上記エの課税総所得金額に所得税法８９条１項（負担

軽減措置法４条による。）を適用して算出した金額（別表１７⑯欄記載のとおり）と、上記オ

の課税分離長期譲渡所得金額に租税特別措置法３１条１項を適用して算出した金額（別表１７

⑰欄記載のとおり）の合計であり、別表１７⑱記載のとおり、平成１６年分が１３２１万６５

００円、平成１７年分が１７５５万３０００円である。 

キ 配当控除額 

 亡丙に係る各係争年分の配当控除額は、上記ア(イ)の本件各係争年分の配当所得の金額に、

所得税法９２条１項を適用して算出したものであり、別表１７⑲欄記載のとおり、平成１６年

分が３０円、平成１７年分が４０円である。 

ク 定率減税額 

 亡丙に係る各係争年分の所得税については、負担軽減措置法６条に基づき、別表１７⑳欄記

載のとおり、それぞれ２５万円が定率減税額として控除される。 

ケ 源泉徴収税額 

 亡丙に係る各係争年分の源泉徴収税額は、別表１７あ欄記載のとおり、平成１６年分が１８

万０１２０円、平成１７年分が１８万０１６０円である。 

コ 納付すべき税額 

 亡丙に係る各係争年分の納付すべき税額は、上記カの算出税額から同キの配当控除額及び同

クの定率減税額並びに同ケの源泉徴収税額を控除した金額に、通則法１１９条１項を適用して

１００円未満の端数を切り捨てた金額であり、別表１７ぃ欄記載のとおり、平成１６年分が１

２７８万６３００円、平成１７年分が１７１２万２８００円である。 

(2) 原告丁各通知処分の適法性 

 被告が主張する亡丙の各係争年分に係る所得税の納付すべき税額は、上記(1)コで述べた金額

であるところ、原告丁各通知処分（ただし、平成２１年６月２３日付け更正処分により減額され

た後のもの）による納付すべき税額といずれも同額であるから、当該各通知処分はいずれも適法

である。 
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別紙９ 

当事者の主張の要旨 

 

１ 本案前の争点（本件予備的追加的変更に係る訴えの適法性・Ｂ事件） 

（被告の主張） 

(1) 不服申立て前置について 

ア 更正処分は、課税庁が課税要件事実を全体的に見直し、申告に係る部分も含めて全体としての

税額を総額的に確定する処分であり、通知処分は、新たに税額を確定する効果はないが、納税者

の更正の請求に対し減額更正を拒否し、申告税額等について減額を認めないことを確認する効果

を有する処分である。通知処分と増額更正は、飽くまで別個独立の処分であり、処分の理由も異

なるのであるから、実体法上当然に一方が他方に吸収されるものではない。そして、通知処分及

び増額更正の双方について適法に取消訴訟が提起された場合に初めて、審判の矛盾・抵触を避け

るため、通知処分は増額更正に包摂され、訴訟上吸収されると解されるのであって、その前の段

階において、両処分は併存するのであるから、処分の確定を妨げるためには、それぞれについて、

不服申立てを行った上、出訴期間内に取消訴訟を提起する必要があるというべきである。 

イ また、国税に関する処分について不服申立て前置を要求している（通則法１１５条１項本文）

のは、国税に関する処分については、課税標準の認定が複雑かつ専門的であるため、司法審査を

行う前に、専門的な知識と経験を有する行政庁に再検討の機会を与え、その自主的解決を期待す

ることと同時に、大量かつ反復的に行われる国税に関する処分について、訴訟が大量に提起され

ることを回避するとともに、税務行政の統一的、安定的運用を図ることを可能とすることも目的

とするものである。 

 本件においては、原告乙１４年分通知処分は、本件不動産賃貸事業(P)に係る不動産所得の損

失（以下「本件ＬＰＳ(P)損失」という。）について損益通算をすべき更正請求について、更正す

べき理由がない旨を通知したものであり、他方、原告乙１４年分更正処分は、原告乙の行った船

舶リース事業で発生した損失（以下「船舶リース事業損失」という。）を不動産所得との合算を

認めず、原告乙の不動産所得の金額を増額する更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をし

たものであり、原告乙１４年分通知処分に係る争点とは異なる理由で更正処分等が行われている

のである。かかる別個の理由に基づく更正がされている原告乙１４年分更正処分について、改め

て行政庁の再検討を促すべきことが、上記の不服申立前置制度の趣旨に照らして要請されていた

というべきである。 

ウ よって、本件予備的追加的変更に係る訴えは、不適法である。 

(2) 出訴期間の経過について 

 通知処分と増額更正は別個独立の処分であり、双方につき適法に取消訴訟が提起されるまでは、

両処分が併存し、それぞれ個別に不服申立ての対象となるのであるから、出訴期間についても個別

に進行すると解すべきである。そのように解しても、各処分ごとに不服申立手続に関する教示がさ

れていることからすると、納税者の不利益になるとはいえない。 

 更正処分は、課税庁が課税要件事実を全体的に見直し、申告に係る部分も含めて全体としての税

額を総額的に確定する処分であり、通知処分は、新たに税額を確定する効果はないが、納税者の更

正の請求に対し、申告納税額等について減額を認めないことを確認する効果を有する別個独立の処

分であることから、両者は異なる。そして、上記のとおり、原告乙１４年分通知処分と原告乙１４
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年分更正処分とはそれぞれ処分の理由が異なるから、訴え変更後の新請求に係る訴えを当初の訴え

提起の時に提起されたものと同視し、出訴期間の遵守において欠けるところがないと解すべき特段

の事情があると見ることはできない。 

（原告乙の主張） 

(1) 不服申立て前置について 

ア 通則法１１５条１項本文が不服申立ての前置を要求した趣旨は、①専門的な知識と経験を有す

る審査庁に国税に関する処分の当否について再検討させる機会を与えること、及び②所定の期間

内に不服申立てがされない限り、当該処分の効果を前提として、その後の徴収事務等を行うこと

を可能とし、税務行政の安定を図ることにある。他方、同項ただし書が明文をもって例外事由を

規定したのは、形式的に不服申立てが前置されていない場合であっても、同項本文の趣旨に照ら

して、具体的・実質的な観点から検討して、当該訴えがその趣旨に反していない場合には、例外

的に納税者を救済するためである。それゆえ、同項ただし書の「正当な理由」があるか否かの判

断に当たっては、形式的に不服申立てが前置されていないという事実は一旦捨象した上で、飽く

までも当該事案に即して具体的・実質的に見て、当該訴えを適法と解することが同項本文の趣旨

に反するのか否かという観点から検討を行うことが必要である。 

イ 本件では、原告乙１４年分通知処分は、平成１７年２月２５日金曜日に、原告乙１４年分更正

処分は、開庁日としては翌日に当たる同月２８日月曜日にされており、これら各処分は、実質的

に、１つの判断に基づいた１つの処分であると評価できる。そうすると、具体的・実質的には、

原告乙１４年分通知処分を争うことは原告乙１４年分更正処分をも争うことに等しく、原告乙１

４年分通知処分とは別個独立に原告乙１４年分更正処分を争わせることにより、行政庁に再検討

の機会を付与すべきことについての合理性はないというべきである。 

 したがって、本件においては、本件予備的追加的変更に係る訴えについて「正当な理由」がな

いと判断することは著しく不合理である。 

ウ また、通知処分を取り消す旨の判決が確定すれば、税務署長は、後の増額更正の有無にかかわ

らず、判決に従って総額的に正しい税額の確定行為としての減額更正を行うことになるところ、

本件では、原告乙が先行処分である原告乙１４年分通知処分を争っている以上、後行処分である

原告乙１４年分更正処分が確定することはなく、また、上記イのとおり、これら各処分は実質的

に１つの処分であると評価できる以上、その先行処分が争われている場合は後行処分についても

実質的には争われていることと同視でき、税務行政の安定化の要請は既に失われているといえる。 

 したがって、税務行政の安定化の要請から、本件予備的追加的変更に係る訴えについて「正当

な理由」がないと判断することは著しく不合理である。 

エ そして原告乙１４年分通知処分と原告乙１４年分更正処分とは、次に述べるとおり、(ア)各処

分が処分の理由を共通にし、(イ)不服申立てにおいて攻撃する点も専ら共通の処分理由に対する

ものであり、(ウ)かつ、それに対する行政庁等の判断が１つの処分に対する不服申立手続におい

て既に示されていて変更の余地がないから、原告乙１４年分更正処分を争う本件予備的追加的変

更に係る訴えには「正当な理由」があるというべきである。 

(ア) 処分の理由が共通であること 

 原告乙１４年分通知処分は、原告乙が本件ＬＰＳ(P)を通じてした米国不動産事業から生じ

た損失（本件ＬＰＳ(P)損失）について、刈谷税務署長が所得税法上の損益通算を認めず、原

告がした更正の請求に理由がない旨を判断したものである。他方、原告乙１４年分更正処分は、
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同じく本件ＬＰＳ(P)損失及び原告がこれとは無関係に行っていた船舶リース事業損失につい

て、刈谷税務署長が所得税法上の損益通算を認めず、更正処分及び過少申告加算税賦課決定処

分をしたものであり、本件ＬＰＳ(P)損失について所得税法上の損益通算を認めないとの理由

は、これら各処分に共通している。 

(イ) 不服申立てにおいて攻撃する点が共通の処分理由に対するものであること 

 原告乙は、原告乙１４年分通知処分につき、本件各ＬＰＳ(P)損失について所得税法上の損

益通算を認められなかったことを争い、また、原告乙１４年分更正処分についても、同じ本件

ＬＰＳ(P)損失について所得税法上の損益通算を認められなかったことは争っているが、船舶

リース事業損失について所得税法上の損益通算を認められなかったことについては一貫して

争っていない。 

(ウ) 行政庁等の判断が１つの処分に対する不服申立手続において既に示されていて変更の余

地がないこと 

 原告乙１４年分通知処分と原告乙１４年分更正処分とは、上記のとおり実質的に１つの処分

であると評価できるところ、国税不服審判所も、原告乙１４年分通知処分に係る審査請求事件

において、原告乙１４年分更正処分を併せ審理の上、原告の審査請求を棄却しており、（国税

不服審判所平成１９年１月２２日裁決）、かかる結果に鑑みれば、結局、本件各ＬＰＳ(P)損失

について所得税法上の損益通算を認めないことにつき、刈谷税務署長や国税不服審判所長の判

断が変更される余地は全くなかったのである。 

(2) 出訴期間の経過について 

ア 「正当な理由」の存否は、出訴期間経過の原因など諸々の事情を総合して、遅れた出訴を許容

するのが社会通念上相当と評価できるかどうかという基準によるべきである。 

イ 本件では、原告乙は、平成１６年３月１５日、刈谷税務署長に対して本件ＬＰＳ(P)損失が計

上漏れであったとして更正の請求を行ったところ、平成１７年２月２５日、本件ＬＰＳ(P)損失

の損益通算は認められないという理由で原告乙１４年分通知処分を受け、これを争う必要がある

と認識した。 

 他方、刈谷税務署長は、原告乙に対し、開庁日としては翌日にあたる同月２８日、本件船舶リ

ース事業損失の損益通算も認めないとして原告乙１４年分更正処分を行った。原告乙１４年分更

正処分は、法的には、本件ＬＰＳ(P)損失及び船舶リース事業損失のいずれも損益通算を認めな

いこととして行われた処分であるが、原告乙からすれば、原告乙１４年分通知処分において本件

各ＬＰＳ(P)損失の損益通算を認めないという刈谷税務署長の判断が示された後、これとは別に

原告乙１４年分更正処分がなされたことから、当該更正処分は、船舶リース事業損失を認めない

趣旨でされたものと考えるのは無理からぬところであり、原告乙は、船舶リース事業損失の損益

通算が認められないことを争うつもりはなかったことから、原告乙１４年分更正処分を争う必要

があるとは認識しなかった。 

 原告乙が、このような認識を有するに至ったことを単なる法の不知にすぎないとして片付ける

ことは、原告のような、必ずしも法的に十分な知識を有しない納税者にとって極めて酷な結果と

なるのであって、社会通念上相当と評価することはできない。 

ウ なお、原告乙１４年分通知処分時に、処分に不服がある場合には当該処分を争うべきことが教

示されているが、その後に原告乙１４年分更正処分が出された時点では、当該更正処分に不服が

ある場合には、これを争うべきことが教示されるだけであり、通知処分がなされた後に更正処分
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がなされた場合に、どちらの処分を争えばよいかについては教示されない。教示制度は行政不服

審査制度の目的を果たすための法治国の本質的不可欠の制度であり、国民が権利利益の簡易迅速

な救済を受ける機会を拡張するという意味で極めて重要な制度であるところ、原告乙１４年分更

正処分に係る教示では、いかなる処分を争うべきか分かり易く示されておらず、教示制度の根本

的な目的は果たされていない。 

エ 以上の事情を総合すれば、予備的追加的変更に係る原告乙１４年分更正処分の取消しを求める

訴えは、出訴期間の関係では、当初の訴え（原告乙１４年分通知処分の取消しを求める訴え）の

時から既に提起されていたものと同視するのが相当であり、かつ当初の訴えについての出訴期間

は遵守されているから、原告は、出訴期間経過後であっても、原告乙１４年分更正処分の取消し

を求める訴えを提起できることについて正当な理由がある。 

２ 本案の争点（本件各処分の適法性＝損益通算の可否・全事件） 

(1) 本件各ＬＰＳの租税法上の法人該当性 

（被告の主張） 

ア 判断基準 

(ア) 我が国において、租税法上も私法上も法人の意義を定義付ける規定が存しないことを前提

として、我が国の私法の一般法である民法の解釈に基づき、法人とは「自然人以外のもので権

利義務の主体となることのできるもの」をいうと定義付け、その意義を明らかにした上で、こ

の法人の意義に基づき、外国の法令によって設立された事業体が、①その構成員の個人財産と

は区別された独自の財産を有するか否か、②その名において契約を締結し、その名において権

利を取得し義務を負うなど独立した権利義務の帰属主体となり得るか否か、③その権利義務の

ためにその名において訴訟当事者となり得るか否かという３つの判断基準を全て満たす場合

には、我が国私法上の法人に該当すると解すべきである。 

(イ) そもそも、どのような団体に法人格を付与するか、また、法人格を付与することによって

法人にどのような権利能力を認めるかは、それぞれの国家の立法政策の問題に帰するものであ

る。したがって、ある外国の法人制度が、我が国と同じものでないことも十分想定されるとこ

ろである。 

 原告らは、法人に権利能力が認められるのは法人格を与えられた効果であるから、事業体に

認められる権利能力の内容を法人該当性の判断基準とすることは誤りであるかのように主張

するが、法人制度が立法政策の問題に帰するのと同様に、どのような方法で法人格すなわち権

利能力を与えるかということも立法政策の問題である。この点、我が国においては、民法３３

条が法人法定主義を採っているところ、そもそも法人制度の目的は、ある集団に団体としての

権利能力を認めることであるから、我が国の法人法定主義も当該目的を達成するための手段・

方法の１つと位置付けられるものであり、我が国と法制度や法人制度の異なる外国においては、

我が国の法人法定主義とは異なる手段・方法で権利能力を認めることもあり得る。 

 また、外国と我が国の法人制度や法令用語の概念が異なることを前提とすれば、外国の法人

制度に基づいて与えられた法人格すなわち権利能力の内容と、我が国の法人に与えられている

法人格すなわち権利能力の内容とが異なる可能性のあることを否定することはできない。そう

すると、このような前提の下で外国の事業体が我が国の私法上の法人に該当するか否かを判断

するに当たっては、当該外国の事業体が（我が国の法人制度とは異なる可能性のある）外国の

法人制度に基づいて与えられる法人格ないし権利能力の内容が、我が国の法人制度において法
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人に与えられる法人格すなわち権利能力と同等の内容か否かを確認する必要があるというべ

きである。 

 以上のことからすると、外国の事業体が我が国の私法上の法人に該当するか否かを判断する

に当たっては、当該外国の事業体に与えられる権利能力の内容が我が国の私法上の法人に与え

られる権利能力の内容と同等と認められるか否かという基準により判断することが必要であ

る。 

 そして、外国の事業体が我が国の法人に認められる権利能力と同等の権利能力を有している

と認められるか否かを判断するに当たっては、当該事業体の設立準拠法が重視されるべきであ

ることはいうまでもないが、当該外国の法制度やその国が選択している法人制度が我が国とは

異なる可能性がある以上、当該事業体の設立準拠法の内容のみに着目して判断すれば足りると

まではいえない。 

 したがって、外国の事業体の法人該当性については、当該事業体の設立準拠法に加えて、設

立契約の内容、実際の活動実態、財産や権利義務の帰属状況等を考慮して、個別具体的に判断

する必要があるというべきである。 

(ウ) 原告らは、法人格の有無は専ら形式的な基準により判断されるべきであるとした上で、そ

の基準として、当該外国の事業体の根拠法において、その事業体が「corporation」、「body co

rporate」、「juristic person」又はこれらと同等の概念に該当するものと規定されているか否

かによるべきであると主張する。そして、米国法上の「corporation」と我が国の「法人」に

ついて、「同等のものと理解するのが合理的」としているところ、その根拠は、「米国法上の「c

orporation」は、日本法を設立準拠法とする「法人」と同じ法的性質を全て等しく有している。」

ことにある。しかし、この見解は、次のとおり失当である。 

 まず、原告らが我が国の法人と同等のものと理解されるという「corporation」に加えて、「b

ody corporate｣と｢juristic person」の２つを特に列挙する根拠が不明である上、「これらと

同等の概念」とはいかなるものか、その範囲が不明確である。原告らが、米国における法人制

度（corporation制度）において法人格を付与する規定の仕方には、使用される用語も含めて

様々な方法があり得ることを前提としているのであれば、どのような用語が「これらと同等の

概念」に該当するのかを検討する必要が生じ、その際は対象となる事業体の性質を規定する用

語の実質的な内容・概念を確認した上で判断するほかないと思われるから、もはや「専ら形式

的な基準」により判断できるものではないことになる。 

 また、米国の法人税においては「corporation」の範囲が不明確であり、過去においては、

課税上、法人との区別を行うためにキントナー規則と呼ばれる６つの基準に基づき個々の事業

体ごとに判断するという取扱いが行われていたが、その認定が極めて煩雑かつ複雑であったた

め、現在は企業の申告における選択にゆだねるチェック・ザ・ボックス制度が採用されるよう

になった。これによれば、米国内においてさえ、租税法上、「corporation」の概念に該当する

か否かを「専ら形式的な基準」により判断することは困難であるといえる。 

 結局、原告らは、外国の事業体の法人該当性を当該外国の事業体の根拠法においてその事業

体に法人格が与えられているか否かで判断するとしながら、その事業体の設立地における準拠

法等（本件においては州ＬＰＳ法）における「corporation」等の意義や法的性質については

具体的に明らかにしないまま、内容が一致しない可能性のあることを考慮せず、一般的な英米

法における「corporation」の概念やドイツ法における「juristic person」の概念について検
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討した結果のみを根拠として、「専ら形式的な基準」による判断が可能であるとする結論を導

き出そうとしているのであり、その過程における論証が欠けているといわざるを得ない。 

 原告らは、我が国の外国法人の意義ないし判断基準として、旧民法３３条及び３６条１項の

規定等を根拠として、①法律の規定により成立すること、②権利義務の主体となること、③社

団であること、④商事会社であることを挙げる。 

 これによれば、社団であるか否かは昭和３９年 判によって示された人格のない社団等に該

当するか否かの判断基準となる４要件を満たすか否かにより決することになるが、組合として

の実質を有し、上記４要件を満たすか否かについて見解が分かれ得る合名会社にも法人格が与

えられているように、根拠法により法人格が与えられている事業体が、常に社団に該当すると

はいえず、必ずしも社団の要件に該当しない事業体でも、法律により法人格を与えられれば法

人としての権利能力を有する。したがって、社団であることを我が国の法人該当性の要件の１

つであるとする原告らの主張は失当である。 

 さらに、原告らは、「外国法の規定により成立する」という要件は、旧民法３３条の定めと、

同法３６条１項が定める「外国法人」の解釈に由来するものであるとし、その内容については、

我が国における法人の典型例である株式会社と比較することにより、当事者間の契約により組

成されるものではなく、創設的に設立されるものでなければならず、このような要件を満たす

ためには、社団的な合同行為によって設立される必要があるとした上で、本件各ＬＰＳは合同

行為によって設立されるものではないから上記要件を満たさないと主張する。 

 しかし、旧民法３３条は法人法定主義を宣明したものあるが、文理上、この規定から直ちに、

原告らが主張するように、我が国の法人は「社団的な合同行為によって設立される必要がある」

という要件を読み取ることはできない。旧民法３６条も、具体的な成立要件として、創設的効

力を有する社団的な合同行為による設立が必要であることまで定めているとは解されない。よ

って、原告らの主張には論理の飛躍がある。 

(エ) さらに、以下のとおり、原告らの被告の主張に対する反論も失当である。 

ａ 原告らは、法人該当性の判断方法に関する被告の主張について、我が国私法上は、ある事

業体に法人格が付与されるか否かは、法律により「法人」と規定されるか否かのみによって

決せられるという法人法定主義が採られているのであって、我が国私法上の概念としての

「法人」の該当性判断基準ないし要件というものを解釈のみによって導き得るという、およ

そ我が国の法人法定主義の下では背理としかいえない独自の誤った見解に固執していると

批判する。 

 しかしながら、法人法定主義を採る民法３３条１項は、我が国において法人を「成立」さ

せる方法としていかなる立場を採るかに関し、団体の構成員の合意のみによって当該団体を

法人として成立させることを許すというような立場（自由設立主義）ではなく、民法その他

の我が国の国内法に基づく手続を経た場合に限って法人として成立するとの立場を採るこ

とを宣言するにとどまり、外国において当該外国の法令に基づいて成立した事業体が我が国

の私法上ないし租税法上の法人として取り扱われるか否かの問題を規律する規定ではない。 

 そして、被告は、外国において当該外国の法令に基づいて成立した事業体が上記(ア)①な

いし③の基準を全て満たす場合には我が国私法上ないし租税法上の法人として取り扱われ

ると主張するものであるが、ここで「法人として取り扱われる」という場合の「法人」とは、

我が国の国内法（私法）一般にいう「法人」、すなわち「自然人以外のもので、権利義務の
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主体となることができるもの」のことであり、民法その他の我が国の国内法に基づく手続を

経た「法人」、すなわち民法３３条１項の「法人」のことではない。 

 原告らの上記主張は、本件で争点となっている我が国の国内法（私法）一般にいう「法人」

の意義と民法３３条１項にいう「法人」の意義とをいたずらに混同させるもので、失当とい

うほかない。 

ｂ また、原告らは、被告が主張する「法人」の判断基準は、租税法の明文規定が外国の「人

格のない社団等」を観念してこれを外国法人とみなしていることと整合しないと主張する。 

 しかしながら、被告が主張する判断基準は、まず、当該事業体がその設立準拠法等により

我が国の私法上の法人と同等の権利能力を与えられているか否かによって法人該当性を判

断するものであり、外国の人格のない社団の該当性については、我が国の私法上の法人と同

等の権利能力が付与されていないことを前提として、昭和３９年 判に示された４つの要件

に該当するか否かを判断するものである。すなわち、法人に該当するか否かの判断は、人格

のない社団に該当するか否かの判断とは判断基準が異なる。 

 そして、昭和３９年 判に示された人格のない社団の該当性の判断基準は、①団体として

の組織を備え、②多数決の原則が行われ、③構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存

続し、④その組織により、代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な

点が確定していることであるが、この４つの要件を満たす事業体でも、当該外国の法制度の

下で、権利義務が構成員に総有的に帰属して、事業体自体は権利義務の帰属主体とはならな

いとか、その名において訴訟当事者となり得るという立法政策が採られないということはあ

り得るから、法人に該当しない事業体が人格のない社団に該当することはあり得る。 

 このように、外国の事業体においても、法人及び人格のない社団の該当性については、判

断基準も異なるのであるから、内国の事業体と同様に、明確に区分けされる。 

ｃ 原告らは、日米租税条約及び日米友好通商航海条約が定める内国民待遇の規定との比較に

基づき、被告の法人該当性の判断方法を論難する。 

 すなわち、原告らは、日米租税条約において、①「法人」とは、法人格を有する団体又は

租税に関し法人格を有する団体として取り扱われる団体をいう旨規定され（３条１項(f)）、

上記「法人格を有する団体」に当たる英語として「body corporate」という用語が用いられ

ていること、及び②「法人以外の団体」に「partnership」が含まれると規定されている（日

米租税条約議定書２項）ことなどをもって、「body corporate」とされてはじめて「法人格

を有する団体」、すなわち、我が国において法人格を法律上与えられた法人におけるのと同

様の意味において「権利義務の主体となる」事業体であることが明らかにされるものという

べきであると主張する。 

 しかしながら、日米租税条約３条１項(f)は、「法人」とは、法人格を有する団体又は租税

に関し法人格を有する団体として取り扱われる団体をいうと規定し、ここでは「法人格を有

する団体」のみならず、「租税に関し法人格を有する団体として取り扱われる団体」をも含

めて「法人」と定義されている。したがって、本件各ＬＰＳのように、我が国の租税法上の

「法人」に当たる事業体については、日米租税条約において「法人」として扱われることに

なる。 

 また、日米租税条約の英語の正本において、上記日米租税条約の日本語の正本の「法人格

を有する団体」に当たる英語が「body corporate」とされ、ＬＰＳがＬＰＳ法で「separate
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 legal entity」とされているからといって、そのことから直ちに我が国の租税法上の「法

人」に該当しないということはできない。我が国の租税法上の「法人」に該当するか否かは、

「separate legal entity」として有する権能の内容をも踏まえて判断すべきである。 

ｄ 原告らは、さらに、原告らは、デラウェア州において法人格を有しない事業体が「separa

te legal entity」とされていることを理由に、当該事業体が我が国において法人格を法律

上与えられた法人におけるのと同様の意味において「権利義務の主体となる」と判断するな

らば、内国民待遇を定める日米友好通商航海条約１１条１項に反することになると主張する。 

 そもそも日米友好通商航海条約１１条１項の規定は、いずれか一方の締約国の国民又は会

社で他方の締約国の領域内で貿易その他営利的活動等の活動を行う場合に適用される規定

であるところ、本件各ＬＰＳは日本で営利的活動を行っているわけではなく、同条項の適用

の前提を欠く。また、本件各ＬＰＳに内国民待遇を与えることと、本件において、我が国の

租税法の解釈適用上、本件各ＬＰＳがいかなる事業体かを解釈して原告ら投資家の所得の性

質を検討することとは、全く次元を異にするというべきであり、原告らの上記主張は失当と

いうほかない。 

ｅ 原告らは、平成１７年度税制改正により設けられた本件措置法特例は、平成１８年１月１

日までは、リミテッド・パートナーが、ＬＰＳを通じた不動産投資により不動産所得を得て

損益通算することが可能であったことを前提として立法されたものであったと解するのが

自然かつ合理的であり、この特例により損益通算の否認規定が設けられる前の課税年度にお

いて、解釈により所得分類を変更して損益通算を否認するのは、明文のない否認というべき

である旨主張する。 

 しかしながら、本件措置法特例の対象となる「組合契約」とは、措置法４１条の４の２第

２項１号において、「民法第６６７条第１項に規定する組合契約及び投資事業有限責任組合

契約に関する法律第３条第１項に規定する投資事業有限責任組合契約並びに外国における

これらに類する契約（政令で定めるものを含む。）をいう」と規定されており、同号所定の

「外国におけるこれらに類する契約」には、「外国における有限責任事業組合契約（有限責

任事業組合契約に関する法律第３条第１項に規定する有限責任事業組合契約をいう。）に類

する契約」が含まれる（措置法施行令２６条の６の２第５項）。 

 ところで、外国における任意組合契約及び投資事業有限責任組合契約に類する契約に基づ

く事業体が、我が国の租税法上の「法人」と認められる場合には、当該事業体の活動により

生じた所得は、当該事業体に帰属することとなり、当該所得が各組合員に直接帰属しないこ

とから、当該事業体の成立の根拠となる契約は、本件措置法特例の対象となる「組合契約」

に該当しないことになる。このように、本件措置法特例は、我が国の租税法上の「法人」と

認定されたパートナーシップ契約に基づく事業体を対象にしていないのであるから、その構

成員であるパートナーに適用されないことは明らかである。 

 本件において、本件各受託銀行は、我が国の租税法上の「法人」である本件各ＬＰＳのパ

ートナーであるから、本件各受託銀行については、本件措置法特例が適用されることはなく、

本件措置法特例の施行の前後を問わず、本件各受託銀行（を介した原告ら投資家）に対する

課税上の取扱いは何ら変わらない。 

 したがって、本件措置法特例により損益通算の否認規定が設けられる前の課税年度におい

て、解釈により所得分類を変更して損益通算を否認するのは、明文のない否認というべきで
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あるとの原告らの主張は、本件措置法特例を原告らが自己に都合よく曲解したものであり、

失当である。 

 なお、原告らは、本件スキームは、減価償却及び損益通算の各制度をいずれも本来の目的

に従って利用しているのであるから、投資家が得る租税負担の軽減という税効果は、法律を

適用した結果にすぎない旨主張する。 

 しかしながら、「平成１７年度の税制改正に関する答申」は、「組合員からの出資と借入金

を原資として購入した高額な減価償却資産（航空機、船舶等）を他の者に貸し付ける事業を

営み、減価償却費や借入金利子を計上することによって創出した組合損失を組合員に帰属さ

せ、組合員の他の所得を圧縮して税負担の軽減を実現させているケース」について、「この

ような租税回避行為を防止するため、適切な対応措置を講じる必要がある」と指摘しており、

このような指摘等を踏まえ、平成１７年度税制改正において設けられたのが、本件措置法特

例である。 

 上述のとおり、本件各ＬＰＳが我が国の租税法上の「法人」である以上、本件各ＬＰＳ契

約はこの特例の適用対象となる「組合契約」には当たらないのであるが、本件スキームに係

る本件各説明書に記載されている内容によれば、これが上記「平成１７年度の税制改正に関

する答申」で指摘された「租税回避行為」に該当することは明らかであるから、本件スキー

ムは減価償却及び損益通算の各制度を本来の目的に従って利用しているといえるようなも

のではない。原告らの上記主張からすると、原告らも本件各不動産投資事業が上記特例で規

制対象とした租税回避行為に該当することを認めるものといえる。 

イ 法人該当性 

(ア) 本件各ＬＰＳは権利義務の帰属主体となりうる事業体であること 

ａ ①本件各ＬＰＳは、構成員である各パートナーとは別個の独立した法的主体（separate l

egal entity）として、本件各不動産賃貸事業の遂行のために必要な契約の締結や権利行使

等あらゆる行為を行うことができる。②本件各ＬＰＳは自ら独立して負債、債務及び責任を

負担するが、この本件各ＬＰＳの個別の債務等について、本件各受託銀行のようなリミテッ

ド・パートナーが債務の弁済等の個人的な義務及び責任を負うことはない。③本件各ＧＰは、

本件各ＬＰＳを代理して、本件各ＬＰＳの名義において本件各不動産賃貸事業の遂行に必要

なあらゆる行為を行うことができ、本件各ＬＰＳは、買主として本件各売買契約を締結して

本件各建物の所有権を取得し、本件各土地賃貸借契約を締結して本件各土地を賃借し、本件

各不動産賃貸事業のために多額の資金を借り入れ、本件各管理契約を締結して本件各不動産

の管理を委託するなど、自ら契約当事者として契約を締結し、権利を取得するとともに義務

を負っている。 

 以上のことからすれば、本件各ＬＰＳは、独立した権利義務の帰属主体として存在し、活

動を行っているといえる。 

 実際、本件においても、本件各ＬＰＳは、買主として本件各売買契約を締結して本件各建

物の所有権を取得し、本件各土地賃貸借契約を締結して本件各土地を賃借し、本件各不動産

の管理契約を自ら契約当事者として締結して管理を委託し、自らが契約当事者（貸主）とし

て賃貸借契約を締結しているのであるから、本件各不動産賃貸事業の対象となる本件各建物

を「借主」に使用収益させ、それによって対価を得ているのは、本件各ＬＰＳである。 

 一方、本件各ＬＰは、本件各ＬＰＳの管理又は運営に参加してはならず、いかなる事項に
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関しても、本件各ＬＰＳの名前で行為する権限又は権利を有さないこととされ、本件各ＬＰ

Ｓの管理及び運営については、本件各ＧＰに独占的に権限又は権利が付与されている。 

 したがって、賃貸事業の対象となる本件各建物を借主に貸し付ける債務を履行しているの

は、本件各ＬＰＳであり、本件各ＬＰが本件各建物を貸し付けているのではない。 

ｂ そして、①本件各ＬＰＳは構成員である各パートナーとは別個の独立した法的主体（sepa

rate legal entity）であること、②本件各ＬＰＳは、その事業、目的のために必要ないか

なる権利をも保有しそれを行使することができ、本件各不動産を購入するなど自らの名義で

資産を取得・保有することができること、③各パートナーは本件各ＬＰＳの資産に対してい

かなる持分も有さないこと（本件各ＬＰＳ契約では、各パートナーは、本件各ＬＰＳの資産

に、そのパートナーシップ出資割合に相当する分配されない持分を有すると規定されている

ものの、ここでいう持分とは、パートナーシップの資産全体（Partnership’s property）に

対する持分を意味し、パートナーシップの有する個別の資産（州ＬＰＳ法７０１条が規定す

るspecific limited partnership property）に対する持分を意味するものでななく、また、

各パートナーは、本件各ＬＰＳの資産に関する分割の訴訟を行うために有する権利を放棄す

る旨規定されていることから、各パートナーは、本件各ＬＰＳの資産に対して何らの持分も

実質的には有していないものといえる。）、④本件各ＬＰＳが所有する資産は本件各ＬＰＳの

名義で登録することができ、本件各建物の譲渡は、いずれも本件各ＬＰＳの名義で米国の登

録所に登録されていることからすれば、本件各ＬＰＳは、独立した法的主体として、構成員

である各パートナーの個人財産とは明確に区別された独自の財産を有しているといえる。 

ｃ さらに、本件各ＬＰＳの設立準拠法、設立契約の内容、実際の活動内容、財産や権利義務

の帰属状況等からすると、本件各ＬＰＳは、本件各ＬＰＳの名義において、訴訟を提起し、

訴訟を提起されるなどの自ら法的手続を行う権限・能力を有している。 

ｄ したがって、本件各ＬＰＳは、構成員の個人財産とは区別された独自の財産を有し、独立

した権利義務の帰属主体として活動し、かつ、自己の名で訴訟当事者となることもできる事

業体であるから、我が国の租税法上、法主体性を有するものと認められる。 

(イ) 州ＬＰＳ法に「separate legal entity」と規定されていることが、本件各ＬＰＳの法人

該当性を判断する際のメルクマールになり得ること 

ａ 本件各ＬＰＳの設立準拠法である州ＬＰＳ法の２０１条(b)において、州ＬＰＳ法に基づ

くＬＰＳが独立した法的主体（separate legal entity）であると規定されているが、この

ことが、被告の主張する法人か否かの基準となる①その構成員の個人財産とは区別された独

自の財産を有するか否か、②その名において契約を締結しその名において権利を取得し義務

を負うなど独立した権利義務の帰属主体となり得るか否か、③その権利義務のためにその名

において訴訟当事者となり得るか否かを検討する際の要素の１つとして当然に考慮される

ことは明らかである。ただし、被告は、本件各ＬＰＳが、州ＬＰＳ法において「separate l

egal entity」と規定されていることのみをもって、本件各ＬＰＳの我が国租税法上の法人

該当性を主張するものではなく、上記①ないし③のいずれをも満たすことを主張するもので

ある。 

ｂ そして、州ＬＰＳ法には、ＬＰＳがパートナーとは別個の存在であることを表す、次のよ

うな規定がある。 

(a) ２０１条(b)は、「ＬＰＳは、ＬＰＳ証明書が 初に州務長官登録局に登録された時点、
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あるいはＬＰＳ証明書に記載された（当該登録後の）日付にて設立されるものとし、いず

れの場合においても、本項の要件を完全に満たすものでなければならない。本章に基づき

組織されたＬＰＳは、独立した法的主体となり、その独立した法的主体としての地位はＬ

ＰＳ証明書のＬＰＳによる解除まで継続する。」と規定する。 

(b) ３０３条(a)は、「リミテッド・パートナーは、自己がジェネラル・パートナーである

場合あるいはリミテッド・パートナーとしての権利や権限の履行に加えて当該事業の経営

管理に関与している場合を除き、ＬＰＳの債務を弁済する責任を負うものではない。」と

規定する。 

(c) ８０１条は、ＬＰＳの解散について、「以下のいずれかが発生した時点で、ＬＰＳは解

散しその事業は清算されるものとする。(1)パートナーシップ契約に規定された日時。当

該日時がパートナーシップ契約にて規定されていない場合、ＬＰＳは永続的な存在とな

る。」と規定する。 

ｃ 以上のとおり、州ＬＰＳ法においては、州ＬＰＳ法に基づくＬＰＳが「独立した法的主体」

（separate legal entity）であると明確に規定されているのであるから、これらが我が国

租税法上の法人該当性の判断基準を検討する際の要素の１つとして当然に考慮され、本件各

ＬＰＳの我が国租税法上の法人該当性を判断する際のメルクマールになり得るというべき

である。 

(ウ) Ⓖ判決の判断根拠とされたニューヨーク州の法律の規定と同様の規定が州ＬＰＳ法に存

在すること 

 米国ニューヨーク州リミテッド・ライアビリティ・カンパニー法（以下「ニューヨーク州Ｌ

ＬＣ法」という。）に準拠して設立されたリミテッド・ライアビリティ・カンパニーについて、

「我が国の私法上（租税法上）の法人に該当すると解するのが相当であ」ると判断したⒼ判決

においては、その判断の根拠に挙げられたニューヨーク州ＬＬＣ法の関係規定（２０２条(a)、

２０２条(b)ないし(e)、２０３条(d)及び第６０１条）と趣旨を同じくする規定がデラウェア

州ＬＰＳ法にも存在する。 

 したがって、デラウェア州ＬＰＳ法に準拠して設立された本件各ＬＰＳは、Ⓖ判決の判断方

法に照らしても、我が国の租税法上の法人に該当するというべきである。 

（原告らの主張） 

ア 判断基準 

(ア) 外国の事業体が「法人」に該当するか否かの判断基準としては、内国法人の法人法定主義

同様の専ら形式的な基準による判断として、当該外国の事業体の根拠法において、その事業体

が外国における「法人」に該当するか否か、言い換えれば、その事業体に法人格が与えられて

いるか否かで判断すれば必要十分である。そして、「当該外国の事業体の根拠法においてその

事業体に法人格が与えられている」とは、当該外国の事業体の根拠法において、その事業体が

「corporation」や「body corporate」や「juristic person」又はこれらと同等の概念（以下

「corporation等」という。）に該当すると規定されていることを意味すると解すべきである。

すなわち、外国の事業体がその根拠法においてcorporation等に該当すると規定されているこ

とは、外国の事業体がその根拠法において法人格を与えられていることとなる。加えて、外国

法の規定により成立する権利義務の主体となる社団とは、まさに、その根拠法において法人格

を与えられている（＝corporation等に該当すると規定されている）外国の事業体をいうと解
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すべきである。 

(イ) 内国の事業体の場合の所得税法及び法人税法上の区分けは、①「内国法人」に該当する事

業体は「内国法人」としての規律を受け、②「内国法人」には該当しないが権利能力なき社団

の４要件を満たす事業体は内国の「人格のない社団等」として内国法人とみなされ、③権利能

力なき社団の４要件を満たさない事業体はその構成員の集合体（組合等）として個々の構成員

（ 終的には個人又は法人）が納税義務者となる。そして、内国の事業体の場合、我が国の私

法が法人法定主義を採用していることから、上記の①と②の区分けは、その内国の事業体の根

拠法において法人格が与えられているかどうかという専ら形式的な基準により、②と③の区分

けは、権利能力なき社団の４要件を満たすかどうかという実質的な基準により、それぞれ判断

されることとなる。 

 そして、外国の事業体も内国の事業体と同様に、①外国法人、②外国の「人格のない社団等」

及び③の外国の組合（構成員の集合体）のとおりに区分けされ、その①から③内部の区分けの

あり方も、外国の事業体の場合と内国の事業体の場合とで原則として、同様であるべきである

（ただし、外国の事業体の根拠法において法人格が与えられている事業体が、我が国租税法上

の「外国法人」として認許されるためには、旧民法３６条１項に従い「商事会社」でなければ

ならない。）。 

 そもそも租税法における「法人」の概念（これは内国法人にも外国法人にも共通する）は私

法の借用概念であること自体については原被告間で争いがないところ、借用概念論によるので

あれば、借用する「法人」概念は単一であり、外国の「法人」の範囲を、内国の「法人」の範

囲と実質的にパラレルに考えるべきことは当然であるから、外国の事業体についてだけ、本来

②や③でカバーされるようなものまでも①の「外国法人」に広く含めて区分けしてしまうよう

な考え方は、内国の事業体の場合の区分けと著しく乖離するものであるから、誤りであるとい

うべきである。 

 それゆえ、外国の事業体の場合の法人格の有無の判断方法は、専ら形式的な基準による判断

となるべきであり、その形式的な基準による判断から漏れた外国の事業体のうち権利能力なき

社団の４要件という実質的な基準の充足という実質的判断をクリアできた事業体のみを外国

の「人格のない社団等」に該当するものとして外国法人とみなして扱うことを租税法の規定が

前提としていると解すべきであり、当該外国の事業体の根拠法において、その事業体に法人格

が与えられている場合に外国における「法人」に該当するものと解せば必要十分であるという

べきである。 

 なお、外国の事業体の根拠法において法人格が与えられている外国の事業体が、我が国租税

法上の「外国法人」として認許されるためには、旧民法３６条１項に従い、「商事会社」でな

ければならないが、外国の事業体が、構成員により構成され営利を目的とする事業体であり、

かつ「外国法人」（旧民法３６条１項）に該当する以上は、その事業体は、商行為を為すこと

を業とする目的をもって設立した社団であるという要件も満たすことになるため、「商事会

社」にも該当することになる。 

 したがって、「外国法人」に該当する外国の事業体は、旧民法３６条１項に基づき、我が国

の私法及び租税法上も「外国法人」として認許されることになるのである。 

(ウ) 被告は、ある事業体（外国の事業体）が「法人」に該当するための要件として、①独自の

財産を有するか否か、②独立した権利義務の帰属主体となり得るか否か、③訴訟当事者となり
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得るか否かの３要件を述べ、その判断に当たっては、「当該事業体の設立準拠法や設立契約の

内容、実際の活動実態、財産や権利義務の帰属状況等を考慮して、個別具体的に判断するのが

相当である」と主張する。 

 しかし、被告が挙げる「法人」該当性の判断基準がいかなる法的根拠に基づき認められるの

かは全く明らかにされておらず、被告からは、何ら説得的な根拠が示されなかった。 

 この点、被告は、法人とは「自然人以外のもので、権利義務の主体となることのできるもの」

という学説をその根拠としていると思われる。確かに、法人が自然人以外のもので、権利義務

の主体となることのできるものであることはそのとおりであるとしても、この見解は、事業体

が「法人」とされたことにより生じる「効果」の全体（特定の一面ではなく全体）を短く表現

するものとしてなされていることは明らかである。 

 また、「権利義務の主体」を作るために法人を設立するということは、同時に「損益の帰属

すべき主体」を作ることをも意味することになる。しかし、被告の「法人」該当性の３要件に

関する主張においては、「損益の帰属すべき主体」に関する私法上の分析あるいは言及は一切

見られない。私法上損益の帰属すべき主体となっているか否かは、内部規律を柔軟に組成する

ことが可能な合名会社、合資会社及び合同会社であっても決して有することのない私法上の法

的性質であり、法人と組合の決定的な差異である。 

 仮に、被告が、私法上「損益の帰属すべき主体」とされているかを考慮することなく、「法

人」該当性の判断が存されるべきであるとの見解を示しているのだとすると、それは、「権利

義務の主体」という言葉を不当に、かつ自説に都合良く狭く解釈するものであり、本件におい

て本件各ＬＰＳを法人と決めつけるために都合のよい要件だけをつまみ食いしたという批判

を免れるものではない。 

 さらに、被告の主張する基準は、外国の事業体についてだけ、その準拠法上の法人格の有無

という形式的な基準（つまり内国の事業体と同様の基準）で判断せず、３つの要件を立てた上

で諸般の事情を考慮して個別具体的な実質判断を行うものであり、内国の事業体についての判

断と著しく相違している。このような解釈は、外国の事業体についてだけ、本来の外国の人格

のない社団等や外国の組合に該当すべき外国の事業体までも不可避的に「外国法人」に区分け

してしまう誤りを内包するもので、内国法人の取扱いと異なることになり、我が国租税法の仕

組みに反し失当である。 

 とりわけ、被告の主張する「法人」該当性の３要件を権利能力なき社団の４要件と対比して

見ると、権利能力なき社団の４要件を満たす事業体は、①その構成員の個人財産とは区別され

た独自の財産（つまり「総有」とされる財産）を有し、②その名において契約を締結しその名

において権利を有し義務を負うなど独立した権利義務の帰属主体となり得、③その権利義務の

ためにその名において訴訟当事者となり得るから（民事訴訟法第２９条）、被告の主張する「法

人」該当性の基準によれば、すべからく（所得税法及び法人税法に定義されている「人格のな

い社団等」と区別されるところの）「法人」に該当してしまうことになる。 

 結局、被告の主張する判断基準は、同様に、我が国租税法上組合とされる事業体にも当ては

まり、法人と組合とを区別する基準としても機能しない。 

イ 法人該当性 

(ア) 英米法において法人の要件の１つとして挙げられる「法人印影（corporation seal）」と

は、コーポレーションがその団体の法的な正式文書を作成し認証するために用いる印影」であ
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り、まさにcorporationが、自らがcorporationであることの正当性を示すために正式文書に用

いる印影をいうのであるから、英米法におけるcorporationを法人と解することは、通常の理

解に合致しているというべきである。 

 また、日米租税条約において、我が国における「権利義務の主体となる」事業体である「法

人格を有する団体」について、「Corporation」と同義である「body Corporate」という用語が

用いられているのに対して、「法人以外の団体」については、「an estate, trust, and partne

rship｣を含むものとされ、パートナーシップは「法人以外の団体」とされている。 

 さらに、デラウェア州の「Delaware General Corporation Law」においては、「corporation」

の設立のためには「a certificate of incorporation」（定款）という基本文書を登録しなけ

ればならず（同法１０１条(a)）、「franchise tax」という法人形式で事業を行う特権に対して

賦課される税金を支払う義務を負う等、「corporation」が「法人」と同様の事業体であること

を示している。 

 他方、「separate legal entity」という文言は、ＧＰＳもＬＰＳも、当事者であるジェネラ

ル・パートナーの死亡又は脱退後も同一性を持った事業体（entity）として存続し得るという

効果、すなわち「survivability（ＧＰ死亡・脱退後存続性）」を明確化するにすぎず、州ＬＰ

Ｓ法２０１条(b)における「separate legal entity」とは、ジェネラル・パートナーとは区別

されたという意味であるが、この中の「separate」という語には、何ら法的な重要性はないの

である。 

 このように、「separate legal entity」という文言は、州ＬＰＳ法上の法人格の有無のメル

クマールになり得るものではない。 

(イ) そもそも、「法人」とは、生まれながらにして権利義務の主体として存在する自然人と異

なり法律の規定により創設的にその存在が認められるものであるから、その準拠法国の法律の

規定により、創設的に設立されるものである。 

 この点、州ＬＰＳ法上のＬＰＳはＬＰＳ契約の締結によって組成され、ＬＰＳ証明書の提出

は、単にこれを通知する意味しかないのに対し、corporationは、まさに法律によって創られ

たものにすぎないものであって設立証明書を提出する行為は設立行為そのものである。実際、

本件各ＬＰＳは、本件各ＬＰＳ契約の前文で、「前文と以後に規定される相互の約定を約因と

して、パートナーら［ジェネラル・パートナーとリミテッド・パートナー］は、ＬＰＳ法及び

その他の適用ある法律に従い以後に規定される条項に基づいてパートナーシップを組成する

ことに合意し、ここにパートナーシップを組成する。」と定めており、パートナーシップ契約

によりＬＰＳが組成されていることを明言している。 

 したがって、デラウェア州のＬＰＳは、法律により創設的に設立される事業体ではなく、「法

人」及びデラウェア州のcorporationと著しく異なっている。 

(ウ) 仮に、被告の判断基準に従ったとしても、次の点に照らせば、本件各ＬＰＳは、租税法上

の法人に該当しない。 

ａ 本件各ＬＰＳは、独自の財産を有していない。 

 すなわち、州ＬＰＳ法７０１条は、パートナーはＬＰＳの特定の財産について持分を有し

ないと定めているが、本件各ＬＰＳ契約４．５条により、当該条項はパートナー間の内部関

係において「各パートナーは、本件各ＬＰＳの財産について不可分の持分を有する。」と修

正されているから、本件各ＬＰＳが構成員の財産とは区分された独自の財産を有することに
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はならない。 

ｂ ある事業体の事業活動により生じた損益が当該事業体自体に帰属するのか、又は当該事業

体の構成員に直接帰属するのかという点は、当該事業体が我が国の「法人」に該当するか否

かの判断において重要なメルクマールとなるといえ、権利義務の帰属主体となる事業体であ

るためには、損益が実質的に当該事業体に帰属することが必要であるが、州ＬＰＳ法５０３

条の規定上、ＬＰＳには損益が帰属せず各パートナーに直接損益が帰属するものとされてい

る。 

 また、本件各ＬＰＳは、各会計年度における情報申告書である連邦パートナーシップ情報

申告書（Form1065）を作成し、その別表として、各パートナーである本件各受託銀行を通じ

て不動産賃貸事業を営む原告ら投資家ごとのパートナー持分に関する情報申告書（スケジュ

ールＫ１）を作成している。これは、原告らに各会計年度のパートナーシップの損益が直接

帰属していることを示すものである。 

 さらに、本件各ＬＰＳ契約４．１２条(a)は、パートナーシップの収益、利益、損失及び

控除の「全ての項目」の配分割合について定めるものであり、各項目が総額（グロス）ベー

スで各パートナーである本件各受託銀行を通じて不動産賃貸事業を営む原告らに対して配

分されるべきことを明確に示している。 

 以上のとおり、本件各ＬＰＳは、損益の帰属主体であるとは認められないから、権利義務

の帰属主体となる事業体であるとはいえない。 

ｃ さらに、本件各ＬＰＳは、訴訟当事者となることはできるが、その意味は、corporation

の場合と異なっている。すなわち、当事者能力は、corporationの場合は、当然に認められ

るが、partnershipの場合には、特に法律により認めてもらうことが必要である。したがっ

て、partnershipの場合には、corporationと異なり、その効果を有すると特に認める法律が

ない限り、当事者能力の点においても法人とされることにより生じる効果と同じ効果を当然

に求められるものではない。 

(エ) 被告は、ニューヨーク州ＬＬＣ法上のＬＬＣが「法人」と扱われたことを根拠に、州ＬＰ

Ｓ法状のＬＰＳも「法人」と扱うべきと主張しているようであるが、ニューヨーク州ＬＬＣ法

上のＬＬＣは、①有限責任が貫かれていること、②定款の作成が必要であること、③多数決原

理が導入されていること、④組織の継続性が強く指向されていること、⑤所有と経緯とを分離

することが可能な組織体となっていることなど、州ＬＰＳ法上のＬＰＳと比べて、よりcorpor

ationに近い事業体といえるのであり、このような両者の顕著な差異を考慮すると、州ＬＰＳ

法上のＬＰＳをニューヨーク州ＬＬＣ法上のＬＬＣと実質的に同様な事業体と扱い「法人」に

該当するとは解することはできない。 

(2) 本件各ＬＰＳの租税法上の人格のない社団該当性 

（被告の主張） 

 仮に本件各ＬＰＳが我が国の租税法上の法人に当たらないとしても、本件各ＬＰＳは、次のとお

り、昭和３９年 判の示す人格のない社団に該当するための４つの要件、すなわち「①団体として

の組織を備え、②多数決の原則が行われ、③構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、

④その組織により、代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定して

いる」ことを満たしているので、我が国租税法上の人格なき社団に当たる。なお、この４要件は、

これまでの裁判例に照らせば、全てが独立して厳格に満たされていなければ人格のない社団とは認
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められないというものではなく、むしろ、社団性認定のための指標であり、各要件相互の関係で柔

軟に解釈され得るものというべきである。 

ア 団体としての組織を備えていること 

 本件各ＬＰＳは、本件各ＧＰをジェネラル・パートナー、本件各ＬＰをリミテッド・パートナ

ーとして、ＬＰＳ法に基づき設立されたＬＰＳであるから（本件各ＬＰＳ契約前文及び１．１条）、

これを組織する構成員は特定されている。また、本件各ＬＰＳ契約において、本件各ＬＰＳの管

理及び運営に関する独占的権限は本件各ＧＰに付与され（２．１条）、本件各ＬＰには、一定の

条件の下に本件各ＧＰを解任する権限が認められている（２．６条）。そして、本件各ＬＰＳと

しての意思決定や本件各売買契約を締結する等の行為を、上記のとおり付与された独占的権限に

基づいて本件各ＧＰが本件各ＬＰＳを代表して行っているのであるから、本件各ＬＰＳは、団体

としての組織を備えているといえる。 

イ 多数決の原則が行われていること 

 本件各ＬＰＳの経営判断は原則的に本件各ＧＰにより行われることとされているが、これは、

上記アのとおり、本件各ＬＰが本件各ＬＰＳ契約により同意したことに基づくものであるし、本

件各ＧＰは、パートナーシップ持分の８０％を超える持分を有するリミテッド・パートナーの賛

成又は同意により解任される（本件各ＬＰＳ契約２．６条）のであるから、本件各ＬＰＳにおい

て、多数決の原則が一定の程度行われているということができる。 

ウ 構成員の変更にもかかわらず団体が存続すること 

 本件各ＬＰＳ契約には、ジェネラル・パートナーの解任（２．６条）、新規パートナーの承認

（５．２条及び７．６条）、リミテッド・パートナーの脱退（６．１条）、ＬＰＳ持分の譲渡可能

性（７．２条）などの規定があるから、本件各ＬＰＳは、構成員の変更にもかかわらず団体が存

続するものである。 

エ 団体としての主要な点が確定していること 

 上記ア及びイのとおり、本件各ＬＰＳについては、本件各ＬＰの同意により本件各ＧＰが業務

執行を行う代表と定められており、その解任についての規定も存在する。また、本件各ＬＰＳは、

構成員の財産とは区分された独自の財産を有しており、当該財産の管理は、その権限を付与され

た本件各ＧＰが行っている。さらに、本件各ＬＰＳ契約には、本件各ＬＰＳに生じる費用の支払

（３．１条ないし３．４条）、資本の利用（４．４条）、損益の割当て及び分配（４．６条ないし

４．８条）、パートナーシップの終了及び清算（８条）、会計及びパートナーへの報告（９条）に

関する規定も存在する。そして、これらの規定を含む本件各ＬＰＳ契約の内容は、ジェネラル・

パートナー及びリミテッド・パートナーの持分の過半数によって署名した書面で修正することが

できる（１０．２条）ことなどからすれば、本件各ＬＰＳは、代表の方法や団体の独立した財産

の管理方法等、団体としての主要な点が確定しているということができる。 

（原告らの主張） 

 本件各ＬＰＳは、次のとおり権利能力なき社団の要件を備えていない。 

ア 本件各ＬＰＳは、ジェネラル・パートナー１名とリミテッド・パートナー１名（ただし、本件

各ＬＰＳ(C)の場合は２名）により構成されている極めて単純なＬＰＳであり、内部組織を全く

備えておらず、団体としての組織を備えていない。 

イ 本件各ＬＰＳ契約２．１条によれば、本件各ＬＰＳの管理運営・業務執行は原則的にジェネラ

ル・パートナーのみにより行われることとされている。 
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 したがって、本件各ＬＰＳでは、多数決の原則が行われているとはいえない。 

ウ 州ＬＰＳ法１０１条(9)は、ＬＰＳとは、２人以上の者により組成されるパートナーシップで

あり、１人以上のジェネラル・パートナーと１人以上のリミテッド・パートナーにより構成され

る旨を定めている。また、州ＬＰＳ法８０１条(3)及び(4)によれば、ＬＰＳは、ジェネラル・パ

ートナー又はリミテッド・パートナーが０人になった場合は、新たにジェネラル・パートナー又

はリミテッド・パートナーが補充されない限り、解散することとされている。すなわち、本件各

ＬＰＳのようなデラウェア州のＬＰＳは、構成員が１人では組成できないし、また、構成員が１

人となった場合には、そのままでは存続もできないことになる。 

 したがって、本件各ＬＰＳは、構成員の変更にもかかわらず、団体そのものが存続することは

ない。 

エ 本件各ＬＰＳの管理及び運営は本件各ＧＰに委ねられており、本件各ＧＰが一般に本件各ＬＰ

Ｓのためにその名において行為するものとされている（本件各ＬＰＳ契約２．１条）。したがっ

て、本件各ＬＰＳの代表は定められているが、代表の方法は、格別定められていない。 

 また、本件各ＬＰＳ契約においては、構成員の総会自体が予定されておらず、財産の管理に関

しても、何らの規定も設けていない。したがって、本件各ＬＰＳは、「その組織によって、代表

の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定している」とはいえない。 

(3) 本件各不動産賃貸事業から生じた損益の不動産所得該当性 

（被告の主張） 

ア 仮に、本件各ＬＰＳが我が国の租税法上の独立した損益の帰属主体（法人及び人格のない社団）

と認められないとしても、所得区分を検討するに当たっては、本件スキームにおける本件各不動

産賃貸事業に係る以下のような事実関係を前提に考える必要がある。 

(ア) 原告ら投資家は、本件各建物の賃貸により利益を得ることを目的としておらず、本件不動

産賃貸事業自体からは損失が発生し、これを損益通算して租税負担を減少することを前提に投

資をしており、これは通常の経済取引とはいえない。そして、本件スキームによる租税負担の

減少による利益相当額は、一般投資家である原告ら投資家が出資することにより本件スキーム

に参加した者の中で巡回し、それぞれ手数料等という形で利益を分け合っているものである。 

 したがって、本件スキームは、損益通算による租税負担の減少による利益相当額を不可欠の

要素としており、当該利益相当額自体を目的としているものといえる。 

(イ) 本件各ＬＰＳのリミテッド・パートナーは、本件各ＬＰＳに対してパートナーシップ持分

を有するにすぎず、本件各不動産賃貸事業の対象とされている本件各建物は本件各ＬＰＳが所

有しているため、リミテッド・パートナーが本件各建物の所有権を有していると認めることは

できないし、また本件各建物の「貸主」となり得る占有権（民法１８０条ないし２０５条）等

の権利・権原を有していると認めることもできない。 

(ウ) 本件各不動産賃貸事業の対象となる本件各建物を「借主」に貸し付ける債務、すなわち本

件各建物を借主に使用・収益させる債務を履行しているのは本件各ＬＰＳであって、本件各Ｌ

ＰＳのリミテッド・パートナーが本件各建物を貸し付けていると認めることはできない。 

イ 不動産所得とは、賃貸借契約等に基づいて、貸主が相手方である借主に不動産等の目的物を使

用及び収益させることを約束することにより、借主から貸主に移転される経済的利益のうち、借

主がこの目的物を使用収益することの対価としての性質を有するものであるから、ある所得が不

動産所得に該当するためには、一般的に賃貸借契約の貸主となり得る権利・権原（所有権等）を
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有していることを前提として、貸主が当該賃貸借契約の対象となる不動産等を借主に貸し付け、

これを使用収益させることによって得た対価としての性質を有するものであることが必要であ

る。 

 これを本件について見ると、上記のとおり、本件スキームは、損益通算による租税負担の減少

による利益相当額を不可欠の要素としており、当該利益相当額自体を目的としているものといえ

る。また、本件各ＬＰＳのリミテッド・パートナーである本件各受託銀行は、本件各建物を所有

しているということはできない。さらに、実際に本件各建物に関する占有権を取得したこともな

く、賃貸借契約上の貸主としての債務（借主に目的物を使用収益させる債務）を履行することが

可能な法的地位を何ら有していないのであるから、本件各ＬＰＳのリミテッド・パートナーであ

る本件各受託銀行が本件各建物を借主に貸し付けていると見ることはできない。 

 したがって、本件スキームから本件各受託銀行を介して原告ら投資家が受ける損益は、賃貸借

契約の目的物を使用収益させることによって得た対価としての性質を有するものとはいえず、不

動産所得に該当しない。 

ウ なお、事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、か

つ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得である

必要があるところ、リミテッド・パートナーである本件各受託銀行及び原告ら投資家は、本件各

不動産賃貸事業について何ら業務を行っておらず、また、原告ら投資家が負うのは、本件各受託

銀行を介した本件スキームへの出資だけであり、本件各ＬＰＳが本件各不動産賃貸事業に関して

負う個別の債務等につき、本件各受託銀行及び原告ら投資家が個人的な債務及び責任を負うこと

はなく、その出資先である本件各ＬＰＳが自ら独立して負債、債務及び責任を負担することとさ

れている。 

 したがって、本件各不動産賃貸事業が原告らの計算と危険において独立して営まれているとい

うことはできず、本件スキームから本件各受託銀行を介して原告ら投資家が受ける損益は、社会

通念上、原告らの事業によって生じたものということはできないから、事業所得にも該当するこ

とはない。 

エ 以上のとおり、仮に、本件各ＬＰＳが法人及び人格のない社団のいずれにも該当しないとして

も、本件スキームからリミテッド・パートナーである本件各受託銀行を介して原告ら投資家が受

ける損益は、配当所得、不動産所得及び事業所得には該当せず、また、利子所得、給与所得、退

職所得、山林所得、譲渡所得又は一時所得のいずれにも該当しないことは明らかである。 

 したがって、上記損益が所得を構成する場合には、雑所得に該当することとなり、本件各損失

は、原告らの「不動産所得の金額」の「計算上生じた損失の金額」（所得税法６９条１項）に当

たることはない以上、原告らは損益通算の適用を受けることはできない。 

オ これに対し、原告らは、本件不動産という資産から生ずる収益が原告らに直接帰属しているの

であり、その収益の基因となる資産の真実の権利者は、租税法上は、原告らであるなどと主張す

る。 

 しかし、そもそも、所得税法１２条は、資産から生ずる収益が帰属すると見られる者が単なる

名義人であって、その者以外の者がその収益を享受する場合があり得ることを前提とした規定で

あり、当該規定に従えば、まず「収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるか」を明ら

かにすべきなのであって、原告らが主張するように「資産から生ずる収益を享受する者がだれで

あるか」をもって「収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるか」を判断しようとする
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ような論理構成は、明らかに失当である。 

 そして、上記アで述べた事実関係に照らせば、原告らは名実共に本件各不動産の所有者である

とは解し得ないのであり、本件各不動産賃貸事業に係る所得は、本件各ＬＰＳに帰属するという

べきである。 

（原告らの主張） 

ア 本件において、まず、確認しておかなければならないのは、原告ら投資家が行った本件スキー

ムによる本件各建物に対する投資が、そもそも経済的に見て不合理なものであったのか、また、

組合型の事業体を通じて不動産投資を行い、直接不動産投資を行った場合と同じように損益通算

による租税上の効果を得ることが、本件における各係争年分に適用される租税法令の下で禁止な

いし制限されていたのかという点である。 

イ 本件スキームによる本件各建物に対する投資が、不動産投資として、純経済的に見て、通常の

不動産投資と同じように値下がりリスクを負い、値上がり益を期待するものであったことは、以

下に述べるところから明らかである。 

(ア) 原告ら投資家による本件各不動産投資事業は、本件各建物取得後、その維持管理を十分に

行い、必要な修繕や改装を実施することが企画され、かかる維持・管理・修繕・改装を行うこ

とによって、本件各建物から多額の賃料収入を得ることを見込んでおり、かかる維持・管理・

修繕・改装は、この賃料収入のうちから毎年積み立てる修繕積立金等を充てるというものであ

る。 

 本件各不動産投資事業は、かかる維持・管理・修繕・改装の結果、本件各建物からの賃料収

入を高め、そのヴァリューアップを目指していたが、投資期間（７年間を想定）内に本件各建

物のヴァリューアップが当初企図したとおりにできない等の理由により、その売却価格が下落

するリスクもあった。例えば、売却価格が、取得時価格比８０％になれば、売却時における

終分配金はゼロとなり、取得時価格比１００％であっても、売却時における 終分配金は５４

１万８０００円にすぎないリスクがあった。これに対し、取得時価格比１５０％になれば、売

却時における 終分配金は２３４２万１０００円となり、さらに上昇すれば、売却時における

終分配金はさらに多額になる可能性もあった。しかも上記金額は、売却時における 終分配

金にのみ着目したものであって、賃貸料収入からの現金分配予定額や、後記の減価償却費との

損益通算による課税所得額の減少を考慮すれば、さらに大きな投資収益やメリットを得られる

可能性もあった。 

 このように原告ら投資家は、本件各建物の売却価格が上昇せず、その結果、売却時における

終分配金が投資時に比べて減少あるいはゼロになるリスクを負担しつつ、本件各建物の売却

価格が上昇し、多額の収益やメリットが得られることを目指して、本件不動産投資事業に投資

を行ったのである。 

(イ) そして、本件各建物は、いずれも、ヴァリューアップ型不動産投資事業を行おうとする投

資家にとっては、投資対象として魅力的な中古集合住宅であった。 

 本件建物(C)は、ロサンゼルス近郊のＷ（Ｗ）地区に所在する中所得者向けの集合住宅であ

るが、２０００年当時、この地区の周辺では、Ⓙ（Ⓙ）の開発が見込まれており、加えて、撤

退したホテルの跡地に小売業を中心とした大規模商業施設の開発計画が持ち上がっていた。そ

のため、この地区は、近い将来、人口の増加や雇用の増加によって、旺盛な賃貸需要が発生す

ることが見込まれていた。加えて、本件建物(C)は、１９７７年に建築されたものであったか



92 

ら、本件ＬＰＳ(C)が組成された２０００年時点では建築から既に約２３年が経過しており、

当時は、維持・管理のレベルが低下し、修繕・改装も効率的に行われていないなど、物件とし

ての実力を十分に発揮できていない状態にあった。 

 同様に、本件建物(P)は、フロリダ州のⓀ（Ⓚ）市に所在する中所得者向けの集合住宅であ

るが、２０００年当時、Ⓛ地域（Ⓛ地域）における人口の平均年齢は米国の平均年齢より若く、

２０００年以降も人口、世帯数、世帯収入の増加が見込まれていた。また、当該地区には雇用

を創出する企業が多く、さらには空室率が平均５％程度で稼働率が高いことから、当該地区は、

２０００年以降も人口の増加や雇用の増加によって、旺盛な賃貸需要が発生することが見込ま

れていた。加えて、本件建物(P)は、１９７４年に建築されたものであったから、本件ＬＰＳ(P)

が組成された２００２年時点で建築から既に約２８年が経過しており、当時は、維持・管理の

レベルが低下し、修繕・改装も効率的に行われていないなど、物件としての実力を十分に発揮

できていない状態にあった。 

 このように、本件各建物は、いずれも、ヴァリューアップ型不動産投資事業を行おうとする

投資家にとっては、投資対象として魅力的な中古集合住宅であった。 

(ウ) このように、本件各不動産投資事業は、米国に所在する中古木造集合住宅に投資し、その

資産価値を高めて売却することによって、売却益の獲得を目的とした通常の不動産投資事業で

ある。原告ら投資家は、本件各不動産投資事業により、将来生ずべき賃料収入及び不動産譲渡

損益の全てについて、持分割合に応じた収益又は損失の配分を受けることとされており、将来

における不動産市況の動向等如何により儲かる場合もあれば損失を蒙る場合もあると認識し

ていたものである。個人が不動産投資を行い、賃料収入を得た場合には、我が国の租税法上不

動産所得（所得税法２６条１項）とされ、賃貸された不動産の減価償却費などの不動産所得の

損失がある場合には他の種類の所得と損益通算をすることが所得税法上認められている（所得

税法６９条）ところ、本件不動産投資事業も不動産投資である以上、同じルールにより所得計

算がなされることになることは当然である。原告ら投資家は、このような不動産所得に関する

租税法の取扱いを理解した上で投資しており、何ら異常なことでもなければ租税回避行動でも

なく、「合理的経済人」としては当然の行動を行ったものである。 

ウ また、平成１７年度税制改正により創設された特定組合員の不動産所得に係る損益通算等の特

例（本件措置法特例）は、組合型の事業体を用いた減価償却費の先行計上に伴い損益通算を受け

るという租税上の効果を勘案した取引について、損益通算を否認することで意図された租税上の

効果を否定するために創設されたものである。 

 しかるに、本件スキームも、そのような取引と同様の経済的目的・性質を有する取引であって、

原告ら投資家に損益通算が認められるか否かという租税法上の問題の所在も同様であるから、本

件スキームにおける租税上の効果は、正に本件措置法特例により初めて否定されるものになった

ということができる。 

 これを逆にいうと、本件措置法特例が適用されない課税年分については、本件のような組合型

の事業体を用いた減価償却費の先行計上に伴い損益通算を受けるという租税上の効果を勘案し

た取引について損益通算を否定する立法上の措置は、いまだ存在せず、したがって、当該年分に

ついては、原告ら投資家の損益通算を否定することは、租税法律主義の原則を持ち出すまでもな

く、租税法上は不可能であった。 

エ 以上を前提として、原告ら投資家が不動産所得の計算上生じた損失を有するか否かという問題
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を検討する。その場合、①原告ら投資家が本件各ＬＰＳを通じて行った本件各不動産投資事業に

係る所得が、本件各ＬＰＳ自体に帰属するのか、それとも（信託を介して）原告ら投資家に帰属

するのかという問題（所得の帰属の問題）と、②原告ら投資家に帰属するとして、その所得は不

動産所得として区分されるのか否か（所得の区分の問題）という２つの別個の問題を検討する必

要がある。 

(ア) そのうち、所得の帰属については、本件各ＬＰＳが「外国法人」にも外国の「人格のない

社団等」にも該当しないと判断される場合には、本件各ＬＰＳは所得税法及び法人税法上の納

税義務者には該当しないことになるから、本件各不動産投資事業に係る所得は、本件各ＬＰＳ

自体に直接帰属することはなく、原告ら投資家に直接帰属すると解するほかない。 

(イ) そして、原告ら投資家が本件各ＬＰＳを通じて行った本件各不動産投資事業は「不動産の

貸付け」（所得税法２６条１項）に該当する行為以外の何ものでもない以上、原告ら投資家に

帰属する本件各不動産投資事業に係る所得は、不動産所得として区分されることになる。 

 この点、被告は、ある所得が不動産所得に該当するためには、納税者が、賃貸借契約の「貸

主」となり得る何らかの権利・権原（所有権あるいは占有権等）を有していることを前提とし

た上で、不動産を「借主」に貸し付け、これを使用収益させることによって得た対価としての

性質を有するものであることを要するとして、原告ら投資家に帰属する所得が不動産所得に当

たらないと主張する。しかし、所得税法２６条１項は単に「不動産所得とは、不動産〔中略〕

の貸付け〔中略〕による所得」と規定しているのみであり、同条の文理上、不動産を貸し付け

た主体が納税者本人であるか、納税者本人が貸し付けた不動産を所有等しているかは要件とは

されていない。被告の主張は、明文なき要件を付加して不動産所得の範囲を不当に狭く解する

もので、失当である。 

 また、被告は、雑所得であるとの主張の根拠として、本件各ＬＰＳのリミテッド・パートナ

ーは本件各建物を所有していないなどと主張するが、そのこと自体州ＬＰＳ法の規定及び本件

各ＬＰＳ契約４．５条を無視するものであるし、そもそも本件各ＬＰＳが我が国の私法及び租

税法上の法人にも人格のない社団等にも該当しないのであれば、我が国の私法及び租税法上は、

本件各ＬＰＳの構成員が本件各建物を所有しているものと解するほかないのである。したがっ

て、被告の当該主張も失当である。 

 さらに、被告は、本件各ＬＰＳのリミテッド・パートナーが本件各ＬＰＳの管理又は運営等

の権限を有しないことも、本件各不動産投資事業に係る所得が不動産所得に該当しないことの

理由として挙げる。しかし、不動産所得は、「不動産の貸付け」（所得税法２６条１項）の「規

模や業務への関与度合いに関係なくその損失の他の所得との損益通算が可能とされている」と

いう「特質」を有するものである。事業所得の場合についてはその規模や業務への関与度合い

が薄ければ所得区分が雑所得となり損益通算が否定されるが、不動産所得はそうではない。し

たがって、本件各ＬＰＳのリミテッド・パートナーの本件各ＬＰＳの管理又は運営等の権限の

有無などといった点は、本件各不動産投資事業に係る所得が不動産所得に区分されるか否かを

何ら左右しない。また、この点は、被告の主張する「法人」該当性の判断基準とも何ら関係が

ないから、本件各ＬＰＳの「法人」該当性ないし所得の帰属の問題とも無関係である。 

(4) 通則法６５条４項の「正当な理由」の有無 

（被告の主張） 

 通則法６５条４項の「正当な理由」があると認められる場合とは、真に納税者の責めに帰すること
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のできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を

賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解される。 

 原告らの主張する事情のうち、平成１２年７月政府税調中期答申等の記載内容については、米国の

ＬＰＳが我が国の租税法上の法人に含まれないことを明言するものではなく、政府の公の見解が表明

されたものでもないのであるから、仮に当該記載内容により本件各ＬＰＳが我が国租税法上の法人に

該当しないと考えたとしても、通則法６５条４項の正当な理由があるという余地はない。 

 また、原告らの主張するその余の事情は、結局のところ、原告ら独自の見解ないし期待に基づき本

件各ＬＰＳが法人に該当しないと信じたというものにすぎず、法令の解釈を誤っていたということに

尽きる。 

 そもそも、本件各不動産賃貸事業は、損益通算による租税負担の減少を目的としたスキームの一環

であり、原告ら投資家は、かかる利益にあずかるため、本件スキームに参加し、本件各不動産賃貸事

業から生じた損失を原告ら投資家の不動産所得の金額の計算上生じた損失として所得税の確定申告

をしたことが強く推認される。そして、原告らも認めるとおり、米国のＬＬＣが「外国法人」に該当

する旨の国税庁のＱ＆Ａが平成１３年６月に発出されていることも併せ考慮すれば、原告ら投資家は、

本件各ＬＰＳが我が国租税法上の法人に当たり、本件各不動産賃貸事業から生じた損失を原告ら投資

家の不動産所得の計算上生じた損失として損益通算できない可能性があり得ることを認識し、あるい

は認識し得たにもかかわらず、本件スキームによる利益にあずかるため、法令を正しく解釈すること

なく申告に至ったものといえるのであり、これをもって通則法６５条４項に規定する「正当な理由」

があるといえないことは明らかである。 

（原告らの主張） 

 およそ外国のパートナーシップが「法人」に該当し得るとの解釈は、平成１７年度税制改正の解説

として平成１７年８月頃に示されたものであり、さらに国税庁個人課税課が発遣した平成１８年１月

２７日付け「平成１７年度税制改正及び有限責任事業組合契約に関する法律の施行に伴う任意組合等

の組合事業に係る利益等の課税の取扱いについて（情報）」において 初に公式に明らかにされるま

で、およそ外国のパートナーシップが「法人」に該当し得るとの解釈が課税庁により公式に明らかに

されたことはなかった。加えて、本件各ＬＰＳを含むデラウェア州のＬＰＳの「人格のない社団等」

該当性については、課税庁の公式な見解は今日に至るまで示されていない。 

 さらに、本件各ＬＰＳが「法人」に該当するかどうかという問題については、本件に係る国税不服

審判所裁決がこれを否定し、また他の類似事案においても本件各ＬＰＳと同様、本件各ＬＰＳ法を準

拠法として組成されたデラウェア州のＬＰＳの「法人」該当性が否定されている。 

 以上のような事情に鑑みれば、仮に本件各ＬＰＳが法人又は人格のない社団等に該当すると判断さ

れた場合であっても、原告ら投資家が本件各係争年分の所得税について、本件各不動産投資事業に係

る所得が原告ら投資家に直接帰属しかつ不動産所得として損益通算を行ったことには、真に原告ら投

資家の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお原

告ら投資家に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になるというべきであるから、通則法６５

条４項にいう「正当な理由」があるというべきである。 
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別紙１０ 

 

日米租税条約  

３条 ARTICLE 3 

１ この条約の適用上、文脈により別に解釈

すべき場合を除くほか、 

1 For the purposes of this Convention, 

unless the context otherwise requires:

(e) 「者」には、個人、法人及び法人以外の

団体を含む。 

(e) the term “person” includes an 

individual, a company and any other body 

of persons; 

(f) 「法人」とは、法人格を有する団体又は

租税に関し法人格を有する団体として取り

扱われる団体をいう。 

(f) the term “company” means any body 

corporate or any entity that is treated 

as a body corporated for tax purposes;

  

日米租税条約の議定書  

２ 条約３条１(e)に関し、「法人以外の団

体」には、遺産、信託財産及び組合を含む。

2 With reference to subparagraph (e) of 

paragraph 1 of article 3 of the 

Convention, the term “any other body of 
persons” includes an estate, trust, and 
partnership 
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別表１－１ 

課税の経緯（Ａ事件） 

（単位：円） 

区分 項目＼年分 平成13年分 平成14年分 平成15年分 

総 所 得 金 額 96,441,238 92,889,561 81,831,275

配 当 所 得 の 金 額 9,120,362 6,861,687 6,704,385

不動産所得の金額 △8,582,124 △7,500,126 △9,214,032

給 与 所 得 の 金 額 95,903,000 93,528,000 84,313,000
内
訳 

雑 所 得 の 金 額 0 0 27,922

確定申告 

(期限内) 

納 付 す べ き 税 額 △2,303,834 △2,230,481 △3,299,220

総 所 得 金 額 96,898,235 93,412,228 82,223,321

配 当 所 得 の 金 額 9,120,362 6,861,687 6,704,385

不動産所得の金額 △8,125,127 △7,043,759 △8,821,986

給 与 所 得 の 金 額 95,903,000 93,528,000 84,313,000
内
訳 

雑 所 得 の 金 額 0 66,300 27,922

修正申告 

(H17.1.5) 

納 付 す べ き 税 額 △2,134,745 △2,036,972 △3,154,181

賦課決定 

(H17.1.26) 
過 少 申 告 加 算 税 の 額 16,000 19,000 14,000

総 所 得 金 額 121,987,588 117,907,436 105,085,746

配 当 所 得 の 金 額 9,120,362 6,861,687 6,704,385

不動産所得の金額 16,964,226 17,451,449 14,040,439

給 与 所 得 の 金 額 95,903,000 93,528,000 84,313,000
内
訳 

雑 所 得 の 金 額 0 66,300 27,922

納 付 す べ き 税 額 7,148,100 7,026,100 5,305,100

更正及び 

賦課決定 

(H17.2.15) 

過 少 申 告 加 算 税 の 額 928,000 906,000 845,000

総 所 得 金 額 96,898,235 93,412,228 82,223,321

配 当 所 得 の 金 額 9,120,362 6,861,687 6,704,385

不動産所得の金額 △8,125,127 △7,043,759 △8,821,986

給 与 所 得 の 金 額 95,903,000 93,528,000 84,313,000
内
訳 

雑 所 得 の 金 額 0 66,300 27,922

納 付 す べ き 税 額 △2,134,745 △2,036,972 △3,154,181

異議申立 

(H17.4.13) 

過 少 申 告 加 算 税 の 額 0 0 0

異議決定 

(H17.7.22) 
 （棄却） 

総 所 得 金 額 96,898,235 93,412,228 82,223,321

配 当 所 得 の 金 額 9,120,362 6,861,687 6,704,385

不動産所得の金額 △8,125,127 △7,043,759 △8,821,986

給 与 所 得 の 金 額 95,903,000 93,528,000 84,313,000
内
訳 

雑 所 得 の 金 額 0 66,300 27,922

納 付 す べ き 税 額 △2,134,745 △2,036,972 △3,154,181

審査請求 

(H17.8.19) 

過 少 申 告 加 算 税 の 額 0 0 0

裁決 

(H19.1.31) 
 （棄却） 

総 所 得 金 額 118,175,784 115,609,156 104,111,230

配 当 所 得 の 金 額 9,120,362 6,861,687 6,704,385

不動産所得の金額 13,152,422 15,153,169 13,065,923

給 与 所 得 の 金 額 95,903,000 93,528,000 84,313,000
内
訳 

雑 所 得 の 金 額 0 66,300 27,922

納 付 す べ き 税 額 5,737,700 6,175,900 4,944,300

更正及び 

賦課決定 

(H20.5.14) 

過 少 申 告 加 算 税 の 額 △141,000 △85,000 △36,000
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別表１－２ 

課税の経緯（Ａ事件） 

（単位：円） 

区分 日付 項目＼年分 平成16年分 

総 所 得 金 額 112,419,828

配 当 所 得 の 金 額 6,704,385

不動産所得の金額 12,181,943

給 与 所 得 の 金 額 93,528,000

内
訳 

雑 所 得 の 金 額 5,500

確定申告 期限内 

納 付 す べ き 税 額 4,556,900

総 所 得 金 額 92,202,535

配 当 所 得 の 金 額 6,704,385

不動産所得の金額 △8,035,350

給 与 所 得 の 金 額 93,528,000

内
訳 

雑 所 得 の 金 額 5,500

更正の請求 H18.3.13 

納 付 す べ き 税 額 △2,923,758

通知処分 H18.6.26  
更正をすべき理由

がない旨の通知書

異議申立    

異議決定    

審査請求 H18.8.8  通知処分の取消 

裁決 H19.2.19  棄却 
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別表２、３－１～３－４、５、６、８、９－１～９－３、１１、１２、１４、１５－１～１５－３、１

７、１８－１、１８－２及び別紙図表１、２ 省略 



99 

別表４ 

課税の経緯（Ｅ事件） 

（単位：円） 

区分 日付 項目＼年分 平成17年分 

総 所 得 金 額 37,996,665

不動産所得の金額 11,900,600

配 当 所 得 の 金 額 26,096,065
内
訳 

給 与 所 得 の 金 額 0

確定申告 期限内 

納 付 す べ き 税 額 3,850,400

総 所 得 金 額 122,309,665

不動産所得の金額 11,900,600

配 当 所 得 の 金 額 26,096,065
内
訳 

給 与 所 得 の 金 額 84,313,000

修正申告 H18.4.3 

納 付 す べ き 税 額 6,769,900

総 所 得 金 額 121,937,831

不動産所得の金額 11,528,766

配 当 所 得 の 金 額 26,096,065
内
訳 

給 与 所 得 の 金 額 84,313,000

更正の請求 H19.3.14 

納 付 す べ き 税 額 6,632,200

通知処分 H19.6.12  
更正すべき理由が

ない旨の通知処分

総 所 得 金 額 121,937,831

不動産所得の金額 11,528,766

配 当 所 得 の 金 額 26,096,065
内
訳 

給 与 所 得 の 金 額 84,313,000

審査請求 H19.8.9 

納 付 す べ き 税 額 6,632,200

裁決    
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別表７ 

課税の経緯（Ｂ事件） 

（単位：円） 

年分 区分 年月日 不動産所得 配当所得 給与所得 雑所得 総所得金額 退職所得金額 分離短期譲渡所得
納付すべき税額

(申告納税額) 
過少申告加算税 

確定申告 H15.3.17 2,274,985 923,460 68,680,750 8,400 71,887,595 48,550,000 △1,540,065  

更正の請求 H16.3.15 △17,155,571 923,460 68,680,750 8,400 52,457,039 48,550,000 △8,729,535  

通知処分 H17.2.25 更正すべき理由がない旨の通知処分 

更正等処分 H17.2.28 3,368,059 923,460 68,680,750 8,400 72,980,669 48,550,000 △1,135,655 40,000 

異議申立 H17.4.18 更正すべき理由がない旨の通知処分の取消 

異議決定 H17.7.21 棄却 

審査請求 H17.8.19 更正すべき理由がない旨の通知処分の取消 

裁決 H19.1.22 棄却 

平
成
14
年
分 

更正等処分 H20.5.14 2,274,985 923,460 68,680,750 8,400 71,887,595 48,550,000 △1,540,065 0 

確定申告 H16.3.15 △19,703,883 1,028,160 64,431,875 2,811,691 47,583,303 △984,540 △9,187,833  

修正申告 H16.12.17 △19,703,883 1,028,160 64,431,875 3,518,325 48,289,937 △984,540 △8,919,583  

賦課決定 H17.1.14 26,000 

更正等処分 H17.2.28 3,696,115 1,028,160 64,431,875 3,518,325 71,689,935 △984,540 △268,613 866,000 

異議申立 H17.4.18 △19,778,831 1,028,160 64,431,875 3,518,325 48,214,989 △984,540 △8,954,363  

異議決定 H17.7.21 棄却 

審査請求 H17.8.19 △19,778,831 1,028,160 64,431,875 3,518,325 48,214,989 △984,540 △8,954,363  

平
成
15
年
分 

裁決 H19.1.22 棄却 

確定申告 H17.3.15 1,497,124 1,028,160 62,407,900 23,700 64,956,884 △1,387,120  

更正の請求 H18.3.15 △22,548,414 1,028,160 62,407,900 23,700 40,911,346 △10,283,770  

通知処分 H18.6.26 更正すべき理由がない旨の通知処分 

審査請求 H18.8.8 更正すべき理由がない旨の通知処分の取消 

平
成
16
年
分 

裁決 H19.3.15 棄却 
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別表１０ 

課税の経緯（Ｄ事件） 

（単位：円） 

区分 日付 項目＼年分 平成17年分 

総 所 得 金 額 64,729,026

不動産所得の金額 2,796,041

配 当 所 得 の 金 額 1,025,760

給 与 所 得 の 金 額 60,902,625

内
訳 

雑 所 得 の 金 額 4,600

確定申告 期限内 

納 付 す べ き 税 額 △833,285

総 所 得 金 額 41,649,685

不動産所得の金額 △20,283,300

配 当 所 得 の 金 額 1,025,760

給 与 所 得 の 金 額 60,902,625

内
訳 

雑 所 得 の 金 額 4,600

更正の請求 H19.3.15 

納 付 す べ き 税 額 △9,372,885

通知処分 H19.6.11  
更正すべき理由が

ない旨の通知処分

審査請求 H19.8.9  通知処分の取消 

裁決 H20.5.29  （棄却） 
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別表１３ 

課税の経緯（Ｃ事件） 

（単位：円） 

区分 項目＼年分 平成13年分 平成14年分 平成15年分 

総 所 得 金 額 4,673,676 8,167,312 3,389,999

不動産所得の金額 4,123,676 7,328,800 1,615,097

配 当 所 得 の 金 額 0 0 375,600

給 与 所 得 の 金 額 550,000 550,000 550,000

一 時 所 得 の 金 額 0 0 725,202

内
訳 

雑 所 得 の 金 額 0 288,512 124,100

確定申告 

(期限内) 

納 付 す べ き 税 額 242,500 800,200 71,900

総 所 得 金 額 47,960,525 52,929,533 47,364,838

不動産所得の金額 47,410,525 52,191,233 45,714,036

配 当 所 得 の 金 額 0 0 375,600

給 与 所 得 の 金 額 550,000 550,000 550,000

一 時 所 得 の 金 額 0 0 725,202

内
訳 

雑 所 得 の 金 額 0 188,300 0

納 付 す べ き 税 額 14,407,000 16,322,300 14,244,700

更正及び 

賦課決定 

(H17.2.25) 

過 少 申 告 加 算 税 の 額 2,099,000 2,286,500 2,100,500

総 所 得 金 額 4,673,676 8,167,312 3,389,999

不動産所得の金額 4,123,676 7,328,800 1,615,097

配 当 所 得 の 金 額 0 0 375,600

給 与 所 得 の 金 額 550,000 550,000 550,000

一 時 所 得 の 金 額 0 0 725,202

内
訳 

雑 所 得 の 金 額 0 288,512 124,100

納 付 す べ き 税 額 242,500 800,200 71,900

異議申立 

(H17.4.18) 

過 少 申 告 加 算 税 の 額 0 0 0

異議決定 

(H17.7.22) 
 （棄却） 

総 所 得 金 額 4,673,676 8,167,312 3,389,999

不動産所得の金額 4,123,676 7,328,800 1,615,097

配 当 所 得 の 金 額 0 0 375,600

給 与 所 得 の 金 額 550,000 550,000 550,000

一 時 所 得 の 金 額 0 0 725,202

内
訳 

雑 所 得 の 金 額 0 288,512 124,100

納 付 す べ き 税 額 242,500 800,200 71,900

審査請求 

(H17.8.18) 

過 少 申 告 加 算 税 の 額 0 0 0

裁決 

(H19.1.22) 
 （棄却） 
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別表１６ 

課税の経緯（Ｆ事件） 

(単位:円) 

区分 日付 項目＼年分 平成16年分 平成17年分 

総 所 得 金 額 51,359,152 37,548,803

不 動 産 所 得 の 金 額 50,049,852 36,248,003

配 当 所 得 の 金 額 750,600 750,800

給 与 所 得 の 金 額 550,000 550,000
内
訳 

雑 所 得 の 金 額 8,700 0

分 離 長 期 譲 渡 所 得 の 金 額 0 90,212,397

確定申告 期限内 

納 付 す べ き 税 額 15,668,600 24,104,700

総 所 得 金 額 2,685,285 18,584,976

不 動 産 所 得 の 金 額 1,259,952 17,284,176

配 当 所 得 の 金 額 750,600 750,800

給 与 所 得 の 金 額 550,000 550,000
内
訳 

雑 所 得 の 金 額 124,733 0

分 離 長 期 譲 渡 所 得 の 金 額 0 90,212,397

更正の請求 

平成16年分
H18.1.31 

 
平成17年分
H18.10.19

納 付 す べ き 税 額 △54,864 17,122,800

通知処分 H19.2.22  
更正すべき理由が
ない旨の通知処分 

更正すべき理由が
ない旨の通知処分

総 所 得 金 額 15,774,419

不 動 産 所 得 の 金 額 14,116,759

配 当 所 得 の 金 額 750,800

給 与 所 得 の 金 額 550,000
内
訳 

雑 所 得 の 金 額 356,860

分 離 長 期 譲 渡 所 得 の 金 額 90,212,397

更正の請求 H19.3.15 

納 付 す べ き 税 額

 

16,279,500

総 所 得 金 額 2,685,285 18,584,976

不 動 産 所 得 の 金 額 1,259,952 17,284,176

配 当 所 得 の 金 額 750,600 750,800

給 与 所 得 の 金 額 550,000 550,000
内
訳 

雑 所 得 の 金 額 124,733 0

分 離 長 期 譲 渡 所 得 の 金 額 0 90,212,397

審査請求 H19.4.17 

納 付 す べ き 税 額 △54,864 17,122,800

通知処分 H19.6.19   
更正すべき理由が
ない旨の通知処分

総 所 得 金 額 15,774,419

不 動 産 所 得 の 金 額 14,116,759

配 当 所 得 の 金 額 750,800

給 与 所 得 の 金 額 550,000
内
訳 

雑 所 得 の 金 額 356,860

分 離 長 期 譲 渡 所 得 の 金 額 90,212,397

審査請求 H19.8.9 

納 付 す べ き 税 額

 

16,279,500

審査請求 
取下げ 

H20.11.6  審査請求取下げ 

総 所 得 金 額 43,568,533 18,584,976

不 動 産 所 得 の 金 額 42,259,233 17,284,176

配 当 所 得 の 金 額 750,600 750,800

給 与 所 得 の 金 額 550,000 550,000
内
訳 

雑 所 得 の 金 額 8,700 0

分 離 長 期 譲 渡 所 得 の 金 額 0 90,212,397

更正処分 H21.6.23 

納 付 す べ き 税 額 12,786,300 17,122,800 


